
※７月以降の検討状況を記載（ １２月５日現在） 

会議名 議論開始日 直近の開催日 開催回数 資料名 備考 

子ども・子育て新システム検
討会議作業グループＷＴ 

10月18日 
（22年9月より
議論開始） 

 

12月6日 
３２回 
（うち7月以
降は３回） 

7月に中間とりまとめ。少子化
社会対策会議決定。① 

内閣府を中心に、
関係府省で 
検討 

 

社
会
保
障
審
議
会 

医療部会 
7月6日 

（22年10月より議
論開始） 

12月１日 
１３回 

（うち7月以
降は６回） 

これまでの議論を踏まえた医療提
供体制の改革に関する意見に 
ついて② 

診療報酬改定 
の基本方針は、 
12月１日に決定 

医療保険部会 7月21日 12月5日 ８回 議論の整理（案）③ 
診療報酬改定 
の基本方針は、 
12月１日に決定 

介護保険部会 10月13日 11月24日 ４回 
社会保障・税一体改革における介
護分野の制度見直しに関する 
これまでの議論の整理④ 

介護給付費分科会 
7月28日 

（23年2月より
議論開始） 

12月5日 

17回 
（うち7
月以降
は11回） 

平成２４年度介護報酬改定に関す
る審議報告（案）⑤ 

年金部会 8月26日 12月1日 ７回 
社会保障審議会年金部会における
これまでの議論の整理（骨子案）⑥ 

短時間労働者への社会
保険適用等に関する 
特別部会 

9月1日 11月30日 ９回 これまでの議論の整理（案）⑦ 

厚生労働省の各審議会等の検討状況について 

資料３ 
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会議名 議論開始日 直近の開催日 開催回数 資料名 備考 

労
働
政
策
審
議
会 

雇用対策基本問題部会 9月12日 11月22日 ４回 これまでの議論の整理⑧ 

雇用保険部会 9月28日 11月18日 ３回 
雇用保険の財政運営に関する論
点⑨ 

労働条件分科会 
7月21日 

（平成22年10月
より議論開始） 

12月5日 
１４回 

（うち7月以
降は６回） 

- 

雇用均等分科会 9月27日 11月28日 ４回 検討項目（案）⑩ 

厚
生
科
学
審
議
会 

難病対策委員会 9月13日 12月1日 ６回 
今後の難病対策の検討に当たっ
て（中間的な整理）⑪ 

※生活保護制度に関する国と地方の協議においても、これまで、５月３０日以降事務レベルの会合含め９回開催    
 （直近の開催日は１１月２１日）。 
 
※国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議においても、これまで、２月２５日以降事務レベルの 
   ワーキンググループを計７回開催（直近の開催日は１２月１日）。１０月２４日には政務レベルの協議を開催。 
 
※本資料は、12月５日時点の検討状況を取りまとめたものであり、今後、引き続き各審議会等において検討が 
 進められる。 



(‡)

子ども ･子育て新システムに関する中間とりまとめについて

平成 23年 7月29日

少子化社会対策会議決定

子ども･子育て新システムは全世代型の社会保障の構築を目指す社会保

障改革において､国民の安心確保のための最優先項目の一つであり､早期

に実現する必要がある｡

子ども･子育て新システムについては､昨年 9月より子ども･子育て新

システム検討会議作業グループの下､基本制度ワーキングチーム､幼保一

体化ワーキングチーム及びこども指針 (仮称)ワーキングチームにおいて､

｢子ども･子育て新システムの基本制度案要綱｣に掲げられた基本的方向

性を踏まえて､関係者間で意見集約を図りながら､議論を重ねてきたD去

る7月 27日に基本制度ワーキングチームにおいて､これまでの議論の到

達点として､別添のとおり中間とりまとめが行われ､給付設計や幼保-体

化を中心とした制度設計が示されるとともに､今後の検討課題が明確にさ

れたところである｡

一方､6月 30日には ｢社会保障 ･税一体改革成案｣(政府 ･与党社会

保障改革検討本部決定)において､子ども･子育て新システムにかかる工

程表として､｢税制抜本改革とともに､早急に所要の法律案を提出する｣

とされたところである｡

今後､｢子ども ･子育て新システムの基本制度案要綱｣及び別添 ｢子ど

も･子育て新システムに関する中間とりまとめ｣を踏まえ､費用負担の在

り方などの残された検討課題について子ども･子育て新システム検討会議

作業グループの下で開催されるワーキングチームにおいて検討を進め､実

施主体である地方公共団体をはじめとする関係者と丁寧に協議を行い､理

解を得たうえで､子ども･子育て新システムの成案をとりまとめ､恒久財

源を得て早期に本格実施 (それまでの間は､法案成立後､平成25年度を

目途に､子ども･子育て会議 (仮称)や国の基本指針など可能なものから

段階的に実施)できるよう､平成 23年度中に必要な法制上の措置を講じ

ることとされている税制抜本改革とともに､早急に所要の法律案を国会に

提出する｡



瓦二亘]
子ども ･子育て新システムに関する中間とりまとめについて

平 成 23年 7 月 27日

基本制度ワーキングチーム

〇 本ワーキングチームは､昨年9月より子ども ･子育て新システム検討会議

作業グループの下で14回開催され､議論を重ねてきた｡また､同時並行

して､幼保一体化ワーキングチームについては9回､こども指針 (仮称)

ワーキングチームについては6回､それぞれ開催され､随時､本ワーキン

グチームにおいて議論の状況の報告を受け､議論を重ねてきた｡

〇 本ワーキングチームとしては､他の2つのワーキングチームとともに､｢子

ども ･子育て新システムの基本制度案要綱｣(平成22年6月29日少子化

社会対策会議決定)に掲げられた基本的方向性を踏まえて､関係者間で意

見集約を図りながら重ねてきたこれまでの議論の到達点として､子ども ･

子育て新システムの全体像､給付設計の在り方､幼保一体化の在 り方､質

改善 (機能強化)の在り方等について､別添の通り､中間的に議論をとり

まとめた｡

○ 質改善 (機能強化)については､量的拡充と合わせて1兆円を超える額を

見込んでいる｡その実現のためには財源の確保が不可欠であり､政府にお

いては､その確保に向けて最大限の努力をされたい0

0 本ワーキングチームとしては､今後も ｢子ども ･子育て新システムの基本

制度案要綱｣及び本とりまとめを踏まえ､｢社会保障 .税一体改革成案｣(辛

成23年6月30日 政府 ･与党社会保障改革検討本部決定)の工程表に

あるように､平成23年度中に必要な法制上の措置を講じることとされて

いる税制抜本改革とともに､早急に法案を提出し､恒久財源を得て早期に

本格実施 (それまでの間は､法案成立後､平成25年度を目途に､子ども･

子育て会議 (仮称)や国の基本指針など可能なものから段階的に実施)で

きるよう､(分国､地方及び事業主の負担の在り方､利用者負担の在り方､

既存の財政措置との関係など費用負担の在り方､子ども ･子育て包括交付

金 (仮称)の在り方､②国における所管の在り方､③ワーク ･ライフ･バ

ランスの在り方､④国の基準と地方の裁量の関係など地域の実情に応じた

給付 ･事業の提供のための仕組みの在 り方､その他の残された検討課題に

ついて､できる限り速やかに検討を再開したい｡また､検討に当たっては､

基本制度案要綱に掲げられた､すべての子ども ･子育て家庭に必要な良質

の支援を行い､地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるなどの

観点も含め､実施主体である地方公共団体など関係者と十分に意見交換を

行うこととしたい｡

政府においても､国と地方の協議の場などを通じて地方公共団体と十分

に協議を行うとともに､関係団体などの関係者の理解も得た上で､成案化

されたい｡



(別添)

子ども ･子育て新システムに関する中間とりまとめ

子どもは社会の希望であり､未来をつくる力である｡

子どもが､それぞれの個性と能力を十分に発揮すること､人の気持ちを

理解し互いを認め合い､共に生きることができるようになること､このよ

うな子どもの健やかな育ちは､子どもの親のみならず､今の社会を構成す
るすべての大人にとって､願いであり､また喜びである｡

乳幼児期の教育は､生涯にわたる人格形成の基礎を培う､極めて重要な

ものである｡そして､子どもの健やかな育ちは､我が国にとっての最大の

資源である ｢人｣づくりの基礎であり､子どもの育ちと子育てを支援する

ことは､未来-の投資でもある｡

親の経済状況や幼少期の成育環境によって格差が生じることがないなど

子どもの最善の利益を考慮し､すべての子どもが尊重され､その育ちが等

しく確実に保障されるよう取り組まなければならない｡

他方､子どもの育ちや子育てをめぐる環境の現実は厳しい｡非正規労働

者の増加などの雇用基盤の変化､核家族化や地域のつながりの希薄化によ

る家庭や地域の子育て力 ･教育力の低下により､若者が雇用など将来の生

活に不安を抱き､結婚や出産に関する希望の実現をあきらめ､子育て当事

者が悩みを抱えながら苦労している｡

子育てとは本来､日々成長する子どもの姿を通じて親に大きな喜びや生

きがいをもたらす営みである｡親が子育ての充実感を得られるなど ｢親と

しての成長｣を支援していく必要がある｡

そして､ワーク ･ライフ･バランスを推進しつつ､子ども･子育て支援

を質量ともに充実させることにより､家庭を築き､子どもを生み育てると

いう希望がかなえられる社会を実現していかなければならない｡

そのためには､子育てについての第一義的な責任が親にあることを前提

としつつ､かつては家族や地域が担っていた子育てに関する支え合いの機

能や､企業による日本型の生活保障機能が低下していることを踏まえ､こ

うした子ども ･子育てを支える機能を新しい形で再生させる必要がある｡

こうした機能の再生は､地域社会そのものの再生にも大きく寄与する0
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今般の東日本大震災においては､子どもと大人､被災者と支援者など､

地域の中あるいは地域を超えた様々な人と人とのつながり､地域の人々の

参画と助け合いの大切さが再認識されている｡

子ども･子育て支援についても､こうした助け合いの気持ちを確かなも

のとして国民が共有し､子どもの育ちと子育てを皆で支える新たな秤の仕

組みを構築しなければならない｡

上記の理念を踏まえ､これまで ｢子ども･子育て新システムの基本制度

案要綱 (平成2､2年 6月29日少子化社会対策会議決定)に掲げられた幼

保一体化 (こども園 (仮称))等の基本的方向性を踏まえて重ねてきた議論

の到達点として､次のとおり子ども･子育て新システムの具体的制度設計

の在り方に関し､中間的にこれまでの議論をとりまとめた｡今後､基本制

度案要綱及び本とりまとめを踏まえ､幼保一体化を含む子ども.子育て新

システムの理念の実現に向けた取組を推進していくことが必要である0



Ⅰ市町村､都道府県､国の役割

○ 子どもの育ち･子育て家庭を社会全体で支えるため､市町村 (基礎

自治体)が制度を実施し､国 .都道府県等が制度の実施を重層的に支

える仕組みを構築する｡

○ 事業ごとに所管や制度､財源が様々に分かれている現在の子ども･

子育て支援対策を再編成し､幼保一体化を含め､制度 .財源 ･給付に

ついて､包括的 .一元的な制度を構築する｡

※ 残された課題については､今後､更に検討する｡

○ 実施主体は市町村 (基礎自治体)とし､新システムに関するすべて

の子ども･子育て関連の国庫補助負担金､労使拠出等からなる財源を

一本化し､市町村に対して包括的に交付される仕組み (子ども･子育

て包括交付金 (仮称))を導入する｡
※ 上記は基本制度案要綱における記述であり､国､地方及び事業主の負担のあり方､既存

の財政措置との関係など費用負担のあり方､子ども･子育て包括交付金 (仮称)のあり方

については､今後､更に検討する｡

○ 地域主権改革の観点を踏まえ､また､実施主体である市町村及びそ

れを支援する都道府県と十分調整しながら､以下の点について､今後､

更に検討を行う｡

①事業計画の策定など地方公共団体の実施する施策についての国の関

与のあり方

②国が定める基準と地域の実情に応じるための地方公共団体の裁量と

の関係

③指定制における指定や総合施設 (仮称)の認可等の主体のあり方

④都道府県の具体的な役割やその財源措置のあり方

1 市町村の役割

(1)市町村の権限と責務

○ 市町村は､新システムの実施主体としての役割を担い､国 ･

都道府県等と連携し､自由度を持って地域の実情に応じた給付

等を設計し､当該市町村の住民に新システムの給付等を提供 ･

確保する｡そのために必要な以下の権限及び責務を法律上位置

づける｡
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･子どもや家庭の状況に応じた給付の保障､事業の実施

･質の確保された給付 ･事業の提供

･給付 .事業の確実な利用の支援

･事業の費用 ･給付の支払い

･計画的な提供体制の確保､基盤整備

(2)｢市町村新システム事業計画｣(仮称)の策定

○ 市町村は､潜在ニーズも含めた地域での子ども.子育てに係

るニーズを把握した上で､管内における新システムの給付 ･辛

業の需要見込量､見込量確保のための方策等を盛り込んだ ｢市

町村新システム事業計画｣(仮称)を策定し､本計画をもとに､

給付 ･事業を実施する｡

○ 市町村新システム事業計画 (仮称)の策定及び記載事項を法

定する (計画記載事項は別紙のとおり)0

○ 市町村新システム事業計画 (仮称)の策定における市町村内

の関係当事者の参画の仕組みについて検討する｡

2 都道府県の役割

○ 都道府県は､広域自治体として､新システムの給付 ･事業が健全

かつ円滑に運営されるよう､必要な助言 ･援助等を行うとともに､

子ども･子育て支援施策のうち､広域的な対応が必要な事業等を行

う｡

○ 都道府県は､｢都道府県新システム事業支援計画｣(仮称)に基づ

き､市町村を支援する｡｢都道府県新システム事業支援計画｣(仮称)

の策定及び記載事項を法定する (計画記載事項は別紙のとおり)a

O 都道府県新システム事業支援計画 (仮称)の策定における都道府

県の関係当事者の参画の仕組みについて検討する｡

3 国の役割

○ 国は､新システムの制度設計､市町村への子ども.子育て包括交

付金 (仮称)の交付､基本指針 (仮称)の策定等､新システムの給

付 .事業が健全かつ円滑に運営されるよう､必要な措置を講ずる｡
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○ 基本指針 (仮称)については､その策定及び記載事項を法律上明

記し､国の ｢子ども･子育て会議｣(仮称)の審議を経て策定する (描

針記載事項は別紙のとおり)0

○ 基本指針 (仮称)には､家庭 ･地域を含めたすべての子育て関係

者を対象とした､子どもに関する理念､子育てに関する理念を示す

ものである ｢こども指針 (仮称)｣を位置づける｡

lⅡ給付設計l

O 市町村は､子ども.子育て支援給付 (仮称)及び子ども.子育て支

援事業 (仮称)を実施する｡

1 子ども .子育て支援給付 (仮称)

○ 子ども ･子育て支援給付 (仮称)は､個人に対する以下の給付と

する｡

(1)子ども手当 (個人への現金給付)

○ 子ども手当については､新システムにおける給付に位置づけ

る｡(別途検討)

(2)こども園給付 (仮称)

○ こども園給付 (仮称)については､質の確保のための客観的

な基準を満たした施設として指定を受けたこども園 (仮称)に

関する給付とする｡
※ こども園 (仮称)とは､指定を受けた総合施設 (仮称)､幼稚園､保育所､

それ以外の客観的な基準を満たした施設であり､その総称である｡総合施設 (仮

称)とは､学校教育と保育及び家庭における養育の支援を一体的に提供する施

設｡その名称については､今後検討する｡

(3)地域型保育給付 (仮称)

○ 地域型保育給付 (仮称)については､質の確保のための客観

的な基準を満たす事業者として指定を受けた小規模保育事業者､

家庭的保育事業者及び居宅訪問型保育事業者等に関する給付と

する｡

※ こども園給付 (仮称)及び地域型保育給付 (仮称)は､早朝 ･夜間 ･休日保
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青にも対応する｡

※ 出産 ･育児に係る休業に伴う給付 (仮称)

○ 産前産後 ･育児休業中の現金給付から保育まで切れ目なく保障される仕組みの構築が

課題であるが､出産手当金 (健康保険)､育児休業給付 (雇用保険)の適用範囲や実施主

体に違いがあること等を踏まえ､両給付を現行制度から移行し一本化することについて

は将来的な検討課題とする｡

2 子ども ･子育て支援事業 (仮称)

○ 子ども･子育て支援事業は､市町村が実施する以下の事業とする｡

(1)地域子育て支援事業 (仮称)

※ 地域子育て支援拠点事業､一時預か り及び乳児家庭全戸訪問事業等

(対象事業の範囲は法定)

(2)延長保育事業､病児 ･病後児保育事業

(3)放課後児童クラブ

(4)妊婦健診

※ 市町村の独自事業の取扱いは今後検討する｡

1Ⅲ 幼保一体化l

l 基本的な考え方

○ すべての子どもの健やかな育ちと､結婚 .出産 ･子育ての希望が

かなう社会を実現するため､以下の三点を目的とする幼保一体化を

推進する｡

(1)質の高い学校教育 ･保育の一体的提供

(2)保育の量的拡大

(3)家庭における養育支援の充実

※ ここで言う ｢学校教育｣とは､学校教育法に位置付けられる小学校就学前の子どもを対

象とする教育 (幼児期の学校教育)を言い､ ｢保育｣とは児童福祉法に位置付けられる乳

幼児を対象とした保育を言う｡以下同じ｡
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○ 具体的には､以下の給付システムの一体化と施設の一体化を推進

する｡

(1〉給付システムの一体化

①地域における学校教育 ･保育の計画的整備 (市町村新システ

ム事業計画 (仮称)の策定)

○ 市町村は､地域における学校教育･保育の需要をはじめ､

子ども･子育てに係る需要の見込み及び見込量の確保のた

めの方策等を内容とする市町村新システム事業計画(仮称)

を策定する｡

②多様な保育事業の量的拡大 (指定制度の導入)

○ 客観的基準を満たした施設及び多様な保育事業への財政

措置を行うこと等により､多様な事業主体の保育事業への

参入を促進し､質の確保された保育の量的拡大を図る｡

③給付の一体化及び強化 (こども園給付 (仮称)の創設等)

○ 学校教育･保育に係る給付を一体化したこども園給付(仮

称)を創設することにより､学校教育 .保育に関する財政

措置に関する二重行政の解消及び公平性の確保を図る｡

(2)施設の一体化 (総合施設 (仮称)の創設)

○ 学校教育 ･保育及び家庭における養育支援を一体的に堤

供する総合施設 (仮称)を創設する｡

2 子どもや家庭の状況に応じた子ども.子育て支援

○ 子ども ･子育て家庭については､乳幼児の子育てをしている､育

児休業中の家庭､共働き家庭､いわゆる専業主婦家庭など､様々な

状況の子ども･子育て家庭がある｡

○ 子ども ･子育て新システムにおいては､すべての子どもに､良質

な成育環境を保障するため､それぞれの子どもや家庭の状況に応じ､

｢子ども ･子育て支援給付 (仮称)｣を保障する｡
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○ 子どもが満3歳となったとき､子どもが学齢期となったときなど

に円滑に切れ目のない支援を行うため､施設間 ･事業問の連携 ･堤

携等の仕組みを検討する｡

○ また､子育てに孤立感 .負担感を感じている保護者が多いこと等

を踏まえ､すべての子ども･子育て家庭に､それぞれの子どもや家

庭の状況に応じ､子育ての充実感を得られるような親子の交流の場

づくり､子育て相談や情報提供､親子登園などの支援を行う0

3 幼保一体化の進め方

○ 国においては､幼保一体化を含む子ども ･子育て支援に関する塞

本指針 (仮称)を策定するとともに､給付の一体化及び強化等によ

り総合施設 (仮称)への移行を政策的に誘導する｡

○ 都道府県については､広域自治体として､都道府県新システム辛

業支援計画 (仮称)を策定し､市町村の業務に関する広域調整等を

行う｡

○ 市町村においては､国による制度改正及び基本指針 (仮称)を踏

まえ､市町村新システム事業計画 (仮称)に基づき､地域における､

満3歳以上の保育所等を利用する家庭の子どもの状況､満3歳以上

の保育所等を利用しない家庭の子どもの状況､満3歳未満の保育所

等を利用する家庭の子どもの状況など､地域の実情等に応じて､必

要な施設 .事業を計画的に整備する｡

※ 具体的な施策については､今後､地方自治体､関係者等と十分に協議を行うD

4 地域における学校教育 ･保育の計画的整備 (市町村新システム事業

計画 (仮称)の策定)

○ 市町村は､地域における学校教育･保育の需要をはじめ､子ども･

子育てに係る需要の見込みを調査し､その結果に基づき市町村新シ

ステム事業計画 (仮称)を策定する｡

○ 市町村は､当該計画に基づき､指定されたこども園 (仮称)や多

様な保育事業を行う､多様な事業主体を共通の財政措置 (子ども ･

子育て支援給付 (仮称))の対象とするなど､地域の実情等に応じて

提供体制を計画的に整備する｡
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○ 家庭における養育を支援する事業 (地域子育て支援拠点事業等｡

対象範囲は法定｡)についても､広く財政措置の対象とし､当該計画

に基づき､計画的に推進する｡

5 多様な保育事業の量的拡大 (指定制度の導入)

(1)基本的な考え方

○ 新システムにおいては､質の確保のための客観的基準を満た

すことを要件に､認可外施設も含めて参入を認めるとともに､

株式会社､NPO等､多様な事業主体の参入を認める｡

○ 指定制の導入により､保育の量的拡大を図るとともに､多様

なメニューの中から､あらかじめ質が確保されている施設や事

業であることを行政が確認し､指定された施設又は事業者の中

から､利用者がニーズに応じた施設や事業を選択できる仕組み

とする｡

(2)具体的制度設計

①法人格

○ こども園 (仮称)については､学校法人､社会福祉法人､

株式会社､NPO等､多様な事業主体の参入を可能とする｡

ただし､安定的 ･継続的な運営を担保する観点から､法人格

を条件とする｡

○ 地域型保育給付 (仮称)の対象となる多様な保育事業を行

う指定事業者については､地方単独事業の対象の個人立の認

可外保育施設が存在することも踏まえ､法人でない場合でも､

一定の条件を満たせば､指定の対象とする｡

②指定基準

○ 指定基準については､こども園 (仮称)､指定小規模保育事

業､指定家庭的保育事業等の施設 ･事業ごとの客観的な基準

を､全国一律の基準として定める｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については､

今後､更に検討する (基準の客観性は担保)｡
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○ 指定基準は､施設 .事業の内容ごとに､現行の基準を基礎

とする｡

○ 教育 ･保育の質の確保 .向上の観点から､職員配置基準の

引上げ等を検討する｡

③撤退規制等

○ 継続的な運営が基本であるが､やむを得ず事業を撤退する

場合には､指定辞退の事前届出を行わせる｡

○ 指定辞退については､法律で予告期間を設定するとともに､

利用している児童が他の施設等で継続的に利用できるように

するための調整義務を施設 ･事業者に課す｡

○ 施設 ･事業者による調整に対する都道府県又は市町村の援

助の在り方について検討する｡

○ 指定については､質の確保の観点から､他の類似制度を参

考に､数年ごとに更新する｡

○ 保護者の選択に資する観点から､情報開示の義務化を行う｡

○ 具体的には､以下の項目について情報開示を行う｡

ア 学校教育 ･保育の理念など､施設の運営方針

イ 学校教育 .保育の内容及びその特徴

ウ 一人の職員が担当する子どもの数

工 職員の保有免許 ･資格や経験年数

オ 定員以上に応募がある場合の選考基準

力 上乗せ徴収 (実費徴収を除く)の有無

キ カで ｢有｣の場合､その理由及び上乗せ徴収額 等

④ 需給調整

○ 指定制度においては､指定基準を満たす施設については､

すべて指定する｡
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○_ただし､市町村が策定する新システム事業計画 (仮称)に
おける供給量を超えた供給がなされている場合など､施設数

が過大となっている場合については､指定主体の権限におい

て新規の指定や更新を行わないことができることとする｡
※ 目標供給量を盛り込む市町村の計画に関する策定手続きを含めたEElによる策

定のための指針､事後の点検 ･評価を含めた必要な情報の開示等､適正性 ･透

明性を確保するための仕組みを検討する｡

⑤指定 ･指導監督の主体

ア こども園 (仮称)

○ こども園 (仮称)の入園に際しては､保護者が自ら施設

を選択し､施設と契約することとなるため､市町村域外か

らも子どもを受け入れることが想定され､より広域的な調

整が必要となることから､その指定 ･指導監督の主体は都

道府県とする｡

○ また､大都市 (指定都市､中核市)に関する特例等を設

けるかについて､今後､更に検討する｡その際､更なる権

限移譲の観点から､主体を市町村とするかを含め､検討す

る｡

○ 指定 .指導監督の主体を都道府県とする場合､指導監督

に市町村が関与する仕組み (報告徴収の権限や指定主体に

指導監督の実施を求める権限等)も他の類似制度を参考に

検討する｡

イ 多様な保育事業を行う指定事業者

○ 多様な保育事業を行う指定事業者の指定 .指導監督の主

体については､地域の実情に応じた供給量の確保の観点か

ら市町村とする｡

⑥指定 ･指導監督の権限

○ 指定事業者には､指定基準に従い､事業を実施しなければ

ならない義務を課すほか､指定･指導監督主体に､報告徴収､

立入検査､基準遵守の勧告 ･措置命令､指定取消等の権限を

与える｡
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(3)制度施行時の経過措置

○ 新たな制度を施行する際に､現に幼稚園又は保育所の認可を

受けている施設については､こども園 (仮称)の指定があった

ものとみなす経過措置を設ける｡
※ 施行前に現に認可を受けている施設については､法人格を有しなくても指定

を受けられることとする｡

※ 認定こども園の取扱いについて､今後､更に検討する｡

(4)運営費の在り方等

○ イコールフッティングの下で､一定の客観的な基準を満たし

た多様な主体の参入促進を図るため､以下の点について､今後､

更に検討を行う｡

① 運営費の使途範囲について､こども園給付 (仮称)等を

提供するための費用とすることを基本としつつ､多様な主

体の経営努力により柔軟な経営を可能とする観点から､他

会計への費用の繰入を認めること

② 施設整備費について､運営費に上乗せする仕組みとする

こと

③ 会計基準について､法人種別に応じた会計処理を基本と

した上で､資金の流れを明確化する仕組みとすること

給付の一体化及び強化 (こども園給付 (億称)の創設等)

(1)こども園給付 (仮称)の創設

○ 学校教育･保育に係る給付を一体化したこども園給付 (仮称)

を創設し､学校教育 ･保育に関する財政措置に関する二重行政

の解消及び公平性の確保を図るO

※ こども園 (仮称)とは､指定を受けた総合施設 (仮称)､幼稚園､保育所､それ

以外の客観的な基準を満たした施設であり､その総称である｡

(2)契約方式

○ こども園給付 (仮称)については､保護者に対する個人給付

を基礎とし､確実に学校教育･保育に要する費用に充てるため､

法定代理受領の仕組みとする｡

①保育の必要性の認定

○ 例外のない保育の保障の観点から､市町村が客観的基準に

基づき､保育の必要性を認定する仕組みとする｡
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ア 保育の必要性の認定を受ける子どもの認定基準及び認定手

続

○ 国は､｢事由｣｢区分｣｢優先利用｣に関する認定基準を策

定する｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲について

は､今後､更に検討する (基準の客観性は担保)0

○ 具体的な認定基準と認定手続は､以下の通りとする｡

i)認定基準

A 事由

a 就労

○フルタイムのほか､パー トタイム､夜間の就労

など基本的にすべての就労
※ 一時預かりで対応可能な極めて短時間の就労は除く｡

b.就労以外の事由

○保護者の疾病･障害､産前産後､同居親族の介護､

災害復旧､求職活動及び就学等
※ 現行の政令で定めている ｢同居親族等が保育できない場合｣

という条件は､外す又は必要度を低くする方向で検討する｡

○その他これらに類するものとして市町村が定める

事由

B 区分

○ 月単位の保育の必要量に関する区分 (2区分程度

(｢長時間利用｣及び ｢短時間利用｣))を設定

C 優先利用

○ ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子ど

も等

ii)認定手続

○ 市町村は､認定基準に従って審査を行い､認定を行

う｡また､これとあわせて保護者負担の区分も決定す

る｡
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○ 市町村は､認定を行った利用者 (保護者)に対して､

認定証を交付する｡

○ 認定証には､事由､区分 (長時間利用又は短時間利

用)､優先利用及び保護者負担の区分を記載する｡

イ 保育の必要性の認定を受けない子どもの受給手続

(満3歳以上の学校教育のみを受ける場合)

○ 満3歳以上の学校教育のみの利用を希望する場合､市町

村に申請を行う｡

○上冨空き書芸夏雲誓 票表芸警認 諾k=雷竿芸孟雲量霊芝

区分の決定を行い､これを受給者証に記載して交付する｡
※ 受給者証は､主として､施設が保護者負担の区分を確認するためのもので

あるが､その要否を含め､今後､更に検討する｡

②公的契約

○ 契約については､保育の必要性の認定を受けた子どもと受

けない子どものいずれについても､市町村の関与の下､保護

者が自ら施設を選択し､保護者が施設と契約する公的契約と

する｡

○ 公的契約については､｢正当な理由｣がある場合を除き､施

設に応諾義務を課す｡｢正当な理由｣については次のとおりと

する｡

ア 定員に空きがない場合

イ 定員以上に応募がある場合

(この場合､選考の実施が必要となる｡)

り その他特別な事情がある場合

○ 定員については､保育認定を受けた子どもの利用と､保育

認定を受けない子どもの利用を､地域の需要に応じ､ともに

保障する観点から､保育認定を受けた子ども､保育認定を受

けない子どもの別に設定し､上記イの場合に行う選考につい

ても､それぞれの定員枠ごとに行う｡
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○ 定員以上に応募がある場合の選考については､その基準を

国が定め､施設は､国の選考基準に基づき選考を行うものと

する｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については､

今後､更に検討する (基準の客観性は担保)0

○ 国が定める選考基準については､概ね次のとおりとする｡

ア 保育の必要性の認定を受けた子ども

i)家庭の状況や保護者の就労状況等に基づく保育の必要

度に応じて選定する｡

ii)ひとり親家庭､虐待のおそれのあるケースなどは､i)

に関わらず､優先的に選定する｡

iii)特別な支援が必要な子どもの受入れ体制が整っている

施設については､ i)に関わらず､特別な支援が必要

な子どもを優先的に選定する｡

※ 保育の必要度の判断の具体的な手続については､今後､更に検討する.

イ 保育の必要性の認定を受けない子ども

i)①抽選､②先着順､③建学の精神等設置者の理念に基

づく選考など､施設の設置者が定める選考基準 (選考

方法)に基づき､選定する｡

ii)特別な支援が必要な子どもの受入れ体制が整っている

施設については､ i)に関わらず､特別な支援が必要

な子どもを優先的に選定する｡

○ 施設の設置者が定める選考基準 (選考方法)については､

指定制度の一環である情報開示の標準化の開示項目として､

開示する｡

(3)市町村の関与

①関与の具体的仕組み

○ 保護者が選択した施設 ･事業者に申し込むことを基本と

する｡市町村は､管内の施設 ･事業者の情報を整理し､子

育て家庭に広く情報提供し､相談に対応する｡
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○ 特別な支援が必要な子どもなど､あっせん (市町村によ

る､利用可能な施設との契約の補助)等による利用が必要

と判断される場合には､市町村が､関係機関とも連携して

利用調整を行い､認定証の交付と合わせて､利用可能な施

設 ･事業者をあっせん等することとし､その具体的な仕組

みについては今後更に検討する｡

(塾当面､保育需要が供給を上回っている間の関与の仕組み

○ 市町村は､計画的な基盤整備により保育需要が供給を上

回る状態を解消する取組を強力に推進することが制度の前

提であるOその上で､当面の対応のため､次のような対応

を検討する｡

･特別な支援が必要な子どもなど､まず､優先利用の対

象となる子どもについて､市町村が利用調整を行い､

利用可能な施設 ･事業者をあっせん等する｡

･それ以外の子どもについては､保護者が市町村に利用

希望を提出し､市町村が利用調整を行い､利用可能な

施設 ･事業者をあっせん等する｡

③市町村による措置

○ 保育の利用が必要と判断されるにもかかわらず､保護者

が進んで保育の利用をしない場合など､契約による利用が

著しく困難と市町村が判断した場合には､当該子どもにつ

いて､市町村が施設 ･事業者に対して措置する (措置によ

る入所 ･利用)こととし､具体的な仕組みについては今後

更に検討する｡

(4)給付の内容

①給付構成

○ こども園給付 (仮称)については､次のような給付構成と

する｡

･満3歳以上の幼児に対する標準的な教育時間及び保護者の就

労時間等に応じた保育に対応する給付

16



･満3歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応する

給付

※ ｢標準的な教育時間｣とは､学校教育における教育課程に係る時間を言う｡以下

同じ｡

②公定価格

○ こども園給付 (仮称)については､質の確保 ･向上が図ら

れた学校教育 ･保育を提供するために必要な水準の給付を､

すべての子どもに保障する (公定価格)0

○ 新たな制度における価格設定方法については､次の考え方

を基本とする｡

･質の確保 ･向上が図られた学校教育 ･保育を提供するた

めに必要な水準として､人員配置基準や設備環境を基に､

人件費､事業費､管理費等に相当する費用を算定する｡

･人件費相当分については､職員の配置基準や施設の開所

時間を踏まえた価格設定を行う｡この際､子どもの過ご

す時間と職員が勤務する時間の違いを踏まえ､認定時間

数に対応する価格設定ではなく､必要な職員の配置を考

慮した価格設定を行う｡

･子どもの年齢及び人数に対応した給付を基本とするが､

施設の規模による経費構造の違いや地域別の人件糞等

の違いを考慮し､定員規模別､地域別の価格設定を行う｡

･施設の減価償却費に相当する費用についても算定する｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については､

今後､更に検討する (基準の客観性は担保)0

③支払い方法

○ 満3歳以上児については､標準的な教育時間に対応する区

分及び月単位の保育の必要量に関する区分 (2区分程度)に

応じ､単価区分※ (3区分程度)を設ける｡その上で､各月

初日の在籍児数を基本として､毎月給付する｡
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○ 満3歳未満児については､月単位の保育の必要量に関する

区分 (2区分程度)に応じ､単価区分※ (2区分程度)を設

ける｡その上で､各月初日の在籍児数を基本として､毎月給

付する｡

※ 具体的な単価については､上記の単価区分に応じ､②で記述した通り､年
齢別､地域別､定員規模別に設定する｡

④上乗せ徴収

ア 実費徴収

○ 国が定める基準に基づく学校教育 ･保育の活動の一環と

して行われる活動に係る費用であって､施設による費用の

ばらつきが大きいこと等から､こども園給付 (仮称)の対

象とすることが困難な費用 (特別な教材糞､制服代など)

について､軍費徴収を認める｡

○ 国において､実費徴収の実態 (各施設における実費徴収

の費目と一人あたりの実費徴収の総額)を勘案 した上で､

実費徴収の対象範囲及び各施設における実費徴収の上限薩

に関する基準を定める｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲について

は､今後､更に検討する (基準の客観性は担保)｡

○ 低所得者に対しては､一定の要件の下で､公費による補

足給付を行うこととし､その具体的仕組みについては､今

後､更に検討する｡

イ 実費徴収以外の上乗せ徴収

○ 次の要件を満たす施設については､その対価として､実

費以外の上乗せ徴収を行うことを認める｡

i)国が定める基準に基づく学校教育 ･保育であること

ii)低所得者については､当該徴収を免除すること
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iii)指定制度の-環である情報開示の標準化制度の開示項

目として､上乗せ徴収の理由及び額を開示すること

※ 当分の間､市町村及び社会福祉法人以外の者が設置する施設に限るo

O なお､国が定める基準に基づく学校教育 ･保育以外の活

動 (教育課程終了後に行う体操教室など)については､選

択できる旨や利用料額の説明をあらかじめ行い､利用者の

了解を得た場合には､費用の徴収を可能とする｡

(5)地域型保育給付 (仮称)

○ こども園 (仮称)を対象とするこども園給付 (仮称)に加え､

以下の保育事業を地域型保育給付 (仮称)の対象とし､多様な

施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとする｡

りト規模保育

･家庭的保育

･居宅訪問型保育

･事業所内保育

○ 待機児童が都市部に集中し､また待機児童の大半が満3歳

未満の児童であることを踏まえ､こうした小規模保育や家庭的

保育などの量的拡充により､待機児童の解消を図る｡

○ 小規模保育､家庭的保育など､事業それぞれの特性に応じた

客観的な指定基準を設定し､質の確保を図る｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については､

今後､更に検討する (基準の客観性は担保)0

○ 保育の必要性の認定､公的契約､市町村の関与､公定価格の

算定の考え方､給付の支払方法などは､こども園給付 (仮称)

と同様とする0

7 施設の一体化 (総合施設 (仮称)の創没)

(1)基本的位置づけ

○ 学校教育･保育及び家庭における養育支援を一体的に提供す

る総合施設 (仮称)を創設する｡総合施設 (仮称)の根拠法と
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して総合施設法 (仮称)を制定する｡
※ 給合施設 (仮称)の名称については､今後検討する｡

○ 総合施設 (仮称)においては､

①満3歳以上児の受入れを義務付け､標準的な教育時間の学校

教育をすべての子どもに保障する｡また､保育を必要とする

子どもには､学校教育の保障に加え､保護者の就労時間等に

応じて保育を保障する｡

②保育を必要とする満3歳未満児については､保護者の就労時

間等に応じて保育を保障する｡

○ 総合施設 (仮称)については､学校教育法､児童福祉法及び

社会福祉法における学校 (1条学校)､児童福祉施設及び第2種

社会福祉事業として位置づける｡

○ なお､満3歳未満児の受入れは義務付けないが､財政措置の

一体化等により､満3歳未満児の受入れを含め､幼稚園及び保

育所等の総合施設 (仮称)への移行を促進する｡
※ 例えば､現行制度でいえば､幼稚園型認定こども園の保育所機能部分､保育所

型認定こどもEElの幼稚園概能部分についても基準を満たせば財政措置を受けられ

るようにすることや､調理室等への補助制度を創設すること､保育単価等によるイ

ンセンティブを付与することなどが挙げられる｡

(2)基本的な考え方

○ 総合施設 (仮称)の創設により､次の内容を実現する｡

①学校教育法及び児童福祉法上の位置づけの付与による学校教

育 .保育の質の保障

○ 現行の保育所における幼児教育※に対し学校教育 (1条

学校)としての位置づけを付与するとともに､現行の幼稚

園の預かり保育のうち､保育の必要性の認定を受けた子ど

もを対象とするものに対し児童福祉としての位置づけを付

与する｡

○ これにより､学校としての基準 (学級担任制､面積基準

等)と児童福祉施設としての基準 (人員配置基準､給食の

実施等)を併せ持つ基準を適用し､質の高い学校教育 ･保

育を保障する0
20



※ 満3歳以上の幼児を対象とするもの｡満3歳以上の幼児を対象とする保

育所については､総合施設 (仮称)へ移行するD

O その際､EEIの基準と地方公共団体の裁量の範囲について

は､今後､更に検討する (基準の客観性は担保)｡

②保育の量的拡大

現行の幼稚園が保育機能を強化することにより､保育の量

的拡大を図る｡

③家庭における養育の支援の強化

現行の幼稚園 ･保育所が､地域の拠点として､地域の子ど

も･家庭に対する養育の支援を必須の事業として実施するこ

とにより､地域の子ども･家庭に対する養育の支援機能を強

化する｡

※ 他の事業も含めた施設の取組状況や地域の実情等に応じ､地域子育て支

援事業等により行う｡

④二重行政の解消

現行の幼稚園､保育所､認定こども園に対する行政庁 (地

方公共団体)の認可 ･認定を一本化することにより､二重行

政の解消を図る.

0 総合施設 (仮称)に係る具体的制度設計については､質の高

い学校教育 ･保育を保障する観点から､現行の幼稚園制度及び

保育所制度の双方に求められる質の水準を基本とする｡

○ 総合施設 (仮称)における指導 .援助の要領として ｢総合施

設保育要領 (仮称)｣を定める｡

※ 総合施設保育要領 (仮称)については､こども指針 (仮称)を踏まえ､策定するD

(3)具体的制度設計

(む設置主体

○ 総合施設 (仮称)の設置主体は､組織 ･資産等において永続

性､確実性､公共性等を担保するため､国､地方公共団体､学

校法人､社会福祉法人及び一定の要件を満たした株式会社､NPO
等の法人とする｡
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※ 一定の要件を満たした法人を国､地方公共団体､学校法人､社会福祉法人と同

じ扱いとするか､学校数育体系の原則に基づき､国､地方公共団体､学校法人及

び社会福祉法人を原則とし､一定の要件を満たした法人は地域の実情に応じた例

外とするか､については､今後検討するoなお､施設の認可の透明性の確保につ

いても､今後検討する｡

※ 上記のほか､会計間の繰り入れ制限を行うか雷か等については､今後検討する｡

②認可 t指導監督権等

○ 総合施設 (仮称)の設置認可等については､現行の幼稚園及

び保育所の例にならい､都道府県単位で行う｡

○ また､大都市 (指定都市､中核市)に関する特例等を設ける

かについて､今後､更に検討する｡その際､更なる権限移譲の

観点から､主体を市町村とするかを含め､検討する｡

○ 総合施設 (仮称)は､学校教育と保育を一体的に提供する施

設であることから､その設置認可､指導監督等については､認

定こども園の例にならい､学校教育と保育の双方を統括する都

道府県知事が行う｡

○ 都道府県知事が総合施設(仮称)に係る事務を行う場合には､

都道府県教育委員会は､一定の関与を行うこととする｡

○ また､大都市 (指定都市､中核市)に関する特例等を設ける

かについて､今後､更に検討する｡その際､更なる権限移譲の

観点から､主体を市町村とするかを含め､検討する｡

③評価､情報公開

○ 学校教育 ･保育の質の向上を図る観点から､自己評価を義務

化し､関係者評価､第三者評価を努力義務化する｡また､地域

住民 ･保護者の理解増進及び連携 ･協力に資するため､総合施

設 (仮称)の運営に関する情報提供を義務化する｡

④施設に置かれる職員

○ 総合施設 (仮称)は､学校教育 ･保育を一体的に提供する施

設であることから､現行の幼稚園及び保育所の双方で必要とさ

れる職員を置く｡
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※ これらの職員については､幼稚園の職員と同様に資格要件及びその資格要件違

反に対する罰則を設けるため､法律で規定する｡

○ 学校教育と保育を担う職員として､新たに保育教諭 (仮称)

等を置く｡

○ 保育教諭 (仮称)は､幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併

有することを原則とする｡
※ いずれかしか有しない者については､現在の幼保連携型認定こども園制度にお

ける扱いを参考にしながら､特例措置を講じる｡

○ なお､職員の資格については､教員免許 ･養成制度の見直し

及び保育士資格制度の見直しの検討状況等を踏まえた上で検

討する｡

⑤研修

(公立)

○ 教育基本法第9条の規定により､職員の研修の充実を図る｡

○ 公立の幼稚園教員と同様に研修を受ける機会を付与する

とともに､新任者に対する研修等を義務化する｡

(私立)

○ 教育基本法第9条の規定により､職員の研修の充実を図る｡

また､職員は､必要な知識等の修得に努めるものとする｡

⑥監督

○ 総合施設 (仮称)は､学校及び虎童福祉施設の双方の性格

を有し､学校教育と保育を一体的に提供する施設であることか

ら､私立の総合施設 (仮称)を含め､立入検査､改善勧告､改

善命令の権限等を監督権者に付与する｡

⑦政治的行為の制限

(公立)

○ 総合施設 (仮称)における政治教育その他政治的行為を禁

止する｡
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○ 職員の政治的中立性を確保するため､現行の公立幼稚園教

諭と同じ政治的行為の制限を課すことを基本とし､その具体

的方法については今後更に検討する｡

(私立)

○ 総合施設 (仮称)における政治教育その他政治的行為を禁

止する｡

⑧経過措置等

○ 保育所 (満3歳未満児のみを保育するいわゆる乳児保育所を

除く｡)については､小学校就学前のすべての子どもに学校教育

を保障する観点から､一定期間後にすべて総合施設 (仮称)に

移行する｡

○ 総合施設 (仮称)への移行に係る経過措置等の在り方につい

て､今後検討する｡

Ⅳ 子ども ･子育て支援事業 (仮称)

○ 子ども ･子育て支援事業 (仮称)は､子ども･子育て家庭等を対

象とする事業として､市町村が地域の実情に応じて実施する以下の

事業とする｡

1 地域子育て支援事業 (仮称)

○ 以下の事業を地域子育て支援事業 (仮称)として､市町村が地域

のニーズ調査等に基づき実施する旨を法定する｡市町村は､市町村

新システム事業計画 (仮称)で需要の見込み､見込量の確保策を記

載し､提供体制を計画的に確保する｡

①地域子育て支援拠点事業

②一時預かり

③乳児家庭全戸訪問事業

④養育支援訪問事業

⑤ファミリー ･サポー ト･センター事業

等 (対象事業の範囲は法定)
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○ すべての子ども･子育て家庭を対象としたこれらの事業の実施が

必要であり､特に､地域子育て支援拠点事業については､実施主体

である市町村と当該事業者が連携し､個々の子育て家庭に身近な立

場から､その事情に応じた､利用者支援の役割を果たすものとする｡

〇 一時預かりは､保護者の働き方に関わらず､日常生活を営む上で

の利用や､社会参加を行うための利用など､普遍的に子ども･子育

て家庭に必要なものであり､すべての子ども･子育て家庭が身近に

利用できる事業とする｡

○ 乳児家庭全戸訪問事業､養育支援訪問事業は､都道府県等が実施

する社会的養護､障害児支援と連携して実施することとし､市町村

新システム事業計画 (仮称)において､都道府県等との連携方策を

位置付けることを検討する｡

○ 事業ごとに､質の確保を図る観点から､国は一律の基準を設定す

る｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については､今後､

更に検討する (基準の客観性は担保)0

2 延長保育事業､病児 ･病後児保育事業

○ 保護者の残業､子どもの病気など､保育の利用にかかわる突発的

な事情変化にきめ細かく対応できるよう､延長保育事業､病児 ･病

後児保育事業を市町村の事業として位置づける｡

延長保育事業

:認定された保育の必要量を超えて保育を提供する事業

病児 ･病後児保育事業

:病気の際に就労等で保護者による自宅での保育が困難な

場合に､病児等の特性を踏まえた保育を提供する事業

○ 延長保育事業､病児 ･病後児保育事業については､市町村が地域

のニーズ調査等に基づき実施する旨を法定する｡市町村は､市町村

新システム事業計画 (仮称)で需要の見込み､見込量の確保策を記
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載 し､提供体制を計画的に確保する｡

○ それぞれの事業について､質の確保を図る観点から､国は一律の

基準を設定する｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については､今後､

更に検討する (基準の客観性は担保)｡

3 放課後児童クラブ

○ 小学校4年生以上も対象となることを明記し､4年生以上のニー

ズも踏まえた基盤整備を行う｡

○ 放課後児童クラブについては､市町村が地域のニーズ調査等に基

づき実施する旨を法定する｡市町村は､市町村新システム事業計画

(仮称)で需要の見込み､見込量の確保策を記載し､提供体制を計

画的に確保する｡

○ 質を確保する観点から､人員配置､施設､開所日数 ･時間などに

ついて､国は一律の基準を設定する｡

○ その際､国の基準と地方公共団体の裁量の範囲については､今後､

更に検討する (基準の客観性は担保)0

○ 弄り用手続きは市町村が定めるOただし､確実な利用を確保するた

め､市町村は､利用状況を随時把握し(事業者は市町村に状況報告)､

利用についてのあっせん､調整を行うことを検討する｡

4 妊婦健診

○ 妊婦健診については､市町村新システム事業計画 (仮称)の記載

事項に位置づけることとし､市町村において確実な実施を図る｡

○ 国は ｢健診回数 ･実施時期｣及び ｢検査項目｣について基準を示

すこととする｡
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Ⅴ社会的養護 ･障害児に対する支援

○ 子ども･子育て新システムの給付 ･事業は､社会的養護施策の要

保護児童､障害児等を含め､地域の子ども･子育て家庭を対象とす

るものである0-万､都道府県は､社会的養護､障害等のニーズに

対応する専門性が高い施策を引き続き担うこととし､市町村と都道

府県の連携を確保する｡市町村 (新システムの実施主体)と都道府

県等 (措置制度等の実施主体)との関係については､今後更に検討

する｡

※ 都道府県等が担う児童相談所を中心とした体制､措置制度等は現行制度を維持する｡

※ 障害児に対する支援については､障害者全般についての改革推進に係る議論の状況

等を踏まえ検討することが必要である｡

○ 市町村は､要保護児童､障害児等を含め､地域における学校教育 .

保育の需要の見込み及び見込量確保のための方策を市町村新システ

ム事業計画 (仮称)に明記する｡また､市町村による利用調整によ

り､確実な利用を支援する仕組みを検討する｡

○ 虐待予防の観点から保育の利用が必要と判断される場合など､契

約による利用が著しく困難と判断した場合において､市町村が措置

による入所 ･利用を行うこととし､その仕組みを検討する｡

○ 市町村は､乳児家庭全戸訪問事業､養育支援訪問事業など､子ど

もに提供される一般施策を実施する｡実施に際しては､都道府県が

行う事業 (社会的養護､障害等のニーズに対応する専門性が高い事

業)と連携が必要であり､相互の連携について市町村新システム事

業計画 (仮称)､都道府県新システム事業支援計画 (仮称)に位置付

けることを検討する｡

Ⅵ 子ども･子育て包括交付金 (仮称)等

○ 国から市町村に対し､市町村新システム事業計画 (仮称)に盛り

込まれた給付 ･事業の実施に必要な費用を包括的に交付するものと

して､子ども.子育て包括交付金 (仮称)を検討する.子ども･子

育て包括交付金 (仮称)の検討にあたっての留意事項は次のとおり

である0
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○ 交付金の対象となる給付 ･事業の範囲については､新システムの

給付 ･事業の制度設計に加え､既存の財政措置との関係などを踏ま

えて今後検討する｡

○ 交付金の対象となる給付 ･事業に区分を設けることの是非につい

ては､当該給付 ･事業の性質 (義務的経費 .裁量的経費)等や市町

村の自由度を高める制度改正の趣旨も踏まえ今後検討する｡

○ 子ども ･子育て包括交付金 (仮称)と地域自主戦略交付金との関

係について､今後検討する｡

○ 市町村は､子ども ･子育て包括交付金 (仮称)と地方の財源を合

わせ､地域の実情に応じ､給付 .事業を行うことを検討するD

市町村での交付金の経理は､交付金は子ども ･子育てのために使

われるものであるため､一般会計での対応を基本とする｡あわせて､

子ども･子育てに使われたことが確認できる仕組みを今後検討する0
※ 国､地方及び事業主の負担のあり方､既存の財政措置との関係など費用負担のあり方､

子ども ･子育て包括交付金 (仮称)については､今後､更に検討する｡

○ 国における会計については､費用負担の検討に応じ､区分経理の

必要性について､今後検討する｡その際､子ども .子育て会議 (仮【
称)によるチェックなど､関係当事者の参画による運営の透明性の

確保を前提とする｡

Ⅶ 子ども ･子育て会議 (仮称)

○ 子ども ･子育て支援の給付 ･事業を､子ども･子育て当事者のニ

ーズに即したものとするため､また､効果的かつ効率的な制度運用

のため､地方公共団体､労使代表を含む負担者､子育て当事者､N
PO等の子育て支援当事者等が子育て支援の政策プロセス等に参

画 ･関与できる仕組みとして､国に子ども ･子育て会議 (仮称)を

設置する｡

※ 子ども .子育て会議 (仮称)の考えられる機能

･国の基本指針 (仮称)(地方自治体の計画策走の指針等)その他の重要方針の審議

･新システムの対象となる施策のあり方についての審議
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･各年度の事業方針の審議､費用の使途実績､事業の効果等の点検･評価 など

○ 地方公共団体においても､関係当事者が新システムの運営に参画

する仕組み (例 :地方版子ども ･子育て会議)を設けることと具体

的な方策について今後検討する｡

佃 費用負担r

O 基本制度案要綱においては､｢社会全体 (国･地方.事業主･個人)

による費用負担｣と記載されている｡

○ 新システムの施策については､給付等に応じて､税制抜本改革に

よる財源確保を前提とし､公費を中心に負担することとし､具体的

な負担の在り方については､今後検討する (なお､基本制度案要綱

に記載された事業主拠出については､現行制度も参考に､事業主拠

出の対象範囲の明確化や事業主の意見が使途等に反映等される仕

組みの必要性も踏まえて､今後検討する)｡

○ 新システムにおける利用者負担については､新システムが､｢保

護者の子育てについての第一義的責任｣を前提としつつ､｢社会全

体で子ども･子育てを支援する｣ものであることを踏まえ､施設と

利用者の適切な利用関係の確保に資するよう､低所得者に一定の配

慮を行いつつ､利用者に一定の負担を求めることとし､その具体的

なあり方については､今後検討する｡

○ その際､すべての子どもに質の確保された学校教育･保育を保障

するとの考え方を踏まえて定めるo

O 既存の財政措置との関係について､今後検討し､その結果に応じ

て､適切な制度設計を行う｡

○ 潜在ニーズを含む保育等の量的拡充※は､最優先で実施すべき喫

緊の課題である｡

○ これと併せて､職員配置の充実など必要な事項※については､子

ども ･子育て新システムの制度の実施のため､税制抜本改革による
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財源を基本としつつ､必要に応じそれ以外の財源を含め､国 t地方

を通じた恒久的な財源を確保しながら実施することとする｡

※ 主な内容

■保育､放課後児童クラブ､地域子育て支援､社会的養護等の量的拡充 ※子ども･子

育てビジョンベース

■0-2歳児保育の体制強化による待機児童の解消

･現在の幼稚園の0-2歳児保育への参入の促進

りJ＼規模保育など新たなサービス類型を創設

･長時間の保育ニーズ-の対応 ･延長保育の充実 等

■質の高い学校数育 .保育の実現 (幼保一体化の推進)

･3歳児を中心とした配置基準の改善

･病児･病後児保育､休日保育の充実

･地域支援や療育支援の充実

･給付の一体化に伴う所要の措置 等

■総合的な子育て支援の充実

･子育て支援コーディネーターによる利用支援の充実 等

■放課後児童クラブの充実

■社会的養護の充実

○ そのための追加所要薩は､潜在ニーズを含む保育等の量的拡充と､

職員配置の充実などの質の改善を合わせて2015年度で1兆円超

と見込まれる｡

※ ｢社会保健 ･税一体改革成案｣(平成23年6月30日 政府 ･与党社会保障改革検

討本部決定)においては､税制抜本改革によって財源を措置することを前提に､2015

年における子ども･子育て分野の追加所要額 (公費)は07兆円程度 (税制挿木改革以

外の財源も含めて1兆円遊程度の措置を今後検討)とされた｡

※ 上記の矧 こ施設整備費は含まれない｡(なお､幼稚園における調理室の新設や緊急的

な基盤整備 (耐震化を含む)等に係る施設整備費補助については引き続き実施する｡)

※ 指定制の導入による保育等への多様な事業主体の参入を促進｡(質を確保するための

基準とあわせて賢の改善を図る｡)

※ 質の改善に直接つながる職員配置の充実､その他の職員の処遇改善等については､順

次､優先順位をつけながら､実現を図る｡

※ 職員の定着 ･確保を図るため､キャリアアップの仕組みと併せた処遇の仕組みを検討

することが必要｡その際､職員のキャリアアップに資する観点から､幅広い業務経験を
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可能とするための運営の在り方についても検討を進める.

lⅨその他
1 実施体制

○ 新システムを一元的に実施する子ども家庭省 く仮称)の創設に向

けて検討する｡

○ なお､国及び地方における実施体制の一元化については､新シス

テムに係る給付の仕組み全般､pDCAサイクルの在り方等に係る

議論を踏まえ､検討する｡

2 ワーク ･ライフ ･バランス

○ 基本制度案要綱では､子ども･子育て新システムにおいて､｢ワー

ク ･ライフ･バランスの実現｣を掲げているo

O 今後新システム上どのように位置づけるか検討を進める｡
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(別紙) 市町村新システム事業計画 (仮称)､都道府県新システム事業支援計画 (仮

称)､国の基本指針 (仮称)の記載事項 (更に検討を行う)

1 市町村新システム事業計画 (仮称):5年ごとに計画を策定

○ 目標値の設定

○圏域の設定

○需要の貞込み

･幼児期の学校教育の需要

･保育の需要

･地域子育て支援の需要

･放課後児童クラブの需要 等

○見込み量確保のための方策

･こども園 (仮称)

･地域型保育 (仮称)

･地域子育て支援事業 (仮称)

･放課後児童クラブ 等

○幼保一体化を含む子ども ･子育て支援の推進方策

○育児休業明けのスムーズな保育利用のための方策

○都道府県が行う事業との連携方策

2 都道府県新システム事業支援計画 (仮称)

○市町村の業務に関する広域調整

○幼保一体化を含む子ども ･子育て支援の推進方策

○指定施設 ･事業者に係る情報の開示

○人材の確保 ･資質の向上

○都道府県が指定権限を有する給付類型に係る事業

○社会的養護に係る事業

○障害児の発達支援に着目した専門的な支援に係る事業

※市町村が行う事業との連携方策を盛り込むことが必要

3 国の基本指針 (仮称)

○子ども ･子育てに関する理念 (こども指針 (仮称))

○提供体制の確保 ･事業の実施に関する基本的事項
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･幼保一体化を含む子ども ･子育て支援の推進方策

･市町村間､市町村と都道府県との間の連携

･指定施設 ･事業者に係る情報の開示

･人材の確保 ･資質の向上

○需要を見込むに当たり､参酌すべき標準

･目標値の設定

･需要の見込量

･見込量確保のための方策
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第 24巨】社会保確等班会富原部会

平 成 2 3 年 1 2 月 1 E3

これ までの詩論 を踏まえた医療提供体制の改革に関す る意見 (莱)

項目 l 医療提供体制の改革に関する意見 (莱)

き;;魔雄榔
医師等の人材確保 ○ 医師の地域間､診療科間の偏在の是正は重要な課題である○このため､都道府県が担う役割を強化し､

地域の実情に応じた医師確保の支援体制を構築すべきではないか白

○ 看護職員の不足も深刻な問題であり､養成所-の補助等により看護職員の確保を図っていくべきでは

ないか○

○ 病院勤務医の疲弊､女性の医療従事者の増加､看護職兵の不足といった現状を踏まえ､負担の大きい

医療従事者の労働環境の改善に向けた取組が必要ではないか○

医師等の養成､配置 ○ 実効性のある地域枠の設定や医師の養成課程において診療科を一定程度誘導する等によって､医師の

のあり方 地域間や診療科間の偏在是正を図っていく必要があるのではないか○

○ 医療技術の高度化 .専門化に伴い､医師の専門分化の傾向が見られるが､高齢化の中で第-線の現場

で幅広く診ることのできる医師を確保 し､地域の医療と介護をつなぐ役割を果たすため､,総合的な診療を

行う医師を養成し､専門医との役割分担を行 う必要があるのではないかoそのため､専門医養成のあり方

○ 医師不足病院の医師確保の支援等を行う地域医療支援センターについて､都道府県が地域の医師確保

に責任を持って取り組むための中核的なセンターとして法制上位置付けるべきではないか｡その際には

広域的な視野も併せ持って地域の実情に応じて柔軟に事業を担えるようにすべきではないか｡

○ 地域医療支援センターが医師不足対策に取り組む際には､医療圏ごと､診療科ごとの医師の需給の状

況を把握した上で､より必要性の高いところに医師を供給するなど､きめ細かい対応を行 うことが必要

ではないかO

○ 少子化が進む中､限られたマンパワーで効率的かつ質の高い医療を提供するために､各医療職種の役

割分担を見直し､チーム医療を推進していくべきではないか｡

○ チーム医療の推進にあたっては､各医療関係職種が担う役割の重要性を認識し､適切な評価をするべ

きではないか｡

病床区分のあり方 ○ 患者の疾患の状態に応じ良質かつ適切な医療が効率的に行われるよう､急性期医療-の医療資甑の集

中投入や､亜急性期 ･慢性期医療の機能分化等により､入院医療の機能の明確化を図り､そしてその機

能を国民 ･患者に明らかにしていく必要があるのではないか｡

一方､これまでもこうした方向性は様々な機会で示されてきたものの､なかなか実現には至っていな

い状況｡そこで､こうした考えを医療法においても明記し､その方向性に沿って取り組む姿勢を明らか

にしてはどうか｡



○ 急性期医療については､病院医療従事者の負担の軽減や専門医等の集約による医療の質の向上等を図

り､もって､早期の社会生活復帰を可能とするため､医療資源の集中投入により機能強化を図るべきで

はないか○

そこで､法制上､一般病床について､新たに急性期医療を担う病床群 (急性期病床群 (仮称))を位置

付けることが適当ではないか○その際は､急性期病床群 (仮称)が担う患者や医療の内容について十分

な議論が必要ではないか○

○ また､急性期病床群の認定に当たつては､人員配置標準や構造設備基準だけでなく､その機能を評価

していくことが重要だが､評価の具体的な内容については十分な議論が必要ではないか○

○ 病院だけでなく診療所も急性期病床群の対象とする場合には､病院と同じ人員配置が求められるべき

ではないか○

○ 急性期医療から引き継ぐ亜急性期等の医療や在宅医療についても機能分化 .強化を図っていく必要が

あるのではないか○

特定機能病院のあり ○ 特定機能病院が担う ｢高度な医療｣とは､今後の高齢社会において､複数の疾患を持つ複雑性の高い

方 患者-の対応が必要となる中で､多分野にわたる総合的な対応能力を有しつつ､かつ専門性の高い医療

を擾供することになるのではないか○

○ 特定機能病院は､一般の医療機関では通常提供することが難しい診療を提供する病院として､地域医

○ 大学病院に外来が集中し､勤務医の疲弊につながっている現状があるo貴重な医療資源の効率的な配

分及び勤務医の労働環境-の配慮の観点から､特定機能病院の外来診療のあり方を見直す必要があるの

ではないか○

○ 特定機能病院における研究については､論文数等によって評価することとなっているが､その質の担

保のためには､さらなる評価の観点が必要ではないか○

○ 特定機能病院については､制度発足当初から医療をとりまく様々な環境が変化している中､以上の指

揃を踏まえつつ､その体制､機能を強化する観点から､現行の承認要件や業務報告の内容等について見

直しが必要ではないかo

○ 高度な医療の提供を担う特定機能病院としての質を継続的に確保していくため､更新制度を導入する

等､特定機能病院に対する評価のあり方を検討する必要があるのではないか○

臨床研究中核病院 ○ 基礎研究､開発.段階の臨床研究から市販後の臨床研究までの一連の流れと､そこから新たな基礎研究

(仮称)の創没 につながるというイノベーションの循環の中で､医薬品､医療機器等の研究開発を推進し､医療の質の

向上につなげていくための拠点として臨床研究中核病院を法制上位置付ける等､その整備 .強化が必要

ではないか○

地域医療女援病院の ○ 当初の地域医療支援病院の理念を踏まえ､地域医療支援病院における外来診療のあり方を見直す必要



○ 地域医療支援病院について､地域医療の確保を図る観点から､他の医療機関間との連携のあり方等に

ついて評価すべきではなし1か○

○ 地域医療支援病院については､以上の指摘を踏まえつつ､その役割 .機能を強化する観点から､現行

の承認要件や業務報告の内容等について見直しが必要ではないか○

診療所のあり方 ○ 地域で切れ目のない医療 .介護の提供が必要とされる中､地域住民の身近にある病床としての有床診

療所の役割が大きくなる一方､一般的な診療や在宅医療を提供するものから､特殊な診療科を有し､又

は専門性の高い医療を提供するものまで診療所の機能は多様である○医療提供体制における地域におけ

る診療所の役割や機能を踏まえその活用を図つ七いく必要があるのではないか○

人員配置標準のあり ○ 人員配置標準については､疾病構造の変化等今日の医療提供体制に対応したものに見直すことが考え

方 られる一方で､医療が高度化する中で医療の安全を確保するといった観点や勤務医等の労働環境-の配

慮､外来機能についての診療所との役割分担などを踏まえる必要があるのではないか○

享髄 を蕉蒙軽蘇 葉 奉軽重 哲子意 義 鮭 ::-:;-;_索 葦 寒さ毒近磨 去藍 .筑 鑑 真諾葱等忠 弘 -I:慕 ,:義 務 髪 喜連 軽 1-;藩 モー三?,1-i‥

在宅医療の推進､医 ○ 今後､高齢者が増加していく中で､在宅医療と介護の連携により､生活の場の中で最期を迎えること

痩 .介護間の連携 ができる体制を整備すべきではないか○

○ 在宅医療を推進するには､24時間の往診体制をバックアップするための他の医療機関等との連携シス

テムなど､地域としての供給体制を整備することが不可欠ではないかoそのためには､介護サービスや

歯科､薬局等も含め､地域における多職種での連携､協働を進めることが重要ではないか.また､地域

○ 地域における関係機関間の調整を行うコーディネー ト機能を担うことのできる人材を養成していくこ

とが必要ではないかD

○ 在宅医療の拠点となる医療機関について､診療報酬上の位置付けだけでなく､法制上､その役割や理

念､位置付けを明確化すべきではないか○

○ 在宅医療の提供体制を計画的に整備するため､在宅医療を担う医療機関の具体的な整備目標や役割分

担､病状の変化に応じた病床の確保のあり方や介護事業との連携等を医療計画に盛り込むべきことを法

制上明確にすべきではないか○

○ 訪問看護は在宅医療で重要な役割を果たすが､人員体制が不十分で､訪問看護師-の負荷が大きく､

離職率も高い状況であるOそこで､訪問看護を提供する体制の確保 .充実が必要ではないか○

○ 有床診療所は､入院医療と在宅医療､医療と介護のつなぎ役として重要な役割を担っており､在宅医

癖の推進のためには､その活用を図っていくべきではないか○

地域における医療機 ○ 医療機能の分化とともに連携が重要であり､地域における医療機関間の連携を更に推進していくため

関間の連携 の取組が必要ではないか○

○ 急性期医療から地域生活-の円滑な移行を進める上では､退院後に､地域の診療所や訪問看護ステー



医療計画のあり方 ○ 二次医療圏について､二次医療圏間で医療提供体制に格差が見られるため､地域の実情や現在の医療

を取り巻く状況等を踏まえ､医療計画作成指針の見直しを行う必要があるのではないか｡その際､都道

府県が見直しについて具体的な検討ができるよう､二次医療圏の設定の考え方をより明示的に示すべき

ではないか｡

○ 在宅医療の提供体制を計画的に整備するため､在宅医療を担う医療機関の具体的な整備目標や役割分

担､病状の変化に応じた病床の確保のあり方や介護事業との連携等を医療計画に盛り込むべきことを法

制上明確にすべきではないか｡(再掲)

○ 増加する精神疾患患者-の医療の提供を安定的に確保するため､医療連携体制を計画的に構築すべき

疾病及び事業である4疾病5事業に精神疾患を追加するべきではないか｡その際､一般医療と精神科医

療との連携や社会復帰という観点での地域の関係機関との連携といった視点が重要なのではないか｡

○ 疾病 ･事業ごとの医療計画のPDCAサイクルを効果的に機能させることで､計画の実行性を高めるこ

とができるように､医療計画作成指針を見直すことが必要ではないか｡

.(6)h救急 渦 産期直壌藤制の克直転圭 一

○ 救急医療を担う医療機関の位置付けや支援を検討する上では､救急車の受入実績だけでなく､休日･

夜間の診療体制の状況を評価する視点や医療圏ごとに人口に大きな差があることも考慮して評価する視

点が必要なのではないか｡

○ 周産期医療については､NICU (新生児集中治療室)の整備だけではなく､在宅医療体制の充実を

図ることで､病院から家庭-の移行を進めていく必要があるのではないか｡

患者中心の医療と住

民意識の啓発､広

告 ･情報提供のあり

方

○ 医療における ｢情報の非対称性｣を軽減していく観点から､医療情報提供を充実させる必要があるの

ではないか｡

○ 医療機関に関する医療機能に係る情報の公表にあたっては､公表情報の標準化が重要ではないか｡

○ 医療機関のホームページの取扱いについて検討を行い､必要な措置を講じてはどうか｡

○ 限られた医療資源を有効に活用する観点から､医療を利用する住民の意識を高めていくことも検討す

べきではないかO

○ 医療の質に関する情報 (アウトカム指標やプロセス指標等)については､その内容や標準化等につい

て検討が進められているが､こうした検討を踏まえながら､医療の質に関する情報の公表に向けた取組

を進めていくべきではないかoただし､全ての分野についての指標を評価 ･公表することは難しいため､

分野を絞ってもいいのではないか｡

○ 医療法人に係る制度について､地域医療を安定的に確保する上で重要な主体であるという視点を踏ま

えつつ､税制上の取扱いを含め､必要な制度の見直しを行うことが必要ではないか｡



○ 医療法人に対する規制のあり方について検討を行う上では､非営利の法人であるという医療法人の性

格を維持することが重要ではないか○

外国医師の臨床修練 ○ 医療の分野において､アジアの国々をリー ドし､貢献していくためにも､臨床修練制度において､厳

制度の見直し 格な審査を前提として､手続き面の簡素化を図るべきではないかo

○ 臨床修練に加え､教授 .研究の中で外国の医師等が診療を行うことを認めるべきではないかoその際､

医師不足対策や医療機関の宣伝という間違った趣旨での利用を制限するため､臨床修練よりも厳格な基

(∋



平成 23年 12月5日 第51回社会保障審議会医療保険部会

議論の整理 (莱)

平成23年 12月 日

社会保障審議会医療保険部会

社会保障審議会医療保険部会は､｢社会保障 ･税一体改革成案｣(平成 23

年6月30日政府 ･与党社会保障検討本部決定｡以下 ｢成案｣という｡)を受

けて､本年7月21日以降､成案の具体化に向けて審議を重ねてきた｡以下､

当部会におけるこの間の議論を整理する｡

1.地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化 ･重点化と機能強化

○ 成案には､病院 ･病床機能の分化 ･強化と連携 (急性期医療への医療資

源の集中投入等)､在宅医療の充実､重点化･効率化等が盛り込まれており､

これを着実に実現していく必要がある｡平成24年度の診療報酬 ･介護報酬

の同時改定はこの実現に向けた第一歩とすべく､｢平成24年度診療報酬改

定の基本方針｣を医療部会とともに取りまとめた｡

○ 来年度の改定のみならず､超高齢社会のあるべき医療の姿を見据えつつ､

引き続き､｢平成24年度診療報酬改定の基本方針｣に盛り込まれた ｢将来

を見据えた課題｣について関係審議会で議論を重ねていくO

2.高度 ･長期医療への対応(セーフティネット機能の強化)と給付の重点化

○ 近年､医療の高度化により､がんの患者など長期にわたって高額な医痘

を受ける方が増えており､これらの方の負担を軽減し､医療保険のセーフ

ティネット機能の強化が求められている｡

○ 現在の高額療養費制度は､70歳未満の一般所得者の所得区分の年収の幅

が大きい (年収約 210万-790万円)ため､低所得層の負担が重くなって

いる｡また､自己負担上限額が月単位で設定されているため､自己負担上

限額は超えない水準の負担で､長期にわたって療養される方の負担が軽減

されない場合がある｡

-1-



○ これらの課題に対応するため､自己負担上限額を細分化し､中低所得層

の負担を重点的に軽減するとともに､年単位で新たに上限額を設定する改

善案について検討を行った｡

○ 高額療養費の改善の必要性については､異論がなかったが､財源をどの

ように賄うかについては､意見が分かれた｡

○ 高額療養費の改善については､昨年度の当部会でも議論したが､保険財

政が厳しい中､更に高額療養費の改善による給付費の増加を保険料の引き

上げで賄うことは困難である等の意見があり､改善は見送られたという経

緯がある｡

○ 今年度の検討においては､6月に取りまとめられた成案で､セーフティ

ネット機能の強化と給付の重点化を併せて実施する観点から､｢高額療養責

の見直しによる負担軽減と､その規模に応じた受診時定額負担等の併せた

検討 (病院 ･診療所の役割分担を踏まえた外来受診の適正化も検討)Oただ

し､受診時定額負担については低所得者に配慮｡｣とされたことを踏まえ､

高額療養費改善の財源として､外来受診時に100円 (低所得者は50円)の

受診時定額負担について議論を行った｡

○ 受診時定額負担については､(か患者だけが負担するのでなく､健康な人

も含めて保険料や公費で広く負担すべき､②受診抑制により病状が悪化す

るおそれがある等の理由から､導入に反対の意見があった｡

○ 一方で､①医療費は保険料 ･公費 ･自己負担の組み合わせで確保する必

要があるが､保険財政の現状を考えると､高額療養費の改善を保険料の引

き上げで賄うのは困難､②財源を保険料に求める場合､負担の大部分が若

年者に転嫁される等の理由から､受診時定額負担も一つの選択肢との意見

もあった｡

○ また､保険者ごとの財政影響が異なることを踏まえた議論を行う必要が

ある､財源の問題は理解するが､高額な医療を受ける患者は大変困ってお

り高額療養費の改善は早急に実施して欲しいという意見もあった｡

○ なお､成案では ｢病院 ･診療所の役割分担を踏まえた外来受診の適正化

も検討｣とされており､大病院での外来の受診時のみ定額負担を求めるこ

とについても検討を行ったが､これにより高額療養費の改善に必要な財源

を賄うべきとの意見はなかった｡
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○ 高額療養責の改善により､長期にわたって療養される方の負担を軽減す

ることは喫緊の課題であり､財源の確保とあわせてさらに検討を進める必

要がある｡

3.市町村国保の財政基盤の安定化 ･強化 .広域化

○ 市町村国保は､被用者保険と比べて､(彰年齢構成が高く医療費水準が高

い､②所得水準が低い､③所得に占める保険料負担が重い､④保険料収納

率が低いという構造的な問題を抱えている｡このため､市町村が多額の一

般会計繰入を行うなど､市町村財政にとっても大きな負担となっている｡

○ また､市町村合併後も､財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保

険者が依然として多数存在 しているほか､医療費や所得､保険料の市町村

格差が大きく､所在する市町村によって保険料が異なることに対する不公

平感もある｡

○ こうした市町村国保の構造的な問題に対応するため､低所得者保険料軽

減の拡充や所得水準の低い保険者に対する支援の拡充等の財政基盤の強

化を行うとともに､財政運営を都道府県単位に広域化することにより､財

政基盤の安定化を図ることが必要である｡

○ 今年2月から開催されている ｢国民健康保険制度の基盤強化に関する国

と地方の協議｣において､市町村国保の財政基盤強化策及び財政運菖の都

道府県単位化の具体的内容については､引き続き協議を行った上で､税制

抜本改革とともに､制度見直しを行う｡

(注)成案の別紙2 ｢社会保障改革の具体策､工程及び費用試算｣において､

｢併せて検討｣とされている ｢被用者保険の適用拡大｣については､現

在､｢短時間労働者に対する社会保険適用等に関する特別部会｣において

議論されている｡
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4.高齢者医療制度の見直し

高齢者医療制度の見直しについては､高齢者医療制度改革会議において平

成22年12月に最終とりまとめが行われたが､成案において､｢高齢者医療制

度改革会議のとりまとめ等を踏まえ､高齢世代 ･若年世代にとって公平で納

得のいく負担の仕組み､支援金の総報酬割導入､自己負担割合の見直しなど｣

を行うとされていることを踏まえ､検討を行った｡

○ 高齢者医療制度の見直しは､市町村国保の都道府県単位化を含め､最終

とりまとめにおいて示された方針に沿って着実に行っていくべきとの意見

があった｡また､後期高齢者医療制度の先行きに関する被保険者や現場の

不安を解消するため､可能な限り速やかに将来に向けた方針が示される必

要があるとの意見があった｡

○ 他方､最終とりまとめに沿って後期高齢者医療制度を廃止しても､運営

上の年齢区分は残ること､高齢者間に新たな不公平が発生すること等の問

題がある､同制度は既に定着しており､拙速に新制度に移行して混乱を招

くことがないよう､現行制度の改善により安定的な運営に努めるべきとの

意見があった｡

○ 高齢者医療に関する国民の理解を得ていくため､また､現役世代による

負担の増大を抑制するため､後期高齢者医療制度や前期高齢者の財政調整

に対する公費拡充が必要であるとの意見があった｡

○ 後期高齢者支援金については､被用者保険における負担の公平の見地か

ら､また､協会けんばに対する緊急的な措置として､全面総報酬割を早急

に実施すべきとの意見があった｡他方､総報酬割は高齢者医療制度の見直

し全体の中で行うべきであり､これのみを抜き出して実施することは不適

当との意見があった｡

○ 最終とりまとめに盛り込まれている後期高齢者負担率の見直しは､高齢

者の負担を軽減する一方で､現役世代にとっては負担増であることから､

これを実施する場合には､現役世代への経済的支援をあわせて行うべきと

の意見があった｡

○ 前期高齢者納付金の算定上､保険者の負担が過大にならないように設け

られている前期高齢者加入率の下限を引き下げるべきとの意見があった一

方､その見直しを行うのであれば､高齢者医療制度の見直し全体の中で検

討すべきとの意見があった｡
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5.協会けんばの財政健全化の取組

協会けんばについては､リーマンショックによる被保険者の報酬の下落等

による財政悪化を受け､平成24年度末までの間､被用者保険における後期高

齢者支援金の3分の1を､総報酬割とするとともに､国庫負担割合を13%か

ら16.4%に引き上げる等の特例措置を講じている｡

しかしながら､平成21年度から3年連続で保険料率が上昇しており､平成

24年度には10%を超える見込みであり､健保組合との保険料率の帝離が急速

に拡大している｡

○ 協会けんばの財政悪化が進む中､被用者保険における後期高齢者支援金

の全面総報酬割を早急に実施するとともに､協会けんばへの国庫負担割合

を健康保険法本則に規定された上限割合である20%に引き上げるべきと

の意見があったo

O 他方､総報酬割の拡大は､前期高齢者の財政調整への公費投入とあわせ

て行うべきである､協会けんばと健保組合との所得格差に起因する保険料

率の格差の是正のための財源は､健保組合等に肩代わりさせるべきではな

いとの意見があった｡

○ 協会けんばの財政運営は､単年度の収支ではなく複数年度で均衡させる

中期財政運営の考え方を導入すべきとの意見があった｡

6.給付の重点化 ･制度運営の効率化

医療費は増大する一方で､厳しい経済情勢を反映し､保険財政は非常に厳

しい現状にある｡また､今後は､更なる高齢化の進展､医療の高度化､医療

提供体制の機能強化等により､医療費が増加することが見込まれている｡

このような中､国民の信頼に応え得る高機能で中長期的に持続可能な医療

保険制度とするためには､必要な機能の充実は図りつつ､給付の重点化 .制

度運営の効率化も併せて行っていくことが必要である｡

成案においても､このような観点から､重点化 ･効率化を同時に実施する

こととされており､受診時定額負担のほか､次のような項目が盛り込まれて

おり､議論を行った｡

このほか､行政刷新会議等においても､給付の重点化 ･制度運営の効率化

に関する施策が求められている｡
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(70.-74歳の患者負担割合)

070-74歳の方の患者負担割合については､現行法上､2割負担と法定さ

れている中で､毎年度約2000億円の予算措置を講ずることにより､1割負

担に凍結されているところ､｢高齢者医療制度改革会議｣の最終とりまとめ

(平成22年 12月20日)において､個々人の負担が増加しないよう配慮す

るとともに､現役世代の保険料負担の増加にも配慮し､70歳に到達する方

から段階的に本来の2割負担とする旨が提案されていることを踏まえ､議

論を行った｡

070-74歳の患者負担については､世代間で不公平が生じている状況を踏

まえ､法律上2割負担とされていることを尊重する観点からも､速やかに

法定割合に戻すことが適当とする意見が多かった｡なお､一部の委員から

は､日本の患者負担割合は国際的に見て高水準にある中で､患者負担割合

は1割のままとすべきとの意見もあった｡

(医薬品の患者負担)

○ 市販医薬品の価格水準を考慮して医薬品の患者負担を見直すとの考え方

については､診療報酬体系が複雑化するおそれがあるといった意見や過庭

な患者負担を求めるべきでないといった意見があった｡また､市販医薬品

については､消費者が自ら選択して服薬するものであり､医師の処方によ

る医療用医薬品とは性質が異なることや､使用方法が異なるものの負担を

比較することは困難であるという意見もあった｡これらの意見も踏まえ､

引き続き検討する｡

(後発医薬品の使用促進)

○ 平成24年度に後発医薬品のシェアを30%とするとの目標の下に､診療

報酬上の評価､患者への情報提供､処方せん様式の変更､医療関係者の信

頼性向上のための品質確保など､総合的な使用促進を図る｡

○ 行政刷新会議の ｢政策提言型仕分け｣において出された､先発品と後発

品の差額の一部を患者負担とするとの考え方については､過度な患者負担

を求めるべきでないといった意見があり､今後､引き続き検討する｡
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(入院時の食費 ･居住費)

○ 入院時の食費 .居住費については､①入院時の食事管理は治療の一環で

あり､通常の食事とは区別して考えるべき､②居住費の負担が入院前の住

居との二重の負担にならないようにすべき､等の理由から､見直しに慎重

な意見が大勢を占めた｡なお､一部の委員からは､事業仕分けの考え方に

基づき見直しを進めるべきとの意見もあった｡

(現金給付 (傷病手当金)の見直し)

○ 傷病手当金について､不正請求防止の観点等から､①支給上限額ゐ設定

や､②標準報酬の平均額に基づき支給額を決定すべきとの意見があったが､

これらについては､保険料負担に応じた給付という傷病手当金の基本的な

考え方や実務のコス トの面から問題との意見があった｡

○ また､不正請求の防止に加え､保険者機能の強化の観点から､事業主へ

の質問 ･調査権限の法律上の明確化を検討すべきである｡

(生活習慣病予防)

○ 特定健診 ･保健指導について､｢保険者による健診 .保健指導等に関する

検討会｣での議論や制度導入からこれまでの実績を踏まえ､その在り方を

検討し､引き続き生活習慣病を予防する取組を推進する｡

(ICT利活用の推進､レセプト審査の質の向上 ･業務の効率化)

○ 本年4月に電子レセプトによる請求が原則化されたが､今後もレセプト

電子化が猶予されている医療機関について電子レセプトへの移行を勧奨す

るなど､更なるレセプトの電子化を推進することにより､レセプト審査の

質の向上 ･業務の効率化を図る｡

(保険者による適正受診の勧奨等の保険者機能の発揮)

○ 保険者による被保険者に対する受診勧奨や頻回 ･重複受診への指導､重

症化予防などの取組など保険者機能の発揮による制度運営の効率化等を推

進する｡
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(療養費の見直し)

○ 柔道整復等の療養費について､審査体制の強化などその適正な支給を求

める意見が多かったこと､会計検査院等からも指摘を受けていること､療

養費は国民医療費の伸びを近年上回って増加している現状などを踏まえ､

平成24年療養費改定において適正化するとともに､関係者による検討会を

設け､中 ･長期的な視点に立って､柔道整復療養費等の在り方の見直しを

行う｡

(医療費適正化計画)

○ 以上の取組のほか､国及び都道府県は､特定健診 ･保健指導の実施によ

る国民の健康の保持の推進と平均在院日数の短縮等による医療の効率的

な提供の推進を柱とする医療費適正化計画を策定し､医療費の適正化を図

っている｡このうち､医療の効率的な提供の推進については､療養病床に

係る目標を凍結したことや､成案において新たな医療提供体制の方向性が

示されたことも踏まえ､平成25年度からの新たな計画期間における目標

の在り方等を検討し､引き続き医療費の適正化を推進する｡

(国保組合の補助率の見直し)

03大臣合意 (平成22年 12月17日､国家戦略担当大臣 ･財務大臣･厚生

労働大臣)を踏まえ､保険者間の公平を確保する観点から､所得水準の高

い国民健康保険組合 (以下 ｢国保組合｣という｡)に対する国庫補助の見直

しを行う｡

○ なお､所得水準の高い国保組合についても､国庫補助を完全に廃止する

ことは財政運営への影響が大きい､国庫補助を廃止した場合には､保険料

の上昇により加入者が脱退し､国保組合の解散等の可能性もあることから

財政影響について精査する必要がある､という意見もあった｡

以上のほか､短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大､産休期間中の

保険料免除といった年金改革とともに進めていくべき課題もある｡当部会と

して意見の隔たりがあった点もあるが､社会保障 .税一体改革は喫緊の課題

であり､厚生労働省においては､当部会における種々の意見に十分に留意し

つつ､改革を進められたい｡
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④

社会保障 ･税一体改革における

介護分野の制度見直しに関するこれまでの議論の整理

平成 23年 11月30日

社会保障審議会 介護保険部会



匝しめに!

○ 本部会では､昨年 11月に ｢介護保険制度の見直しに関する意見｣をとり

まとめたが､その後､この内容を踏まえて､本年､介護保険法の改正 (｢介

護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律｣)が行

われ､来年4月からの第5期介護保険事業計画と合わせて施行されること

となった｡

○ この介護保険法改正の動きと並行 して､政府 ･与党においては､社会保

障 ･税一体改革の検討が進められ､本年6月には､｢社会保障 ･税一体改革

成案｣が政府 ･与党社会保障改革本部で決定された｡これは､｢中規模 ･高

機能な社会保障｣､｢社会保障改革と財政健全化の同時達成｣を目指 して､

社会保障と税の一体改革の具体的方向についてとりまとめられたものであ

る｡成案の内容については､政府 ･与党において更に検討を進め､税制抜

本改革の実施と併せ､社会保障各分野における改革を進めることとなって

いる｡

○ 介護分野における改革内容としては､以下のような改革項目が列挙され

ている｡

① 医療 .介護のサービス提供体制の効率化 ･重点化と機能強化

･地域包括ケアシステムの構築 (在宅サービス･居住系サービスの充実､

在宅医療との連携)

･ケアマネジメントの機能強化

･施設のユニット化と重点化 (在宅への移行)

･介護予防 ･重度化予防 (2025年に向けて要介護者の伸びを抑制 し､

要介護認定者数を現行ベースより3%程度減少)

･重点化に伴うマンパワーの増強

② 上記の機能強化を支え､増加する負担を公平に分担するための､負担能

力に応 じた負担の要素強化と低所得者への配慮､保険給付の重点化

1号保険料の低所得者負担軽減強化

･介護納付金の総報酬割導入

･重度化予防に効果のある給付への重点化

これらの改革については､｢充実｣を図るものと ｢重点化 ･効率化｣を図

るものがあるが､この双方を並行して進めるとともに､消費税率の引上げ

により社会保障の機能強化に要する財源を確保 して行うことが前提となっ

ている｡
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○ これらの改革については､成案においては､2012年以降､税制抜本改革

とともに順次実施 していくこととなっており､この動きを受けて､本年 10

月に本部会における議論を再開した｡

○ 再開後の部会においては､この社会保障･税一体改革の枠組みに沿って､

サービス提供体制の効率化 ･重点化と機能強化の内容についての認識を共

有した後､これを支える制度見直し項目である､負担能力に応 じた負担の

要素強化と低所得者への配慮､保険給付の重点化に関する議論を4回にわ

たり行った｡

○ その際には､

･2009年の補正予算で設けられた介護職員の処遇改善交付金が今年度末

をもって期限を迎えることから､サービス提供体制の改革を支えるため

のマンパワーの増強として充実項目に掲げられている処遇改善措置の継

続のためには､重点化 ･効率化項目に掲げられている改革の実施が必要

なこと

･給付の重点化については､昨年本部会でいくつかの事項について検討 し

たものの､制度改正に盛り込むことは見送られており､今般､社会保障 ･

税一体改革の枠組みが示されたことを踏まえ､その基本的な考え方に照

らした検討を行うこと

も念頭に置いて､議論を行ったところである｡

○ 審議 した内容については､来年度の予算措置に関係する事項も含むため､

政策判断に当たっての重要な参考として活用いただけるよう､ここで再開

後4回にわたって行った議論を整理するものである｡ただし､審議会の論

点及び表明された意見を整理 したものであり､各論点について､必ずしも

統一した見解が得られたわけではないことについて付言する｡

○ 本部会としては､社会保障 ･税一体改革に掲げられた改革項目の具体化

と着実な推進が重要との観点から､本部会における議論を踏まえ､政府に

おいて来年に実施可能な制度改正項目から順次具体化していくことを求め

るとともに､引き続き本部会において､社会保障 ･税一体改革の枠組みを

念頭に置きながら､第 6期の介護保険事業計画での施行に向けた制度見直

しについて､検討を進めていくこととする｡
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個別の見直し項目について

Ⅰ 費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮

(1号保険料の低所得者保険料軽減強化)

○ 事務局からは､現行の1号保険料が所得段階別に原則として6段階設定

となっているが､今後の高齢化の進行に伴う保険料水準の上昇及び消費税

率の引上げに伴う低所得者対策強化の要請を踏まえ､現行の給付費に対す

る50%の公費負担に加えて公費を投入することにより､低所得者への配慮

を強化する必要があること､その際には､所得だけでなく資産等の状況も

踏まえ､より負担能力が低いと認められるものについて､基準額に乗じる

割合を更に引き下げるという考え方が示された｡

○ これに対 し､資産等を考慮 して保険料水準を設定することについて懸念

が示されたものの､低所得者に対して保険料の軽減強化を行うことについ

ては､全般的に肯定的な意見であった｡なお､実施に当たっては､国の責

任と財源で基準の設定等を行うべきとの意見や､公費負担については国と

地方の両者で対応すべきとの意見があった｡

(介護納付金の総報酬割導入)

○ 事務局からは､現在の40-64歳が負担する第2号保険料は､その加入す

る医療保険の加入者数に応 じて負担する介護納付金の額が決められている

ため､2号被保険者 1人当たりの報酬額の高い医療保険者は低い保険者と

比較して､報酬額に対する介護保険料の割合が低率となっているとの説明

とともに､今後高齢化の進行に伴って増加する介護費用を公平に負担する

観点から､応能負担の要素を強化し､介護納付金の負担を加入者の報酬に

応 じたもの (総報酬割の導入)とすることが必要ではないかとの問題撞起

があった｡

○ これに対 し､負担能力に差のある共済 ･健保組合と協会けんばの間の負

担の公平化を図り､制度の持続可能性を確保すべきであること､介護給付

との結びつきが薄い2号被保険者に多額の保険料を課することへの疑問が

呈されているが､家族の介護負担の軽減という恩恵は受けているので､や

はり負担の応能性を高める観点から導入すべきであること､予防効果のあ

る給付に重点を置いていくことや所得の高い高齢者の利用者負担の引上げ
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と併せて負担に理解を得られないかということ､若年世代間の負担の公平

化は､国庫負担にできるだけ依存しない形を目指し､2号被保険者の間で

その負担をよりよく分かち合う仕組みとすべきであること､介護報酬の地

域区分の見直しと併せて相対的に所得の高い都市部の2号被保険者に負担

能力に応 じた負担を求めることは合理的と考えられることなど､負担の応

能性を高めることが公平性を高めるとの立場や処遇改善の財源確保により

介護サービスの円滑な提供を確保すべきとの立場から賛成する意見が多く

見られた｡

○ 一方､制度発足時に社会的扶養の側面も有する現役世代についての費用

負担のあり方を加入者割とした考え方を尊重すべきであること､総報削割

はこの考え方を根本から変えるものであり､給付と負担のあり方について

十分な議論が必要であること､総報酬割の導入は応能性の強化というもの

の､介護職員の処遇改善の財源確保の辻棲合わせに他ならず､その前に給

付の重点化､費用の伸びの抑制に注力すべきであること､経済全体で賃金

水準が低下 している中で､拡大を続ける介護分野に対する処遇改善の原資

を総報酬割の導入で得られる財源を転用 して賄えば､他の産業から追加的

な負担を求めることになること､第2号被保険者は介護給付を受けること

が極めて希であるにもかかわらず､総報酬割で重い負担を強いられるもの

が発生することに事業主や被保険者の理解は得られないことなど､社会保

障負担の増加する現役世代の保険料負担とこれに伴う雇用への影響に配慮

すべきとの立場から､強い反対意見があった｡

Ⅱ 保険給付の重点化

○ 保険給付の重点化については､昨年の本部会における審議で検討 した事

項を中心に､社会保障 ･税一体改革を踏まえ､改めて､以下の項目につい

て議論を行った｡

○ なお､給付の見直し全般についての意見として､サービス利用者に現在

以上の負担を求めるべきではない､消費税率の引上げという新たな負担が

課されることと併せて介護分野で新たな負担を求めることに国民の理解を

得ることは難しいのではないかという意見があった一方､現役世代の納得

の上で持続可能な制度を構築するためには､給付の重点化 ･効率化が必要

であるという意見､所得の水準や年齢区分､要介護区分などに応 じて利用
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者負担割合を引き上げるべきとの意見､介護サービスをほとんど利用 しな

い現役世代も高齢者と同様に消費税率の引上げに直面するのであるから､

その理解を得る意味でも利用者負担も応分の負担をお願いするべき､低所

得者には補足給付や高額介護サービス費における限度額設定など､利用者

負担の増加が利用抑制につながらない配慮がなされている､との意見があ

った｡

(要支援者に対する給付)

○ 事務局からは､社会保障 ･税一体改革において､重度化予防 ･介護予防

として要介護認定者数を2025年に現行ベースより3%程度減少させること

が課題となっていることを踏まえ､この実現に向けた制度的な対応として

の利用者負担の引上げの是非及び給付の内容や方法についての検討の必要

性について､問題提起がなされた｡

○ 利用者負担割合の引上げについては､要介護の程度によって自己負担の

引上げや新たな利用者負担の導入を検討する時期に来ている､給付の内容

に応 じて自己負担の割合に差を付けることも検討すべきとの意見があった

一方､早期発見を通 じた重度化防止が重要であり､利用抑制により重度化

が進みかえって費用がかかるとの立場から反対する意見も多かった0

○ しかしながら､利用者負担割合の引上げに反対する立場からの.ものも含

めて､サービスが利用者の自立支援に資するものとなっているか否かの検

証が必要である､要支援者に対する給付の内容についてリハビリテーショ

ンなど予防の効果の高い給付に重点化 していくことが必要である､予防効

果のないものは給付の対象から外すべき､予防給付のケアプランチェック

が重要であるなどの意見も多くあった;これらを踏まえ､当部会において

は引き続き制度的な対応に向けて検討を進める｡

(ケアマネジメント)

○ 事務局より､自立支援に向けてケアマネジメントの機能強化を図る観点

から､ケアマネジメントについて利用者負担を導入することの是非と制度

的な対応の必要性についての問題提起があった｡

○ 利用者負担の導入については､これにより利用者のケアプラン-の関心

が高まりケアマネジャーと利用者のコミュニケーションが促進される､ケ

アマネジャーの専門性があれば､ケアプランの自己作成が増えることはな

5



く､専門性と質向上の必要性についての理解を深めることが必要との立場

から賛成する意見があった｡

○ 一方で､公平で自立支援に資するケアプランになるかどうか､利用者の

要望を組むだけのプランが増えるのではないかとの懸念､所得の多寡にか

かわらず､公正中立なケアマネジメントを受けられることが重要であるこ

と､ケアマネジメントが介護保険利用の入り口であり､利用者の代弁機能

も担っていること､まずはケアマネジャーの資質向上を図るべきで現段階

では時期尚早､などの立場から反対する意見があった｡ しかしながら､利

用者負担の導入に反対する立場からのものも含めて､ケアマネジャーの資

格の在 り方､質の向上について早急に検討を行うべき､利用されているサ

ービスが自立支援に資するものとなっているかどうか､ケアマネジメント

の在 り方も含めて検証すべきとの意見が表明されており､ケアマネジメン

トの機能強化に向けての制度的な対応の必要性については認識が共有され

ている｡これらを踏まえ､当部会においては引き続き制度的な対応に向け

て検討を進める｡

(一定以上の所得がある者に対する給付)

○ 事務局からは､社会保障 ･税一体改革においては､世代内 (特に高齢世

代内)での公平の確保､所得再分配機能の強化を図ることとしている観点

から､一定以上の所得がある者に対する利用者負担の割合を引き上げるこ

との必要性と､その場合の一定以上所得がある者の範囲についての問題提

起がなされた｡

○ これに対 し､介護保険制度は支給限度額があり､サービスの利用も長期

に渡ることを考慮すべき､高齢世代での公平性の確保や所得再分配機能の

強化は利用者負担ではなく所得に応 じた保険料負担によって行うべきとの

意見が示されたが､若年層に負担を求める以上､高齢者も保険料負担や利

用者負担などでの応分の負担はしていかなければならないことなどを踏ま

え､一定以上の所得者について､必要なサービスの利用抑制とならないよ

う配慮の上で利用者負担の割合の引上げはやむを得ないのではないかとの

意見も多く見られた｡

(多床室の給付範囲)

○ 事務局からは､社会保障 ･税一体改革に掲げられている､要介護高齢者

の尊厳の保持と自立支援を図る施設の個室ユニット化を推進する観点から､
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施設の減価償却費相当について全額負担するユニット型個室と介護報酬で

手当てされている多床室との不均衡を是正し､多床室の入所者にも一定の

負担を求めることが必要ではないかとの問題提起がなされた｡

○ これに対 し､多床室については低所得者の利用も多いことから､皇料の

負担を求めるのは避けるべきとの意見が多く見られた｡一方で､低所得の

人は多床室でそうでない人はユニット型個室というのは問題であり､負担

の均衡を図るべきとの意見もあった｡

(補足給付における資産等の勘案)

○ 事務局からは､世代内 (特に高齢世代内)での公平の確保､所得再分配

機能の強化の観点から､在宅や居住系サービス利用の場合は自己負担とな

る居住費について､施設入所の場合には補足給付により助成を受ける一方､

その結果保有する居住用資産や預貯金が保全される現在の仕組みを見直す

ことについて見直 しが必要ではないかとの問題提起があった｡

○ これに対 しては､社会保険制度内で資産を取り扱うことや低所得者対策

を行うこと､居住用資産を流動化してフローの負担に充てられないこと､

資産等を把握することが実務的に困難であることに対する懸念や意見が示

されたものの､若い人よりも高齢者の方が資産保有は多いこと､今後生産

年齢人口が減少していく中で資産に着目した負担を重視 していく必要があ

ること､今後社会保障 ･税共通番号の導入により､現在は名寄せが困難で

ある金融資産についての把握も行いやすくなる可能性があることなどの立

場から､補足給付における資産の勘案について肯定的な意見が多かったo

O リバース ･モーゲージなど居住用資産の流動化の試みや､諸外国におい

て採用されている死後精算制度などを含めて､今後､資産の勘案の具体的

な仕組みづくりに向けた､実務的な検討を早急に開始すべきである0

(介護施設の重点化)

○ 以上の昨年当部会で審議 した給付見直 しに関する事項に加えて､事務局

から､社会保障 ･税一体改革の中で､施設サービスの中重度者への重点化

が掲げられていることを踏まえ､軽度要介護者 (要介護 1,2)の施設サービ

スの給付額が在宅における支給限度額を上回ることについての問題提起が

あった｡
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○ これに対 しては､在宅の支給限度額を超えているのは施設サービスの機

能の特性から医療サービスに係る費用が保険給付の中に包括的に含まれて

いるという要素も影響 していることから追加的な負担についての懸念が示

されたが､施設サービスを重度者向けに重点化していく観点から､施設の

機能も踏まえつつ､居宅サービスの支給限度額を上回る部分について､負

担割合を高める見直しを行うべきなどの意見が見られた｡

Ⅲ 介護職員の処遇改善

○ 今回の制度見直しの議論に際しては､この議論が､今年度未に期限を迎

える介護職員処遇改善交付金後の介護職員の処遇改善に向けた取組と関連

することから､介護職員の処遇改善問題に関する意見について､以下に整

理する｡

○ 介護職員の処遇改善については､介護職員の賃金水準は他の産業と比較

して依然として低いこと､新成長戦略の中で介護分野は成長産業として期

待されるなか､介護労働者は圧倒的に未組織であり､介護報酬に組み入れ

こと､介護報酬で対応 した場合には､介護保険料や利用者負担に影響する

こと､需給逼迫状況の改善は全般的な雇用情勢の悪化も影響 しており､制

度を導入した際の政策目的はまだ果たされていないのではないかと考えら

れること､などから処遇改善交付金を維持すべきとの意見があったが､基

本的には本来､介護報酬において措置すべきものであること､労使で決め

るべき賃金に政府が介入することは避けるべきであること､期間が限定さ

れた交付金では継続的な処遇改善､特に基本給の引上げにつながらないこ

と､交付金の対象が介護職員に限定されていること､第5期も交付金が継

続されるのであれば介護保険財政と別枠の財源に頗る構造が恒久化しかね

ないこと､などを理由として､介護報酬に組み入れるべきとの意見が多か

った｡

○ 介護報酬に組み入れる場合については､介護職員の賃金が維持されるよ

うな仕組みとすべきとの意見や､保険料と公費により運営されている制度

であり､介護事業者に処遇についての情報を公表させるべき､現在の介護

報酬に加えて別枠で相当観を確保すべき､地方負担や保険料負担の増加に

も配慮すべきとの意見があった｡

8



○ その一方で､賃金 ･物価の状況や介護事業者の経営の状況､今後の介護

需要の増加を踏まえれば､処遇改善については介護事業者における自主的

な努力により行われるべきではないか､他産業の企業や従業員の負担によ

り処遇改善が行われることは納得が得られない､もともと時限的な措置と

して導入され､離職率の低下や需給逼迫状況の改善という制度の効果も出

ており､さらに介護事業者の収支が改善 し処遇改善に回す余力があると判

断される状況下では､さらに特段の措置を講ずることは不要ではないかと

の意見があったO

おわリに一

〇 以上､社会保障 ･税一体改革における介護分野の制度見直しに関する議

論を行い､これまでの議論を整理した｡各項目とも賛否それぞれの立場か

らの意見がみられたが､今後急速な高齢化に伴い､増加する介護車用を公

平に分担し､サービス提供体制の効率化 .重点化と機能強化の取組を支え

るためには､負担能力に応じた負担の要素の強化及び重度化予防に効果の

ある給付への重点化など給付の見直しについて､検討が必要である0
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⑤
社保審一介護給付費分科会

第86回 (H23.ll.24)

平成24年度介護報酬改定に関する審議報告 (案)

社会保障審議会介護給付費分科会

平成〇年〇月○白

平成24年度の介護報酬改定は､できる限り住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の

継続を目指す地域包括ケアシステムの構築を推進するとともに､本年6月に成立した ｢介

護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律｣の施行に伴う新たな

介護サービス等への対応､診療報酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分化 ･連携を強

化することが必要である｡

また､本年6月の社会保障 ･税一体改革成案において描かれた､介護サービス提供体制

の効率化 ･重点化と機能強化に向けて､今B]の介護報酬改定において必要な措置を講じる

ことも課題である｡

さらに､現在の日本が置かれている厳しい社会経済状況や東日本大震災の影響など､介

護保険制度を取り巻く環境にも広く配意が必要である｡

介護幸闘州の全体的な水準については､賃金 ･物価の下落傾向､介護事業者の経営状況の

改善傾向などを踏まえつつ､介護給付費の増加による保険料の上昇幅をできる限り抑制す

る必要がある一万､介護職員の処遇改善の維持の必要性は減じていないことにも留意して､

適正なものとすることが必要である｡

当然､高齢者の尊厳を保持し､その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが

できるよう､必要な保健医療､福祉サービスを切れ目なく提供する､介護保険制度の基本

理念を追求するものでなければならない｡

以上のような諸点を踏まえ､当分科会は､本年2月より〇回にわたって､平成24年度

の介護報酬改定について審議を重ね､平成24年度の介護報酬改定に関する基本的な考え

方を以下のとおり取りまとめたので報告する｡

なお､介護保険サービスを提供する関係者が参集した ｢介護保険サービスに関する関係

回体懇談会｣を3【司､6年に1度の診療報酬との同時改定であることを踏まえ ｢中央社会

保険医療協議会と介護給付費分科会との打ち合わせ会｣を1回開催し､審議の助けとした｡



Ⅰ 基本的な考え方

平成24年度の介護報酬改定については､以下の基本的な視点に立った改定を行うこと

が必要である｡

1.地域包括ケアシステムの基盤強化

介護サービスの充実 ･強化を図るととともに､介護保険制度の持続可能性の観点から､

給付の重点化や介護予防 ･重度化予防について取り組み､地域包括ケアシステムの基盤強

化を図ることが必要である｡

このため､高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることを可能にするため､

①高齢者の自立支援に重点を置いた在宅 ･居住系サービス

②要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した在宅 ･居住系サービス

を提供する｡

また､重度者への対応､在宅復帰､医療ニーズへの対応など､各介護保険施設に求めら

れる機能に応じたサービス提供の強化を因る｡

2.医療と介護の役割分担 ･連携強化

医療ニーズの高い高齢者に対し､医療 ･介護を切れ目なく提供するという観点から､医

療と介護の役割分担を明確化し､連携を強化することが必要である｡

このため､

(か在宅生活時の医療機能の強化に向けた､新サービスの創設及び訪問看護､リハビリテ

ーションの充実並びに看取りへの対応強化

②介護施設における医療ニーズへの対応

③入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携促進

を進める｡

3.認知症にふさわしいサービスの提供

認知症の人が住み慣れた地域で可能な限り生活を続けていくため､小規模多機能型居宅
介護､認知症対応型共同生活介護､介護老人福祉施設､介護老人保健施設において必要な

見直しを行う｡

また､今後の認知症施策の方向性を考える上で､認知症の人への対応について､以下の

ような流れに沿った基本的枠組み力＼ 全国で構築されることが必要である｡

･在宅の認知症の人やその疑いのある人について､その症状や家族の抱える不安などの状

況把握を行うとともに､専門医療機関における確定診断や地域の医療機関 (かかりつけ

医)からの情報提供を受け､対象者の認知症の重症度､状態優等についてのアセスメン

トを行う｡
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･地域包括支援センター等を中心として､医療 ･介護従事者､行政機関､家族等の支援に

携わる者が一同に会する ｢地域ケア会議｣を実施し､アセスメント結果を活用したケア

方針 (将来的に状態像が変化し重症となった場合や緊急時対応等を含む｡)を検討･決定

する｡

このような基本的枠組みを全国で構築していくためには､

(丑認知症早期診断 ･対応体制の確立と認知機能の低下予防､

②認知症にふさわしい介護サービス事業の普及､

③認知症ケアモデルの開発とそれに基づく人材の育成､

④市民後見人の育成など地域全体で支える体制の充実､

が必要であり､今後､調査 ･研究等を進め､次期介護報酬改定に向けて一定の結論が得ら

れるよう議論を行う｡

4.賢の高い介護サービスの確保

介護サービスの質を評価するため､要介護度等の変化を介護報酬上評価することについ

て ｢介護サービスの質の評価のあり方に係る検討委員会｣において検討が進められた力＼
要介護度等は様々な要因が複合的に関連した指標であり､その変化には時間がかかるとと

もに､利用者個人の要因による影響が大きいとの指摘がなされた｡

しかしながら､介護サービスの質を向上させることは､大変重要な課題であるため､ま

ずは､要介護認定データと介護報酬明細書 (レセプト)データを突合させたデータベース

を構築し､その上で､異体的な評価手法の確立をEI指して､必要な分析と検討を継続する｡

この時､質の評価指標として､要介護度の変化以外の尺度についても検討すべきである｡

Ⅱ 各サービスの報酬 ･基準見直しの基本方向

1.介護職員の処遇改善等に関する見直し

(1)介護職員の処遇改善に関する見直し

平成21年度補正予算において､介護職員の給料を月額平均 1.5万円引き上げる､介護

職員処遇改善交付金が政策措置として創設されたが､平成23年度までの時限措置であり､

基本給の引き上げではなく､一時金や諸手当等により対応している事業者が多いという現

状である｡

介護職員の根本的な処遇改善を実現するためには､補正予算のような一時的な財政措置

によるのではなく､事業者の自主的な努力を前提とした上で､事業者にとって安定的 ･継

続的な事業収入が見込まれる､介護報酬･lにおいて対応することが望ましい｡

介護職員の処遇を含む労働条件については､本来､労使間において自律的に決定される

べきものである.他方､介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るためには､給与水準

の向上を含めた処遇改善が確実かつ継続的に講じられることが必要である｡そのため､当

面､介護報酬において､事業者における処遇改善を評価し､確実に処遇改善を担保するた

めに加算を設けることはやむを得ない｡
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この加算は介護職員の処遇改善が定着したかを検証した上で､次期介護報酬改定の際に

見直しを行うべきである｡

(2)地域区分の見直し

地域区分については､介護保険制度創設時は､国家公務員の調整手当 (当時)に準拠し

ていたことや､地域区分の実態調査結果では現行の地域割り (5区分)より回家公務員の

地域手当 (7区分)の方が実態に合致していることなどから､現在の特甲地の区分を3分

割し､地域割りを7区分にする見直しを行う｡また､適用地域や上乗せ割合についても､

国家公務員の地域手当に準じた見直しを行う｡なお､適用地域について､国の官署が所在

しない地域においては､診療報酬における地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲する

見直しを行う｡

なお､地域区分の見直しに伴い､報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から､各自治体

の意見を踏まえ､平成26年度までの3年間は経過措置を設定する｡

3.居宅介護支援 ･介護予防支援

居宅介護支援については､自立支援型のケアマネジメントを推進する観点から､特定事

業所加算により引き続き質の高い事業所について評価を行うとともに､サービス担当者会

議やモニタ｣ンクを適切に実施するため､運営基準減算について評価の見直しを行う｡

また､医療との連携を強化する観点から､医療連携加算や退院 ･退所加算について､算

定要件及び評価の見直しを行う｡併せて､在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専

門員●(以下 ｢ケアマネジャー｣という｡)が参加した場合に評価を行う｡

介護予防支援については､地域包括支援センターの包括的 ･継続的ケアマネジメント支

援の機能を強化するとともに､業務負担を軽減する観点から､居宅介護支援事業所への委

託制限 (1人8件)を廃止する見直しを行う｡

ケアマネジメントについては､利用者像や課題に応じた適切なアセスメントができてい

ないのではないか､サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していないので

はないか､医療関係職種との連携が不十分なのではないか､施設におけるケアマネジャー

の役割が不明確なのではないか等さまざまな課題が指摘されている｡これらの課題に対し

て､介護報酬における対応に加えて､より根本的なケアマネジメントの在り方の検討が求

められている｡

次期介護報酬改定までの閏に､地域包括支援センターを中心とした ｢地域ケア会議｣等

の取組みを通じて多職種協働を推進するとともに､ケアプランやケアマネジメントについ

ての評価 ･検証の手法について検討し､ケアプラン様式の見直しなど､その成果の活用 ･

菖及を図る｡また､ケアマネジャーの養成 ･研修課程や資格の在り方に関する検討会を設

置し､議論を進める｡



4.訪問系サービス

く1)訪問介護

生活援助の時間区分について､サービスの提供実態を踏まえるとともに､限られた人

材の効果的活用を図り､より多くの利用者に対し､そのニーズに応じたサービスを効率的

に提供する観点から､45分での区分を基本とした見直しを行う｡

自立支援型のサービスの提供を促進し､利用者の在宅における生活機能向上を図る観

点から､訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門

職が､同時に利用者宅を訪問し､両者の協働による訪問介護計画を作成することについて

の評価を行う｡

サービス提供責任者の質の向上を図る観点から､サービス提供責任者の任用要件のう

ち｢2級課程の研修を修了した者であって､3年以上介護等の業務に従事した者｣につい

て､段階的に廃止する｡また､人員配置基準については､利用者数に応じた基準に見直し

を行う｡なお､介護報酬の減算及び人員基準の見直しについては､矧こサービス提供責任

者として従事する者の処遇に配慮する観点から､一定の経過措置を設ける｡

1E]複数国の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合的に支援する観点か

ら､新たに身体介護の短時間区分を創設する｡なお､当該区分の算定に当たっては､早朝 ･
夜間を含めた対応が可能な一定の事業所において､定期的なサービス担当者会議によるア

セスメントを義務付けるとともに､定期巡回･随時対応サービスへの移行を想定した要件

を付すこととし､次期介護報酬改定において必要な対応を行うこととする｡

(2)訪問看護

短時間かつ頻回な訪問看護のニーズに対応したサービスの提供の弓削ヒという観点から､

時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う｡

訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について､時間区分及び評価の見

直しを行う｡

在宅での看取りの対応を強化する観点から､ターミナルケア加算の算定要件の緩和を行

う｡

また､医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう､入院中に訪問看護ス

テーションの看護師が医療機関と協働した訪問看護計画の策定や初回の訪問看護の提供を

評価するとともに､特別な管理を必要とする者についての対象範囲と評価の見直し､さら

に､持別管理加算及び緊急時訪問看護加算については､区分支給限度基準額の算定対象か

ら除外する見直しを行う｡

(3)訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションについては､利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供とい

う観点から､リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和するとともに､介護老人保健施設

から提供する訪問リハビリテーションについては､病院 ･診療所から提供する訪問リハビ

リテーションと同様の要件に緩和する｡
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リハビリテーション専門職が､訪問リハビリテーション実施時に､訪問介護のサービス

提供責任者と同時に利用者宅を訪問し､サービス提供責任者に指導及び助言を行うことに

ついて評価を行う｡

訪問リハビリテーションの提供状況の地域格差を是正する観点から､本体事業所と一体

となったサテライト型の訪問リハビリテーション事業所の設置を可能とする見直しを行う｡

(4)居宅療責管理指導

居宅療養管理指導については､医療保険制度との整合性を図る観点から､居宅療養管理

指導を行う職種や､居住の場所別の評価について見直しを行う｡

居宅介護支援事業所との連携の促進という観点から､医師及び歯科医師が居宅療義管理

指導を行った場合に､ケアマネジャー等への情報提供を必須とする見直しを行う｡

小規模の薬局における対応を強化する観点から､緊急時など対応が困難な場合について

のみ､予め連携している別の薬局の薬剤師が提供することを可能とする見直しを行う｡

看護師による居宅療養管理指導については､算定要件の緩和を行う ｡

5.適所系サービス

(1)適所介護

機能訓練指導員の多くを看護職員が兼務しているという実態や､看護職員が行う看護業

務の実態を踏まえ､評価を見直すとともに､利用者の自立支援を促進するという観点から､

個別の対応を重視した機能訓練 (生活機能向上を目的とした訓練)を適切な体制で実施し

た場合の評価を行う｡

小規模型適所介護については､通常規模型適所介護事業所と小規模型適所介護事業所の

サービス提供に係る管理的経費の実態を踏まえ､スケールメリットに着日した報酬設定は

維持しつつも､その評価の適正化を行う｡

サービス提供時間の実態を踏まえるとともに､家族介護者への支援 (レスバイト)を促

進する観点から､サービス提供の時間区分を見直すとともに12時間までの延長加算を認

め､長時間のサービス提供をより評価する仕組みとする｡

あわせて､事業者がより柔軟に事業を実施し､より効果的なサービス提供が可能となる

よう､人員基準について､常勤換算方式の導入､単位ごとの配置から事業所ごとの配置へ

と見直しを行う｡

(2)療養適所介護

療責適所介護については､人材の効率的な活用という観点から､利用定員について見直

しを行う｡



(3)通所リハビリテーション

適所リハビリテーションについては､医療保険から介護保険の円滑な移行及び生活期に

おけるリハビリテーションを充実させる観点から､リハビリテーションマネジメント加算

や個別リハビリテーション実施加算の算定要件等について見直しを行う｡併せて､サービ

ス提供時間ごとの評価の整合性を因る観点から､評価の見直しを行ラ.

また､手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供を促進する観点か

ら､要介護度4又は5であって､一定の状態である利用者の受入れを評価する見直しを行

う｡

なお､サービスの質を評価する観点から､利用者の要介護度の変化を指標とした評価に

ついて検討を行ったが､明確な相関関係が認められなかったため､引き続き､評価の方法

について検討を進める｡

適所系サービス事業所と同一建物に居住する利用者については､票に送迎が必要な場合

を除き､適所系サービスに係る送迎分の評価の適正化を行う｡

6.短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護

短期入所生活介護については､緊急時の円滑な受入れを促進する観点から､緊急短期入

所ネットワーク加算を廃止し､一定割合の空床を確保している事業所の体制や､居宅サー

ビス計画に位置付けられていない緊急利用者の受入れについて評価を行う｡

また､地域における柔軟なサービス提供を促進する観点から､基準該当短期入所生活介

護の医師配置基準及び居室面積基準を緩和する見直しを行う｡

(2)短期入所療養介護

短期入所療義介護については､介護老人保健施設における医療ニーズの高い利用者の受

入れを促進する観点から､病院､診療所における重度療養管理と同様の評価を行う｡

また..緊急時の受入れを促進する観点から､緊急短期入所ネットワーク加算を廃止し､
緊急時の受入れを評価する見直しを行う｡

7.特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護については､看取りの対応を強化する観点から､特定施設にお

いて配置看護師による看官又り介護を行った場合に評価を行う｡

さらに､一定の要件を満たす特定施設については､家族介護者支援を促進する観点から､

特定施設の空室における短期利用を可能とする見直しを行う｡



8.福祉用具貸与 ･特定福祉用具販売

福祉用具貸与については､利用者の状態に応じた福祉用異の選定や介護支援専門員等と

の連携を強化するため､福祉用具専門相談員が利用者ごとに個別サービス計画の作成を義

務付ける見直しを行う｡

また､介護給付費通知の取組みや福祉用具の価格情報の公表等を通じて､価格の適正化

に向けた取組みをさらに推進する｡

9.地域密着型サービス

(1)定期巡回 ･随時対応型訪問介護看護

定期巡回 ･随時対応サービスについては､日中 ･夜間を通じて1Ej複数国の定期訪問と

随時の対応を介護 ･看護が一体的に又は密接に連携しながら提供するサービスであり､中

重度者の在宅生活を可能にする上で重要な役割を担うサービスである｡

利用者が､必要なタイミングで必要なサービスを柔軟に受けることを可能にするととも

に､事業者の安定的運営を因る観点から要介護度別 ･月単位の定額報酬を基本とした報酬

を設定するとともに､必要な人員 ･設備 ･運営基準を設定する｡

人員基準については､訪問介護員等及びオペレーターについて､それぞれ常時1名を配
置することとし､看護職員については､医療 ･看護ニーズへの対応のため､常勤換算

2.5名以上の配置に加え常時オンコール体制を義務付ける｡なお､定期巡回 ･随時対応

サービス事業所と訪問介護 ･夜間対応型訪問介護 ･訪問看護事業所が-体的に運営される

場合の職員の兼務を可能とする｡

オペレーターの任用要件については､現行の夜間対応型訪問介護と同様の有資格者を配

置することとした上で､地域の実情に応じて人材確保が可能となるよう訪問介護事業所で

3年以上サービス提供責任者として従事した者を一定程度認める｡

また､特に夜間等における人材の有効活用を因る観点から特別套護老人ホーム､介護老

人保健施設等の施設 ･事業所に従事する夜勤職員について､利用者の処遇に影響のない範

囲内において定期巡回 ･随時対応サービスのオペレーター等との兼務を可能とする｡

また､区分支給限度額の範囲内で柔軟に適所 ･短期入所系サービスを利用者の選択に応

じて提供することを可能とするための給付調整を行う｡これらのサービス利用時には日割

り計算を実施する｡

サービス付き高齢者向け住宅等の集合住宅に併設する事業所が当該住宅に居住する利用

者に対してサービス提供を行う場合､地域包括ケアの推進の観点から地域への展開を義務

付ける｡

なお､サービス付き高齢者向け住宅や､定期巡回 ･随時対応サービスの実施状況につい

て､適切に実態把握を行い､必要に応じて見直しを行う｡



(2)複合型サービス

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合型サービスについては､利用者の状態に応じ

た通い ･泊まり･訪問 (介護 ･看護)サービスを柔軟に提供する観点から､要介護度別 ･

月単位の定額報酬を基本とした報酬を設定するとともに､医療ニーズの高い利用者に対し､

適切なサービス提供が可能となるような人員 ･設備 ･運営基準を設定する｡

登録定員および従事者の配置数等については､原則として小規模多機能型居宅介護に準

ずるものとする｡

医療 ･看護ニーズへの対応のため､看護職員の配置等については以下のとおりとするO

①看護職員は2.5名 (うら1名は看護師又は保健師)を基準とし､訪問 (看護)サー

ビスの看護職員による24時間対応体制の確保をしている場合には高い評価を行う｡

②泊まりサービスの看護職員については､夜勤 ･宿直の配置の限定をせず､必要に応じ

て対応できる体制の確保を基準とする｡

③柔軟な人員配置のため､訪問看護事業所と一体的な運営をしている場合には､兼務を

認める｡

④管理者については､常勤専従とし､(a)認矢口症の利用者に対する3年以上の介護経験を

有し研修を修了した者､又は(b)訪問看護の知識と技能を有する保健師又は看護師のい

ずれかを選択できるものとする｡

必要な設備､施設については､小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の基準に準ずるも

のとする｡

複合型サービス事業所に配置された看護職員は訪問看護指示書により､医師からサービ

ス利用時の指示を受けることで事業所内でも日常生活を送る上で必要不可欠な診療の補助

を行い､実施した看護内容等については主治医に報告を行う仕組みとする｡

また､事業開始時支援加算について､小規模多機能型居宅介護と同様に平成27年3月

末までの時限措置として設定する｡

複合型サービスの実施状況について､適切に実態把握を行い､必要に応じて見直しを行

う｡

(3)小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護については､認知症高齢者等の在宅生活を支える重要なサービ

スとして更なる砦及を促進する必要がある｡一定程度の事業規模を確保し､人材の有効活

用を進めることにより経営の安定化を図りつつ､利用者にとってより身近な地域でのサー

ビス提供を可能になるよう､サテライト型の小規模多機能型居宅介護事業所を創設する｡

なお､サテライト型の実施についてはサービスの質の確保を図る観点から､医療 ･介護 ･

福祉サービスについて3年以上の実績を有する法人であり､本体事業所が安定したサービ

ス提供を行っている場合に限るものとする｡

また､事業開始時支援加算については平成24年3月末までの時限措置としていた力＼

今後増加が見込まれる認知症高齢者等の在宅サービス基盤のさらなる充実を図る観点から､

要件について一定の見直しを行った上で平成27年3月末まで継続する｡
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(4)認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護については､介護保険制度開始当初は､利用者の平均要介護

度が比較的軽度であった力で､利用者の平均要介護度の高まりへの対応を強化する観点から､

フラット型となっている現行の要介護度別の基本報酬体系を見直すとともに､ユニット数

別の報酬設定による適正化を図る｡併せて､看取りの対応を強化する観点から､看取り介

護加算の評価を見直し､認知症対応型共同生活介護事業所の配置看護師又は近隣の訪問看

護事業所との連携により看取りを行う｡

さらに､夜間における利用者の安全確保を強化する観点から､夜勤職員の配置基準の見

直しを行うとともに､夜間ケア加算の見直しを行う｡

また､認知症対応型共同生活介護の在宅支援機能の強化を図る観点から､短期利用共同

生活介護及び共用型認知症対応型通所介護の事業実施要件として設定されている ｢事業所

開設後3年以上｣の規定の緩和を行う｡

10.介護予防サービス

(1)訪問系サービス

介護予防訪問介護については､訪問介護の見直しとの整合性を図る見直しを行う｡

また､サービス提供責任者とリハビリテーション専門職との協働による訪問介護計画の

作成に対する評価や､サービス提供責任者の任用要件や､人員配置基準について､訪問介

護と同様の見直しを行う｡

介護予防訪問リハビリテーションについては､訪問リハビリテーションと同様の見直し

を行う｡

(2)適所系サービス

介護予防適所介護及び介護予防適所リハビリテーションについては､生活機能の向上に

資するサービスを効果的に提供する観点から､選択的サービスのうら､複数のプログラム

を組み合わせて実施した場合の評価を創設するとともに､適所介護､適所リハビリテーシ

ョンと同様に､基本サービス黄の適正化及びサービス提供事業者と同一建物に居住する利
用者について､送迎分の適正化を行う｡

また､自立支援に資するサービスを､必要な利用者に適切に提供する観点から､事業所

評価加算の算定要件の見直しを行う｡

介護予防適所介護については､アクティビティ実施加算を見直し､新たに生活行為向上

プログラムを評価するとともに､人員配置基準について､適所介護と同様の見直しを行う｡

予防給付は､介護予防に効果があるものに重点化する観点から､次期介護報酬改定に向

けて､効果が高いサービス提供の在り方について検証を行う必要がある｡
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ll.介護保険施設

介護保険施設については､｢生活重視型の施設｣又は ｢在宅復帰支援型の施設｣として､

医療提供のあり方を含め､各施設の機能に応じた評価を行う｡

(1)介護老人福祉施設

介護老人福祉施設については､対象となる者などの要件を適切に設定した上で､終末期

における外部の医師によるターミナルケア等を推進するなど､施設における看取りの対応

を強化する｡

介護老人福祉施設の入所者の重度化に対応し､施設の重点化 ･機能強化等を図る観点に

立って､要介護度別の報酬の設定を行う｡

地方分権一括法等により､｢参酌すべき基準｣とされた特蓋の居室定員 (1名)について

は､ あくまでも国が定める基準は､1名 (個室)である｡また､ 要介護高齢者の尊厳の

保持と自立支援を図る観点からは､居宅に近い居住環境の下で､居宅における生活に近い

日常生活の中で入所者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行うことが求められてい

る｡さらに､多床室と個室では入所者1人当たりのコストに差がある｡これらに鑑み､平

成24年4月 1日以降新設される介護老人福祉施設で､個室以外のものについては､介護

報酬を減額することとする｡

認矢口症の症状が悪化し､在宅での対応が困難となった場合の受入れについて評価を行う｡

(2)介護老人保健施設

介護老人保健施設については､在宅復帰支援型の施設としての機能を∃剣ヒする観点から､

在宅復帰の状況及びベッドの回転率を指標とし､機能に応じた報酬体系への見直しを行う｡

また､在宅復帰 ･在宅療養支援機能を強化するため､在宅復帰支援機能加算の算定要件

の見直しを行う｡併せて､入所中に状態が悪化し､医療機関に短期間入院した後､再度入

所した場合の必要な集中的なリハビリテーションを評価するとともに､別の介護老人保健

施設に転所した場合の取扱いを適正化する見直しを行う｡

入所前に入所者の居宅を訪問し､早期退所に向けた施設サービス計画の策定及び診療方

針を決定した場合､並びに地域連携診療計画に係る医療機関から利用者を受入れた場合に
ついて評価を行う｡

また､入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から､肺炎や尿路感染症など軽症の疾

病を発症した場合における施設内での対応について評価を行う｡

認知症の症状が悪化し､在宅での対応が困難となった場合の受入れ及び在宅復帰をEl指

したケアについて評価を行う｡

施設における看取りの対応を適切に評価する観点から､ターミナルケア加算について算

定要件及び評価の見直しを行う｡
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(3)介護療責型老人保健施設 ･介護療義型医療施設

介護療養型老人保健施設については､医療ニーズの高い利用者の受入れを促進する観点

から､機能に応じた報酬体系に見直しを行う｡その際､評価を高くする基本施設サービス

費については､暗療吸引 ･経管栄養を実施している利用者割合及び認知症高齢者の日常生

活自立度を算定要件とする｡

また､介護療責型医療施設から介護療責型老人保健施設への転換を支援する観点から､

有床診療所を併設した上で転換した場合に､一定の範囲内で増床が可能となるよう見直し

を行う｡

さらに､介護療養型老人保健施設における看取りの対応を強化する観点から.ターミナ

ルケア加算について算定要件及び評価の見直しを行う｡

なお､現在実施している施設基準の緩和等の転換支援策については､平成 30年 3月
31日まで引き続き実施する｡また､経過型介護療養型医療施設について､平成30年 3
月31日まで転換期限を延長し､新規指定を認めないこととする｡

12.経口移行 ･維持の取組

介護保険施設における経口維持､経口移行の取組みを推進し､栄養ケアマネジメントの

充実を図る観点から､経口維持加算及び経口移行加算については､言語聴覚士との連携を

強化し､経口維持加算については歯科医師との連携の算定要件を見直す｡

13.口腔機能向上の取組

介護保険施設の入所者に対する口腔ケアの取組みを充実する観点から､口腔機能維持管

理加算について､歯科衛生士が入所者に対して直接口腔ケアを実施した場合の評価を行う｡

14.介護職員による暗療吸引等の実施について

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって､介護福祉士及び一定の研修を受けた

介護職員等が､一定の条件の下にたんの吸引等を実施することが可能となったことに伴い､

介護老人福祉施設及び訪問介護の既存の体制加算に係る重度者の要件について､所要の見

直しを行う｡

また､介護職員によるたんの吸引等は､看護職員との情報共有や適切な役割分担の下で

行われる必要があるため､訪問介護事業所と連携し､利用者に係る計画の作成の支援等を

行う訪問看護事業所について評価を行う｡
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Ⅲ 今後の方向性について

以上､平成24年度の介護報酬改定の基本的な考え方及び各サービスの報酬 ･基準の見直

しの方向について取りまとめた｡当分科会としては､今回の介護報酬改定を通じて､高齢者

の ｢尊厳保持｣､｢自立支援｣という介護保険制度の基本理念が一層追求され､質の高いサー

ビスが提供されることを強く期待する｡

その上で､できる限り住み慣れた地域で在宅を基本とL,た生活の継続をEj指す地域包括ケ

アシステムの構築を推進するために､次回の介護報酬改定までに検討を進めるべき事項につ

いて､以下のとおりまとめたので､着実に対応を進めることが求められる｡

○認知症にふさわしいサービスの提供を実現するため､調査 ･研究等を進め､次期介護報酬

改定までに一定の結論を得る｡

○介護サービスの質の向上に向けて､異体的な評価手法の確立を目指して､必要な分析 ･検

討を継続する｡

○介護職員の処遇改善を目的として創設した加算は､介護職員の処遇改善が定着したかを検

証した上で､次期介護報酬改定の際に見直しを行う｡

○地域包括支援センターを中心とした ｢地域ケア会議｣等の取組みを通じて多職種協働を推

進する｡

○ケアプランやケアマネジメントについての評価 ･検証の手法について検討し､ケアプラン

様式の見直しなど､その成果の活用 ･普及を園る｡また､ケアマネジャーの養成 ･研修課

程や資格の在り方に関する検討会を設置し､議論を進める｡

○サービス付き高齢者向け住宅や､定期巡回 ･随時対応サービス､複合型サービスの実施状

況について､適切に実態把握を行い､必要に応じて見直しを行う｡

○予防給付は､介護予防に効果があるものに重点化する観点から､効果が高いサービス提供

の在り方について検証を行う｡
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⑥

第7回社会保障審議会年金部会 資料 1

社会保障審議会年金部会におけるこれまでの議論の整理

(骨子案)

Ⅰ.年金改革の基本的考え方

○ 基礎年金と厚生年金 ･共済年金からなる2階建ての仕組みとなってからは

約 25年が経過｡昭和 36年の国民年金制度創設からは約 50年が経過｡少子

高齢化の進展､人口減少局面への突入､低成長時代が予測される｡

○ 公的年金制度をめぐる課題の存在｡

① 国民年金及び厚生年金の加入者の変化

② 年金制度が雇用 ･就労や人生の選択に影響

③ 低年金 ･無年金者の存在

④ 年金制度への不信 .不安

⑤ 長期的な持続可能性に不安

○ 年金改革の方向性｡

① 新しい仕事への挑戦や女性の就労を妨げる年金制度であってはならず､

働き方､ライフコースの選択に影響を与えない､一元的な制度

② 単身高齢者､低年金者､無年金者の増大に対して､最低保障機能を有し､

高齢者の防貧 ･救貧機能が髄化された制度

③ 国民から信頼され､財政的にも安定した制度

○ 新しい年金制度の創設と､年金改革の目指すべき方向性に沿った当面の現

行制度の改革が必要であること｡



Ⅱ.年金財政の現状

○ 平成16年改正の年金財政のフレームワーク｡

① 上限を固定した上での保険料の引上げ

② 積立金の活用

③ 基礎年金国庫負担の2分の1への引上げ

④ マクロ経済スライドによる給付水準を自動調整する仕組み

○ 少なくとも5年に1度､｢財政検証｣を行い､長期的な財政見通しを作成｡

直近の財政検証は平成21年2月に公表｡

○ 財政検証の公表以降､長期の人口の見通しと経済前提につき､

① 人口については､高位推計よりも高い水準で推移

② 経済については､実績の賃金上昇率は見込みに比べて低く推移

○ 直近の平成21年度の厚生年金基金の代行部分を含む収支状況は､年度末積

立金は見込みよりも増加｡平成22年度は見込みよりも若干下回ることが想定｡

現時点で年金財政が大幅に悪化しているわけではない｡

○ 本年10月に､本部会の下に､ ｢年金財政における経済前提と積立金運用の

あり方に関する専門委員会｣を設置｡



Ⅲ.優先的に換肘すべき轟項について

1 我財源､予算に帥連の深い事項

(1)基礎年金国庫負担 1/2の維持

○ 基礎年金国庫負担の1/2は､現在の年金財政フレームの大前提｡平成21

年度および22年度は､臨時財源により財源確保｡平成23年度については､復

興債の発行により財源確保｡

○ 今度こそ税制の抜本的な改革を成し遂げるとともに､法案の趣旨に沿って､

各年度について､国庫負担2分の1の維持のために必要な額を､先送りにす

ることなく､年金財政に確実に繰り入れることが必要｡

(2)受給資格期間の短縮

○ 現行年金制度には40年間の保険料納付義務があり､免除制度も存在｡

○ 現行の 25年の受給資格期間には一定の意義が存在｡一方､現行の年金制

度の下でも無年金者が存在する｡また､納めた保険料に応じて給付を受けら

れるようにすべきとの考え方がある｡

○ 受給資格期間の短縮を行うことについてどう考えるか｡短縮を行う場合に

は､受給資格期間を10年とすることについてどう考えるか｡

○ 受給資格期間を短縮する場合､本来 40年間の納付義務があることの周知

徹底及び広報が極めて重要ではないか｡国民年金保険料の納付率を上げるた

めの施策が必要ではないか｡短縮された受給資格期間で低い額の年金が出る

ことをどう考えるか｡

○ 現在の無年金者対策ということを考えれば､現在の高齢者も制度改正の対

象とする必要があるのではないか｡一方､現在の高齢者を対象とするとして

も､65歳Lにまで遡って年金を支給することには問題があるのではないか｡



(3)低所得者等への加算

○ 低年金 ･低所得者の存在｡公的年金の最低保障機能の強化が必要であるこ

と｡高齢世代及び現役世代の生活保護受給者が増加していること｡

○ 低所得者等への加算の検討に関し､年金制度における最低保障機能の強化

及び高齢者の世代内の再分配の必要性をどう考えるか｡新しい年金制度にお

ける最低保障年金との関係についてどう考えるか｡

○ 社会保険制度の中において､保険制度のパフォーマンスを下げず､モラル

ハザー ドを防止しつつ行うことについてどう考えるか｡

○ 加算を行う場合は､保険料納付意欲に配慮して､具体的な制度設計を進め

る必要があるのではないか｡低所得者の範囲をどう考えるか｡

〇 日本年金機構において具体的な事務執行が出来る仕組みとする必要があ

･ るのではないか｡

○ 低所得の老齢基礎年金受給者に加算を行うのであれば､一定所得以下の障

害基礎年金受給者についても加算を行う必要性があるのではないか｡遺族基

礎年金受給者の扱いをどうするか｡

(4)高所得者の年金額の調整

○ 高齢者の世代内の公平の観点､現役世代との世代間の公平の観点をどう考

えるか｡新しい年金制度における最低保障年金との関係についてどう考える

か｡

○ 高所得者の基礎年金額を調整する場合に､社会保険方式の下で､基礎年金

の国庫負担分に限り減額が許されるとの考え方についてどう考えるか｡一方､

財産権の保護及び信頼保護原則との関係から､基礎年金額を調整するとして

も一定の配慮が必要との考え方についてどう考えるか｡

○ 高所得者の基礎年金額を調整する場合には､現役世代と比しても相当程度

高所得と考えられる者を対象とすべきではないか｡またその範囲をどう考え

るか｡既裁定者についても対象とするか｡
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〇 日本年金機構において具体的な事務執行が出来る仕組みとする必要があ

るのではないか｡

○ 公的年金等控除の縮減等により高所得者である年金受給者に負担を求め

るべきとの意見をどう考えるか｡

(5)特例水準の解消

○ 平成 23年度現在､特例水準と本来水準の差は2.5%｡特例水準の年金財政

に対する影響を極めて粗く機械的に算出すると､平成 21年度までの 10年間

で約5.1兆円程度｡

○ 特例水準が解消されないと､マクロ経済スライドが発動しないことになり､

将来の受給世代に影響を及ぼし､世代間格差を広げる要因となることをどう

考えるか｡

○ 具体的な解消方法の在り方をどう考えるか｡解消する場合でも､年金受給

者に対する丁寧な説明が必要ではないか｡

○ 現行制度に内在している特例水準と本来水準の差が拡大してしまう仕組

みを見直す必要があると考えられるがどうか｡

2 子どもt子育て支援に開連の深い事項

(6)産休期間中の保険料負担免除

○ 子ども､子育て支援の観点､次世代育成支援の観点から､産休期間中の保

険料免除を行うことをどう考えるか｡

○ 育児休業期間が保険料負担免除となっていることとの関係をどう考える

か｡

○ 女性の就労継続を支援する観点をどう考えるか｡子育て世代の経済的負担

の軽減の観点をどう考えるか0
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○ 被用者の間の支え合いによって行うことをどう考えるか｡

8 短時間労働者に関する連用拡大

○ 短時間労働者適用拡大に関する議論の状況｡

4 被用者年金の一元化

○ 被用者年金制度は､サラリーマンが加入する厚生年金制度と公務員や私学

教職員が加入する共済年金制度に分かれており､給付内容や保険料率が異な

っている｡このため､共済年金制度を厚生年金制度に合わせる方向を基本と

して､被用者年金の一元化を行うこととしてはどうか｡

○ 具体的には､①共済年金の1･2階の保険料率を厚生年金の保険料率に統

一する､②厚生年金と共済年金の制度的な差異 (遺族年金の転結制度や在職

老齢年金停止の扱いなど)を解消する､③共済年金にある公的年金としての

職域部分は廃止するなど､平成 19年の法案をベースに検討を進めることとし

てはどうか｡



Ⅳ.♯鏡的に検討すべき事項について

(7)第 3号被保険者制度の見直し

〇 第3号被保険者制度の導入経緯｡夫婦の年金水準の適正化｡女性の年金権

を確立するとともに､社会的なセーフティ-ネットとしての役割｡一方､共

働きの妻や独身女性から不公平感｡

○ 過去に第3号被保険者制度に対して提案されていた見直し案を整理する

とともに､第3号被保険者制度の見直し案として､夫婦共同負担を基本とす

る考え方を提示｡

○ 夫婦共同負担を基本とする考え方については､年金制度の個人単位化に鑑

み､評価する意見があった｡一方､夫婦共同負担の考え方によっても､世帯

としての給付と負担の関係が変わらないことから､不公平感は解消されない

のではないかとの意見があった｡

(8)マクロ経済スライド

○ マクロ経済スライドは､現役人口の減少及び平均余命という､マクロでみ

た給付と負担の変動に応じて､負担の範囲内で給付水準を自動的に調整する

仕組み｡平成 16年改正時､賃金及び物価が低下傾向にある際には発動しない

こととした (名目下限の設定)ため､デフレ経済下でマクロ経済スライドは

発動していない｡

○ 世代間格差及び年金財政の持続可能性の観点から､マクロ経済スライドの

仕組みにつき見直しが必要との意見があった｡一方､受給者に対する説明が

必要との意見や､老後の基礎的な消費支出を支える基礎年金について､マク

ロ経済スライドを行うことに慎重な意見があった｡また､人口構成の変動に

伴って調整する仕組みであることがわかりやすくなるよう､名称変更が必要

との意見があった｡

(9)在職老齢年金

○ 在職老齢年金の制度については､これまで､就労を阻害しない観点と現役

世代の負担に配慮する観点の両方の観点からの見直し｡平成 16年の改正にお
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いて､一律2割の支給停止の仕組みを廃止｡

○ 在職老齢年金の制度が､現在でも高齢者の就労意欲を阻害する効果がある

との意見があった｡一方､高齢者の就労抑制効果についてより慎重な分析の

必要があるとの意見もあったo

(10)標準報酬の上下限

○ 高所得であった者に対する年金額が高くならない観点｡健康保険の標準報

酬月額の上限との違い｡一方､高所得である者の保険料負担割合が低いこと

となり､所得再分配効果が弱まっているとの指摘｡

○ 近年の所得格差の増大を踏まえ､所得再分配効果を強めるべきとの意見や､

標準報酬下限の引下げの検討との関係の整理が必要との意見があった｡一方､

企業負担に配慮が必要との意見や､平均標準報酬や上限区分該当者割合が下

がっている中では慎重に検討すべきとの意見があった｡

(ll)遺族年金の支給対象範囲

○ 遺族年金の支給対象につき､男女差解消が必要であるとの意見があった｡

一方､新たな財源手当てが必要であるとの意見や､生計維持要件の見直しが

必要との意見もあった｡

(12)支給開始年齢

○ 平均寿命の伸長と諸外国の動向｡平成21年の財政検証及びその後の動向を

見ても､現段階では年金財政の健全性は確認されている｡

○ 現状において､支給開始年齢の引き上げは適当ではないとの意見があった｡

一方､諸外国の動向や平均寿命の伸長等に鑑みれば､中長期的には検討が必

要との意見もあった｡

(13)その他

○ その他の改正項目についても､併せて改正が必要との意見があった｡
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⑦
第9回社会保障審議会短時間労働者への
社会保険適用等に関する特別部会
平 成 2 3 年 1 1月 3 0 日

社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会

これまでの議論の整理 (莱)

平成 23年 11月 30日

Ⅰ.経緯

〇 本特別部会では､去る9月1日に第1回の会合を開催し､事務局から提示し

た ｢想定される主な論点｣をもとに､社会保険適用を巡る現状及び論点に関す

る議論を開始したo

O 第 2回特別部会 (9月21日)では､事務局から提示した ｢適用拡大に関する

考え方｣をもとに､社会保険適用拡大に関する考え方について議論を行った｡

〇 第3回特別部会 (9月 30日)では､所定労働時間が 20時間から30時間のパ

ー ト労働者の就労実態について有識者からヒアリングを行うとともに､事業主

団体 ･労働組合等からのヒアリングにおいて聴取すべき事項について議論を行

った｡

〇 第4回 (10月 13日)､第5回 (10月 24日)､第6回 (10月27日)及び第7

回 (11月 9日)の特別部会では､事業主団体､労働組合､母子家庭団体など､

社会保険の適用拡大の当事者である事業主及び労働者の立場を代表する団体か

らヒアリングを行った｡ヒアリングに際しては､事務局から事前に提示した質

問に対して文書での回答を求めるとともに､特別部会の場において口頭での説

明の後､質疑応答を行った｡ヒアリングを実施した団体は以下のとおり｡

･第4回 (10月 13日):(事業主団体)日本フー ドサービス協会､(労働組合)

日本サービス ･流通労働組合連合

･第 5回 (10月 24日):(事業主団体)日本チェーンス トア協会､日本スーパ

ーマーケット協会､日本百貨店協会､全国生活衛生同業組合中央会､全国介

護事業者協議会､日本人材派遣協会､(労働組合)UIゼンセン同盟､(その

他)NPO法人しんぐるまざあず ･ふお-らむ

･第 6回 (10月 27日):(事業主団体)全国乗用自動車連合会､全国ビルメン

テナンス協会､日本在宅介護協会､(労働組合)全日本自治団体労働組合､(そ

の他)全国母子寡婦福祉団体協議会
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･第 7回 (11月9日):(労働組合)情報産業労働組合連合会､(その他)国民

健康保険中央会

〇 第8回 (11月 17日)及び第9回 (11月30日)の特別部会では､ヒアリング

において各団体から出された見解をもとに､社会保険適用を巡る現状と論点に

ついて､とりまとめに向けた議論を行った｡

Ⅱ.社会保険の適用拡大に関するこれまでの議論の概要

(1)適用拡大に対する基本的な考え方について

①ヒアリングの概要

○ 事業主団体からは､以下のような意見が寄せられた｡

･ 制度の抜本改革なくして適用拡大を議論することはできない｡(飲食業､

小売業)

･ 既にセーフティーネットのある被扶養配偶者など､適用を望まない者が

多い｡(飲食業)

･ 保障を必要とする人たちに対する政策の必要性は理解するが､社会保障

全体の枠組みの中で議論すべき｡(小売業)

○ 労働組合などからは､以下のような意見が寄せられた｡

･ 均等 ･均衡待遇の実現に向けて労働時間による差別を是正することが必

要で､すべての雇用労働者に社会保険を適用する方向で検討すべき｡(飲

食業の労組､小売業の労組)

･ 被用者でありながら国民年金 ･国民健康保険に加入している者にも､十

分な老後の所得保障や､傷病手当金や出産手当金を含めた医療保障を確保

すべき｡(介護業の労組)

･ 現在の被扶養配偶者についても､離婚などのリスクを考えれば適用拡大

のメリットはある｡(母子家庭団体)

②委員の意見の概要

○ 以下のような議論があった｡

･ 就職難の中で非正規を選択せざるを得なかった者に対して必要な倖障を

行うための改革を目指すべき0
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･ 正規雇用の多い業種が負担している社会保険料について､パー ト労働者

を多く雇用している業種はその負担を免れている不公平がある｡

･ 本人たちが望まないなら適用するべきではないという考え方は社会保険

の議論では適当でない｡

･ 格差問題-の対応や､短時間労働者の処遇の改善など､政策パッケージ

の一つとして適用拡大は位置づけられるべきであり､この間題を単体で考

えるべきではない｡

･ 現在ある問題点については解決に取り組むべきであり､年金制度の抜本

改革が先決との意見は採れない｡

･ 適正なセーフティーネットに入っていない者を中心に考えるなど適用拡

大の対象を明確化すべき｡

･ 企業の事業への影響を含めた長期的 ･全体的な視点で考えるべき0

(2)パー ト労働者の就労実態及び適用拡大のパー ト労働者の働き方に対する影

響について

①ヒアリングの概要

○ 事業主団体からは､以下のような意見が寄せられた｡

･ 年末に集中する就業調整が労働力供給に支障を来している｡(介護業)

･ 現行制度における就業調整の発生は､パー ト労働者側の被扶養配偶者認

定基準内での就労の選択によるものであるから､適用拡大は更なる就業調

整をもたらすおそれがある｡(飲食業､小売業)

○ 労働組合などからは､以下のような意見が寄せられた｡

･ 主たる生計の担い手で正社員志向が強いパー ト労働者など､社会保険適

用を望む者は多く､適用拡大は必ずしも就業調整にはつながらないO(悼

報サービス業の労組)

･ 母子家庭のパー ト労働者はすべて､生計の担い手であり適用対象となる

べきQ(母子家庭団体)

②委員の意見の概要

○ 以下のような議論があった｡

･ 被扶養配偶者認定基準によって働き方が制限されることは良くない｡

･ 長期的には人口減少社会の中で就業人口を増やせるような､また､所得

階層の中間層を厚くしていけるような制度を構築することが必要である｡
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･ 雇用-の影響が避けられず､国際競争力の維持といった観点からも考え

なければならない｡

･ 従来は同じ労働時間である者が､適用拡大を機に､能力があって延長さ

れる者と､能力がなくて短縮される者に分かれるおそれがある｡

(3)適用拡大の企業経営に対する影響について

①ヒアリングの概要

○ 事業主団体からは､以下のような意見が寄せられた｡

･ 中小零細企業には社会保険料を払えるか払えないかという瀬戸際にある

企業も多く､適用拡大が行われれば廃業の増加が避けられない｡(生活衛生

業)

･ 企業のセーフティーネットや経過措置の整備がなければ経営が成り立た

ない｡(ビルメンテナンス業)

○ 労働組合などからは､以下のような意見が寄せられたO

･ 影響緩和措置は必要ではあるが､それがなければ適用拡大はできないと

いうことにはならない｡(飲食業の労組､小売業の労組)

･ 企業負担が賃金に転嫁されることが心配である｡(飲食業の労組､小売業

の労組)

･ 雇用調整を防ぐための政策が必要である｡(母子家庭団体)

②委員の意見の概要

○ 以下のような議論があった｡

･ 保険料率の段階的に引き上げが既に行われていることによって企業の社

会保険料負担は増大している一方で､リーマン･ショックや東日本大震災

の影響で収益が減少しているため､困窮している中小企業-の配慮が必要

である｡

･ 公平性の確保やセーフティーネットの拡充は重要だが､産業 ･業種の実

態を見つつ検討しなければ､目的とした政策効果が実現できず､むしろ逆

の結果を生じてしまうおそれがある｡

･ 社会保険料は企業にとって当然負担すべき必要コス トであって､どう軽

減するかという視点ではなく､企業が負担できるようにどう支援するかと

いう視点で考える必要がある｡

･ タイミングが悪いという意見はいつでも出てくる話であり､適用拡大と
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いう政策は遂行しなければならないO

(4)その他

①ヒアリングの概要

○ 事業主団体からは､以下のような意見が寄せられた｡

･ 年金を受給しながら働く者-の配慮が必要である｡(タクシー ･ハイヤー

業)

･ 適用拡大が行われれば､現行制度をもとに構築してきたビジネスモデル

が壊れてしまう｡(飲食業)

･ シンプルで判断が分かれにくい透明性のある基準を設定してほしい｡(人

材派遣業

②委員の意見の概要

○ 以下のような議論があった｡

･ 適用拡大に当たっては､医療保険者ごとの財政-の影響を十分に考慮す

べき｡

･ 適用拡大によって被扶養配偶者の手続などの事務が煩雑になる｡

･ 2以上事業所で働くパー ト労働者が増加することにより事務が煩雑にな

るといった問題もある｡

･ 第 3号被保険者制度や配偶者控除制度の見直しや短時間労働者対策な

ど､関連する政策との整合性を図りつつ検討することが必要である｡

Ⅱ.これまでの議論における論点の整理

○ これまで4回に渡り､計17団体から実施したヒアリングを通じて､パー ト労

働者の就業実態や､適用拡大が雇用 ･企業経営に与える影響､事業主団体 ･労

働組合の適用拡大に対する考え方を相当程度把握 したのではないか0

○ また､委員間の議論を通じて､社会保険の適用拡大については､一定の理解

が示されたのではないか｡

○ ただし､具体的な社会保険の適用拡大については､以下のような議論があり､

意見の集約には至っていないのではないか｡
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･ パー ト労働者の年金保障 ･医療保障の確立のために､適用範囲を可能な限

り広く設定すべき｡

･ 適用拡大が実施された場合に就業調整が発生する可能性や､経済状況､事

業主に生じる保険料及び事務負担､医療保険者 (被用者保険)-の財政影響

を十分考慮すべき｡

〇 第3号被保険者 ･被扶養配偶者の認定基準である ｢年収 130万円未満｣の見

直しについては､以下のような議論があり､意見の集約には至っていないので

はないか｡

･ 女性の活躍を阻害しており､引き下げるべき｡

･ 健康保険では被扶養者の保険の適用を維持するために被扶養者の認定基準

を引き上げてきた経緯があることに留意すべき｡

･ 給付内容が変わらないのに保険料だけが増加することについて国民-の十

分な説明が必要であり､慎重に対応すべき｡

○ 厳しい医療保険財政の中､保険者の負担増をどう考えるかという点について

は､以下のような議論があり､意見の集約には至っていないのではないか｡

･ いずれの医療保険者 (被用者保険)も財政状況は厳しく､特に健保組合に

ついては､これ以上負担が増えれば解散する可能性もある｡

･ 医療保険に財政影響があることはわかるが､公平性の議論とは分けて考え

るべきである｡適用拡大を行うことにより､社会保険をライフスタイルに中

立的な制度とすることは重要である｡

○ 適用拡大により企業経営に生じうる影響を緩和するための措置に関しては､

例えば段階的に適用拡大を行うなど､一定の配慮を行うことが必要であるとい

う点については概ね同意が得られたのではないか｡

〇 本特別部会においては､これらの論点について引き続き議論を進め､速やか

に結論を得ていくべきではないか｡

(以上)



これまでの議論の整理

1 希望者全員の65歳までの雇用確保について

(1)背景と現状

【就業者数､就業意欲､労働力率】

○ 全就業者数は平成32(2020)年には平成 21(2009)年と比較して約433万人減少

することが見込まれる中､60-64歳の就業者数も平成32(2020)年には平成21(2009)

年と比較して約 116万人減少することが見込まれている｡

○ 平成24(2012)年には､団塊の世代が､60歳代後半に達し､職業生活から引退し､

非労働力化する者が増加すると見込まれている｡

○ 我が国の高年齢者の就業意欲は非常に高く､65歳以上まで働きたいという人が約

9割を占めている｡

○ 平成 16(2004)年には54.7%であった 60-64歳の労働力率は､平成 21(2009)

年には60.2%と､年齢計の労働力率の推移と比較して､大きく上昇している｡

【年金制度】

○ 年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており.男性については､定額部分

は平成 25年度に65歳までの引上げが完了し､同年度から､報酬比例部分について

も61歳に引き上げられる (平成37年度までに65歳まで段階的に引上げ)0

【高年齢者に係る雇用制度の状況】

○ 現行の高年齢者雇用安定法では､60歳定年及び 65歳まで (平成 23年 10月時点

では64歳)の雇用確保措置は義務化､ただし労使協定により継続雇用制度の対象と

なる高年齢者に係る基準を定め､当該基準に基づく制度を導入したときは､継続雇

用制度を講じたものとみなしている｡

○ 実態としては､雇用確保措置を導入している企業の割合は､31人以上規模企業の

うち95.7%に遺しており､そのうち､①定年の引上げの措置を講じた企業の割合は

14.6%､②継続雇用制度を導入した企業の割合は82.6%､③定年の定めを廃止した

企業の割合は2.8%となっているo

O 全企業のうち､希望者全員が 65歳以上まで働ける企業の割合は 47.9%である｡

また､希望者全員が64歳 (平成23年 10月時点での雇用確保措置義務年齢)まで働

ける企業の割合は50.8%である｡

○ 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準制度により離職した者が定年到達

者全体に占める割合は1.8% (定年到達者約43万5千人中約7千 6百人)o

(2)論点

【具体的な検討事項】

○ 希望者全員が65歳まで働くことができるようにするための2013年度に向けた実

現可能な措置について

(主な意見)

(む少なくとも公的年金の支給開始年齢までは､雇用の場を確保することが必要であ

り､社会的要請ではないか｡

②公的年金の支給開始年齢の引上げに伴う対応は､企業の努力により雇用を確保し
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て解決するだけではなく､社会全体で取り組むべき課題ではないか｡

③現在の厳しい雇用環境下では､高年齢者雇用を増やせば､新卒者や若年者の雇用

を減らすというのが自然な企業行動ではないか｡

④若年者と高齢者では労働力の質が異なるのではないかo逆に､高齢者雇用のプラ

ス面にもっと目を向けるべきではないか｡

⑤労使､行政それぞれが､高齢化や公的年金の支給開始年齢の引上げへの対応につ

いて努力すべきではないか｡(使用者側は希望者全員の 65歳までの雇用確保､労

働者側は行政法規として制度導入義務を定めた現行法への理解､行政側は継続雇

用制度の運用解釈､ということについてそれぞれ努力)

○ 法定定年年齢の65歳までの引上げについて

(主な意見)

①60歳以降は働き方や暮らし方に対する労働者のニーズが多様であることを踏まえ

ると､直ちに法定定年年齢を 65歳とすることを義務づけるのは時期尚早であり､

将来的な課題ではないか｡

②現在 60歳定年制度は広く定着して機能しており､法律による定年年齢の引上げは

企業の労務管理上､極めて大きな影響を及ぼすので､議論できる状況にないので

はないか｡

③諸外国の制度に照らしても､法定定年年齢は公的年金支給開始年齢と合わせて引

き上げるのが自然ではないか｡

○ 希望者全員の継続雇用の確保について

(主な意見)

①継続雇用を希望する者が確実に雇用されるためには､継続雇用制度の対象となる

高年齢者に係る基準制度は､廃止すべきではないか｡･

②雇用確保措置の3つの選択肢と継続雇用制度における対象者に係る基垂制度は今

後も維持されるべきであり､労使自治の観点からも妥当ではないか｡スキル維持

や健康確保といった労使間の共通の目標として活用されている面もあるのではな

いか｡

③基準については､労使協定で定めることになっているが､労働者の過半数代表と

結ぶ場合もあるので､基準が必ずしも労使自治を担保するものではないのではな

いか｡

④当面の就労を希望する高齢労働者の増加を踏まえると､同一の企業の中だけでの

雇用の確保には限界があるため､継続雇用における雇用確保先の対象拡大が必要

ではないか｡

⑤少なくとも同じ企業グループ内における雇用確保措置でないと､使用者としての

責任を果たしているとは言えないのではないか｡

⑥労務提供できなくても希望すれば継続雇用の対象となるのか｡不要不急の仕事を

作ることまで求められるべきではないのではないか｡

⑦定年到達時に労務提供できなければ､再雇用にならないというのは疑問｡継続雇

用時も在職中の解雇権濫用法理と同じように考えるべきではないか0

○ 雇用確保措置が全ての企業で実施されるようにするための雇用確保措置の実効

性の確保について

(主な意見)
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①雇用確保措置をいずれも導入しない場合などにおける､私法上の効果を付与する

など実効性の確保が必要ではないか｡

②雇用確保措置を講じていない場合は義務違反なので､企業名公表はありうると思

うが､法律上､制度を導入する義務にとどまっているのに､私法上の効力を持た

せることは､均衡を失するのではないか｡

③私法上の効果を付与すると､制度導入義務を規定する高齢法の性格そのものを変

えることにならないか｡



2 生涯現役社会の実現に向けた環境の整備

(1)背景と現状

0 70歳まで働ける企業の割合は､全企業のうち17.6%にとどまっている｡

○ 平成 24(2012)年には､団塊の世代が 60歳台後半に達する中で､現在の高年齢

者等職業安定対策基本方針に定める事項は 65歳までの雇用機会の確保を主眼とし

たものとされている｡

○ 中高年齢者を取り巻く雇用情勢は依然として厳しく､いったん離職するとその再

就職は困難｡非自発的失業者のうち中高年齢者の占める割合は高く､失業期間も年

齢が高くなるほど長期化｡

○ 企業が55歳以上の中途採用を行わなかった理由について､｢希望する職務能力上

の要件を満たしていなかったから｣｢体力 ･健康面に不安があるから｣といった点

が挙げられている｡

求職活動支援書を作成した離職者数は平成23年6月1日現在で14,979人(定年､

継続雇用の終了又は解雇等による45歳以上 65歳未満の離職者数は424,051人)

にとどまっている (常用労働者数31人以上規模企業を集計)｡

○ 高齢期は個々の労働者の意欲 ･体力等に個人差があり､また家族の介護を要する

場合など家庭の状況等も異なるため､雇用就業形態や労働時間等のニーズが多様化

している｡

(2)論点

【具体的な検討事項】

○ 生涯現役社会の実現のための環境整備について

･高齢期における職業生活の充実のための職業能力開発 ･健康管理の在り方につい
て

･生涯現役社会の実現に向けた高年齢者等職業安定対策基本方針等による施策の推
進について

(主な意見)

①高齢者の職業能力開発や健康管理の推進を行って高齢者の技能等を生かしていく

とともに､若年者に伝承していくことが必要ではないか｡

②企業が高齢者の職業能力開発は投資した分を回収できないのではないか｡また､

健康管理は本人の意識と取組が重要なのではないか｡

③就業ニーズは多様になるが､キャリアコンサルティングの充実など公的バックア

ップとともに､企業も労働者が年齢にかかわりなく働けるよう､環境整備等に取

り組むべきではないか｡

④年齢が上がるにつれ就業ニーズは多様になるので､法律で一律に労働者が年齢に

かかわりなく働けるような環境整備等の取組を位置づけるのではなく､個別企業

での取組を支援すべきではないか｡

○ 事業主による再就職促進のための取組について

･企業による再就職援助推進に対する支援について

･求職活動支援書やジョブ ･カー ドの活用の普及促進について

(主な意見)

(む高齢法では再就職援助措置が努力義務となっているが､義務化するなどの取組の
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強化が必要ではないか｡

②再就職援助措置は多様でありコストを伴うので､一律の義務づけではなく､労使

協議の中で雇用確保を図っていくべきではないか｡

○ 多様な雇用 ･就業機会の確保について

(主な意見)

(か就業ニーズは多様になるが､キャリアコンサルティングの充実など公的バックア

ップとともに､企業も労働者が年齢にかかわりなく働けるよう､環境整備等に取

り組むべきではないか｡(再掲)

②年齢が上がるにつれ就業ニーズは多様になるので､法律で一律に労働者が年齢に

かかわりなく働けるような環境整備等の取組を位置づけるのではなく､個別企業

での取組を支援すべきではないか｡(再掲)

③多様な雇用 ･就業機会の確保はシルバー人材センターによるものだけではないの

ではないか｡



第 80回雇用保険部会 (H23.ll.18)提出資拳

雇用保険の財政運営に関する論点 ⑨

1.失業等給付に係る財政運営について

○ 失業等給付積立金の今後の推移について､どのように考えるか0

○ 平成23年の雇用保険法改正により､平成24年度から失業等給付に係る法定の保

険料率を ｢1.6%｣から ｢1.4%｣に引き下げる中で､弾力条項により引下げが可能

である平成24年度の保険料率について､どのように考えるか｡

○ 失業等給付に係る国庫負担割合の本則復帰について､平成23年の雇用保険法改正

により､｢引き続き検討を行い､できるだけ速やかに､安定財源を確保した上で (中

略)暫定措置を廃止するものとする｡｣とされていることを踏まえて､どのように

考えるか｡

2.雇用保険二事業に係る財政運営について

○ 依然として厳しい雇用失業情勢の中､雇用調整助成金の支出が多いことから､近

年支出が高い水準で推移していることについて､どのように考えるか｡

○ 雇用安定資金の今後の推移及び雇用保険二事業の財政安定化策について､どのよ

うに考えるか｡



⑩
検討項目 (秦)

匪二二頭

○ パー トタイム労働法の効果と課題

匡二二項

1 差別的取扱いの禁止 (法第8条)

2 賃金に関する均衡 (法第 9条)

3 教育訓練 (法第 10条)

4 福利厚生 (法第 11条)

5 通常の労働者への転換 (法第 12条)

6 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明 (法第 13条)

7 その他 (履行確保等)



⑪

今後の難病対策の検討に当たって (中間的な整理)

平成23年12月1日

厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会

1.難病に対する基本的な認識

○ 希少･難治性疾患は遺伝子レベルの変異が一因であるものが少なくなく､

人類の多様性の中で､一定の割合発生することが必然｡

○ その確率は非常に低いものの､国民の誰にでも発症しうる可能性がある｡

○ たまたま罷患した患者は重篤かつ慢性の症状に苦しみ､治療法が未確立

のため､患者･家族の医療費負担は長期かつ極めて重い｡

○ また､希少性故に､社会一般の理解が得られにくい上に､医療現場にお

いても専門的医療機関を探すことに困難を来すなどの問題がある0

○ 一方､国や地方公共団体の財政は厳しさを増しており､制度の安定性を

確保することが重要になってきている｡

○ また､本年6月に取りまとめられた社会保障 ,税一体改革成案において

は､難病医療費の支援のあり方を検討する旨が盛り込まれている0

○ こうした中にあっては､

(丑 難病の治療研究を推進し､治療法の早期確立を目指すこと､

② 医療費助成を広く国民の理解を得られる公平 ･公正な仕組みとするこ

と､

③ 医療体制の整備､国民への普及啓発､福祉サービスの充実､就労支援

等､総合的 .包括的な施策を講じること

により､従来の弱者対策の概念を超え､希少 ･難治性疾患の患者 ･家族を

我が国の社会が包含し､支援していくことが､これからの成熟した我が国

の社会にとってふさわしい｡
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2.現在の難病対策の課題について

① 医療責助成 ･研究事業の対象疾患が限られており､不公平感がある｡

② 医療費助成について､医師が患者のためを思い診断が甘くなる傾向が

あることが指摘されているほか､対象疾患追加の選定過程が不明確であ

るなど､事業の公正性に問題がある｡

③ 医療保険制度に上乗せされる他の公費負担医療制度との均衡が固られ

ているかどうか検討が必要｡

④ 医療費助成については､毎年総事業費が増加し､長年にわたり都道府

県の大幅な超過負担が続いており､不安定な制度となっていることから､

早急に超過負担を解消することが求められている｡

⑤ 治療研究の推進､医療体制の整備､国民への普及啓発､福祉サービス

の充実､就労支援等､総合的 ･包括的な施策が求められている｡

⑥ 事業の根幹について､希少 ･難治性疾患対策の基本となる法整備も視

野に入れて､検討する必要がある｡

3.今後の難病対策の見直しに当たってのポイント

①公平性の確保

希少 ･難治性疾患の患者を､公平に対策の対象とする｡

②公正性の確保

対策の実施にあたっては､透明性を確保し､認定の適正化を行うなど

公正性を確保する｡

③他制度との均衡の確保

制度の設計にあたっては､他制度との均衡を図る｡

④制度安定性の確保

将来にわたって安定的な制度とする｡

⑤総合的.包括的な施策の実施

治療法の早期確立のための治療研究の推進､医療体制の整備､国民全

体の理解を深めるための普及啓発､福祉サービスの充実､就労支援等を

始めとした総合的･包括的な施策を実施する｡

⑥法制化の検討

希少 ･難治性疾患対策の基本となる法整備も視野に入れて､実効的な

難病対策を実現できるよう､検討を進める｡
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4.今後の難病対策の見直しの方向性

ごくまれではあるが国民の中に一定の割合で発症する可能性のある難病

について､患者の長期かつ重度の精神的 ･身体的 ,経済的負担を社会全体

で支えることを目指す｡

このため､

○ 医療費助成について､事業の公正性､他制度との均衡､制度の安定性

の確保の観点に立ち､法制化も視野に入れ､希少 .難治性疾患を幅広く

公平に助成の対象とすることを検討する｡

○ また､希少 .難治性疾患の特性を踏まえ､治療研究の推進､医療体制

の整備､国民への普及啓発､福祉サービスの充実､就労支援等を始めと

した総合的 ･包括的な施策の実施や支援の仕組みを検討する｡

以上
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子ども・子育て新システムの実現の検討状況 
 

雇用均等・児童家庭局 
 
 
（１）主な検討事項 

子ども・子育て新システムの全体像、具体的な制度設計（すべての子ど
も・子育て家庭への支援の仕組み、幼保一体化、子ども・子育て会議、費
用負担など） 

 
（２）検討状況 
① 最近の検討状況 
○10月 18日 
子ども・子育て新システム検討会議作業グループ基本制度ＷＴ（第15回） 
・議題：国の基準と地方の裁量の関係、指定制における指定や総合施設（仮称）

の認可等の主体のあり方等について 

○11月 24日 
基本制度ＷＴ（第 16回） 
・議題：費用負担、イコールフッティングのあり方、市町村の関与のあり方、

ワーク・ライフ・バランス等について 

 

② 今後の日程と予定 
○12月６日 基本制度ＷＴ（第 17回） 
・議題：国の所管その他積残し事項 

○年内 基本制度ＷＴ（第 18回） 
・議題：新システムの成案とりまとめ 
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子どもに対する手当制度の検討状況 
 

雇用均等・児童家庭局 
 
 
（１） 主な検討事項 

平成 24年度以降の子どもに対する手当制度の具体的な制度設計（制度
内容、費用負担など） 

 
 
（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 
○ 10月 12日 子どもに対する手当制度に関する厚生労働大臣・地方６ 

団体意見交換会 
○  11 月 07 日 平成 24 年度以降の子どもに対する手当制度における国

と地方の費用負担の在り方について、厚生労働大臣より
地方 6団体の各会長に案を提示 

○  11月 29日  国と地方の協議の場 
 

② 今後の日程と予定 
○12月 

   ・地方団体や事業主団体との調整 
   ・政党間の協議 
   ・上記の調整を踏まえて、平成 24年度予算を編成 
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医療提供体制の見直しに係る検討状況 
 

医 政 局   
 

（１） 主な検討事項 
病院・病床機能の分化・強化、在宅医療の推進、医師の確保、チーム医

療の推進、臨床研究の推進 等 
 
（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 
ⅰ）医療部会 
○ 12月１日 第 24回社会保障審議会医療部会 
・議題：医療提供体制のあり方（チーム医療の推進、議論の整理等）、 

診療報酬改定の基本方針  
ⅱ）チーム医療推進会議 
 ○ 11月 18日 第 9回チーム医療推進会議 

・議題：看護業務検討WGの進捗状況（特定能力認証制度（仮称）骨子
（案））、チーム医療推進方策検討ＷＧの進捗状況 

 
② 今後の日程と予定 
 ○ 12月７日 第 10回チーム医療推進会議 

・議題：看護師特定能力認証制度骨子（案） 
 ○ 12月 8日 第 2５回社会保障審議会医療部会 

・議題：医療提供体制のあり方（病床区分、意見とりまとめ素案等） 
 
（３） 関係省庁 
○ 概算要求（重点化措置を含む。）の折衝において、法制化の是非につい
ても財務省と折衝中。 

○ この結果を踏まえて、今後、総務省と折衝予定。 
 

（４） 与党関係 
  ○ 民主党・厚生労働部門会議 医療・介護WTにおいて議論。 

・10月 28日：「社会保障・税一体改革成案」の検討状況 
・11月４日 ：関係団体ヒアリング 
・11月８日 ：診療報酬・介護報酬同時改定 
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・11月 10日：医療・介護制度改革 
・11月 16日：社会保障・税一体改革調査会（医療・介護制度改革） 
・11月 17日：診療報酬・介護報酬同時改定と医療・介護制度改革 
・11月 22日：議論の整理案 
・11月 29日：議論の整理（とりまとめ） 
 

  ○ 医療・介護WTにチーム医療小委員会設置。 
・11月 8日：「チーム医療推進会議」の検討状況（厚労省ヒアリング） 
・11月 17日：関係団体ヒアリング① 
・11月 22日：関係団体ヒアリング② 
・11月 24日：特定看護師（仮称）業務試行事業ヒアリング 
・11月 29日：中間取りまとめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

医療保険制度改革・診療報酬改定の検討状況 
 

保 険 局  
 
（１）主な検討事項 

高度・長期医療への対応と給付の重点化（高額療養費の見直しと受診時
定額負担の導入）、市町村国保の財政基盤の安定化・強化・広域化、高齢
者医療の見直し、診療報酬改定 

 
（２）検討状況 
① 最近の検討状況 
○ １１月３０日 中医協 
・議題：後発医薬品の使用促進、歯科診療報酬、調剤報酬 等 
 

○ １２月１日 医療保険部会 
・議題：高齢者医療制度の見直し、協会けんぽの財政健全化の取組、 

議論の整理（案）  等 
 
○ １２月２日 中医協 
・議題：薬価調査及び特定保険医療材料価格調査 等 

 
○１２月５日 医療保険部会 
 ・議題：議論の整理 等 
 

② 今後の日程と予定 
○ １２月７日 中医協 

 
（３）その他 
○ 民主党・厚生労働部門会議 医療・介護WTにおいて議論。 
・10月 28日：「社会保障・税一体改革成案」の検討状況 
・11月４日 ：関係団体ヒアリング 
・11月８日 ：診療報酬・介護報酬同時改定 
・11月 10日：医療・介護制度改革 
・11月 16日：社会保障・税一体改革調査会（医療・介護制度改革） 
・11月 17日：診療報酬・介護報酬同時改定と医療・介護制度改革 
・11月 22日：議論の整理案 
・11月 29日：議論の整理（とりまとめ） 
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介護保険制度改革の検討状況 
 

老 健 局   
（１） 主な検討事項 

○処遇改善のための財源確保策を含む制度見直しに関する論点の検討 
・介護納付金の総報酬割導入 
・給付の重点化 
・１号保険料の低所得者保険料軽減強化 

○介護報酬改定 
 

（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 
○ １１月２４日 介護保険部会 
・議題：社会保障・税一体改革における介護分野の制度見直しに関するこ

れまでの議論の整理について 
・議論の整理：介護納付金の総報酬割導入や利用者負担などの論点につい

て、両論併記で整理。 
・当日の議論を踏まえたとりまとめ案文の修正については、部会長一任し、
１１月３０日にとりまとめ。 

 
○ １２月５日 介護給付費分科会 
・議題：平成２４年度介護報酬改定に関する審議報告（案）について 
審議報告（案）の概要 
・地域包括ケアシステムの基盤強化 

    介護サービスの充実・強化を図るとともに、給付の重点化や介護 
予防・重度化予防について取り組み、地域包括ケアシステムの基 
盤強化を図る。 

・医療と介護の役割分担・連携強化 
・介護職員の処遇改善 等 

 
（３）その他 
○ 民主党・厚生労働部門会議 医療・介護WTにおいて議論。 
・10月 28日：「社会保障・税一体改革成案」の検討状況 
・11月４日 ：関係団体ヒアリング 
・11月８日 ：診療報酬・介護報酬同時改定 
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・11月 10日：医療・介護制度改革 
・11月 16日：社会保障・税一体改革調査会（医療・介護制度改革） 
・11月 17日：診療報酬・介護報酬同時改定と医療・介護制度改革 
・11月 22日：議論の整理案 
・11月 29日：まとめ 
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現行の年金制度の改善の検討状況 
 

年 金 局  
 
 
（１）  主な検討事項 

基礎年金国庫負担２分の１の確保、最低保障機能の強化、高所得者の年
金給付の見直し、第３号被保険者制度の見直し、在職老齢年金の見直し、
マクロ経済スライド、支給開始年齢引き上げ等 
 

 
（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 
○ １２月１日 第７回社会保障審議会年金部会 
・議  題：これまでの議論の整理 
・主な意見：特例水準の解消を年金財政への影響を分析した上で実施す

べき、低所得者への加算と高所得者の年金額の調整はセッ
トで行うべきなど 

 
② 今後の日程と予定 

未定 
 
（３）その他 
○ 民主党厚生労働部門会議 年金ＷＴ（座長：和田隆志議員） 

１１月２日 第１回WT 行政ヒアリング 
   ８日 第２回WT 有識者ヒアリング 
   10日 第３回WT 団体ヒアリング 

15日 第４回WT 有識者ヒアリング 
17日 第５回WT 議員間協議 
22日 第６回WT 議員間協議 
24日 第７回ＷＴ 議員間協議 
29日 第８回WT 議員間協議 
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短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大の検討状況 

 
保険局・年金局  

 
 
（１） 主な検討事項 

短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の具体的な適用の在り方等 
 
（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 
○ 11月 30日 第 9回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等
に関する特別部会 
・議題：短時間労働者への社会保険適用を巡る現状及び論点 

  
 

② 今後の日程と予定 
未定 
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就労促進の検討状況 
職業安定局   

（１）  主な検討事項 
(ｱ) 年齢にかかわりなく働き続けることができる社会づくり等 
（希望者全員の６５歳までの雇用確保策等） 

(ｲ) 雇用の安定や処遇の改善に向けた非正規雇用に関する総合的ビジョン 
(ｳ) 雇用保険・求職者支援制度の財源 

 
（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 

(ｱ) 11月 22日 第 46回労働政策審議会 雇用対策基本問題部会 
・議題：高年齢者雇用について 
・主な意見：労働者側からは、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る
基準は廃止するべきという意見。使用者側からは、基準制度を含めた現行
制度は維持すべきという意見。  
(ｲ) 10月２7日 第６回非正規雇用のビジョンに関する懇談会 
・議題：企業からのヒアリング 
（非正規労働者等の人事管理制度の実態等についてヒアリングを実施。）。 
(ｳ) 11月 18日 第 80回労働政策審議会 雇用保険部会 
・議題：雇用保険制度の今後の在り方について 
（雇用保険の財政運営について） 
主な意見：国庫負担については、労使ともに早期に本来の国庫負担に戻す
べきとの意見。 

②  今後の日程と予定 
(ｱ) 12月 14日 第 47回労働政策審議会 雇用対策基本問題部会 

 (ｲ) 次回の非正規雇用のビジョンに関する懇談会の開催時期は未定。 
（有期労働契約の法制度、パートタイム労働法、短時間労働者への被用
者保険の適用拡大に関する議論の状況等を踏まえ２回程度開催し、と
りまとめに向けて検討を行う。） 

(ｳ) 1２月７日 第 8１回労働政策審議会 雇用保険部会 
・議題：雇用保険制度の今後の在り方について 
（これまで出された主な意見等） 

（３）その他 
  ○民主党厚生労働部門会議に雇用ＷＴが設置され、11月 29日に「中間 

とりまとめ」を取りまとめ。 
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ディーセントワークの実現の検討状況 
 

労働基準局  
 
（１）主な検討事項 
○ 有期契約労働者の雇用の安定や処遇の改善に向けた法制度の整備の検討 
○ 長時間労働抑制やメンタルヘルス対策による労働者の健康・安全の確保 

 
 
（２）検討状況 
① 最近の検討状況 
（ア）有期労働契約について 
○ 10月 24日、11月 8日、11月 24日、12月５日  

労働政策審議会労働条件分科会 
 

（イ）労働安全衛生法について 
○ 10月５日、20日、26日 民主党厚生労働部門会議 
・議題：労働安全衛生法改正法案について議論  

○ 10月 24日 労働政策審議会安全衛生分科会 
 ・労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱について諮問・答申 
○ 12月 2日 労働安全衛生法の一部改正法律案を臨時国会に提出 

 
② 今後の日程と予定 
（ア）有期労働契約について 
○ 有期労働契約については引き続き審議を進め、今月中に結論を取りまと

め予定。 
○ 労働政策審議会の議論を踏まえ、雇用の安定や処遇の改善に向けた法制

度の整備を検討し、関連する法案を次期通常国会に提出予定。 
 
（３）その他 
 ○民主党厚生労働部門会議に雇用ＷＴが設置され、11月 29日に「中間とり 

まとめ」を取りまとめ。 
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今後のパートタイム労働対策の検討状況 
 
 

雇用均等・児童家庭局 
 
 
（１）主な検討事項 

今後のパートタイム労働対策について 
 
（２）検討状況 

① 最近の検討状況 
 ○ ９月２７日 労働政策審議会雇用均等分科会 

・ 議題：「今後のパートタイム労働対策に関する研究会報告書」に
ついて ほか 

○ １０月１４日 労働政策審議会雇用均等分科会 
・ 議題：関連する審議会等の経過及び検討項目について ほか 

○ １０月２５日 労働政策審議会雇用均等分科会 
    ・ 議題：パートタイム労働法の改正の効果等について 等 

 ○ １１月２８日 労働政策審議会雇用均等分科会 
・ 議題：論点に基づく議論（待遇の決定に当たって考慮した事項の
説明について及び履行確保について） 等 
 

② 今後の日程と予定 
 ○ 12月 6日 労働政策審議会雇用均等分科会 

 
以後、引き続き雇用均等分科会を開催し、平成２３年中の議論の取り
まとめに向けて検討を行う。 

 
（３）その他 
  

○民主党厚生労働部門会議に雇用ＷＴが設置され、11月 29日に「中間
とりまとめ」を取りまとめ。 
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生活保護制度の見直し及び生活保護基準の検証の検討状況 
 

社 会 ・ 援 護 局 
（１）主な検討事項 
（生活保護制度の見直し） 

①生活保護受給者の就労・自立支援、②医療扶助や住宅扶助の適正化、
③保護費の適正支給の確保、④第２のセーフティネットと生活保護の関係
等。 

（基準の検証） 
生活保護基準について、５年に１度実施される全国消費実態調査のデー

タ等を用いて、現在の生活扶助基準額が一般の低所得世帯の消費実態と適
切に均衡が図られているかなど、専門的かつ客観的に評価・検証を行う。 

 
（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 
（基準の検証） 
○ １２月１３日 第８回社会保障審議会生活保護基準部会 
・議題：生活保護基準の検証について（生活保護基準の検証方針等につい

て議論） 
（生活保護制度の見直し） 
○ １１月２１日 第８回生活保護制度に関する国と地方の協議事務会合
（後日議事概要を HPに掲載） 

② 今後の日程と予定 
（生活保護制度の見直し） 
○ 引き続き調整を行い、１２月１２日に厚労省政務三役と都道府県・市
町村首長による協議（ハイレベル会合）を開催してとりまとめ予定。 

（基準の検証） 
○ １２月中に総務省より全国消費実態調査の個票データを入手し、検証
作業のための特別集計を開始。今後、一定の集計結果がまとまり次第具
体的な検証作業を開始。 

○ 生活保護基準部会において平成２４年後半を目途に報告書をとりまと
め予定。 

（民主党生活保護WT） 
○ １１月２９日に開催された第４回生活保護ＷＴ（座長：梅村聡議員）
において、中間とりまとめ。 
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障害者施策の検討状況 
 

社会・援護局障害保健福祉部 
 
（１） 主な検討事項 

総合的な障害者施策の充実（制度の谷間のない支援、地域移行・地域  
生活の支援） 
 

（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 
○ 8月 30日 第 18回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 

 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」とりまとめ 
 
○ 10月 27日 第１回民主党厚生労働部門障がい者WT（座長：中根 
康浩議員） 
・議題：障害者自立支援法に係る経緯について厚生労働省からヒアリング 
 
○ 11月２日 第２回民主党厚生労働部門障がい者WT 
・議題：「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」について

地方３団体からヒアリング 
 
○ 11月８日 第３回民主党厚生労働部門障がい者WT 
・議題：障害保健福祉施策等について厚生労働省からヒアリング 
  ①予算、新体系移行について 
  ②難病患者等居宅生活支援事業、小児慢性特定疾患児日常生活用具給

付事業について 
 
○ 11月 15日  第 4回～第８回 民主党厚生労働部門障がい者WT 
○ 11月 18日  ・議題：総合福祉法（仮称）に盛り込むべき事項 
○ 11月 22日      について団体ヒアリング 
○ 11月 29日 
○ 12月 1日 

      
② 今後の日程と予定 
○ 引き続き、民主党厚生労働部門障がい者 WT において、関係団体から
のヒアリングや議員間討議を予定。 
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難病対策の検討状況 
 
 

健 康 局   
 
（１） 主な検討事項 

難病対策について、医療費助成や研究事業の在り方、福祉、就労・雇用
支援施策等、制度横断的な検討を行う。 

 
（２） 検討状況 
① 最近の検討状況 
○ ９月 27日 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会（第 14回） 
・議題：難病対策の現状について 
・議論の内容：委員会全体として難病対策の現状を共有。  
○ 10月 19日 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会（第 15回） 
・議題：これまでの委員会における議論の論点整理、難病の範囲について 
・議論の内容：委員会全体として今後検討すべき論点を共有。また、難病

の範囲について専門家に検討を依頼することを決定。 
○ 11月 1日 新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム（第 4回） 

※ 座長：辻副大臣、副座長：藤田政務官・津田政務官、構成員：省内関係部局長 

・議題：今後の難病対策の方向性について 
○ 11月 10日 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会（第 16回） 
・議題：関係者ヒアリング 
○ 11月 14日 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会（第 17回） 
・議題：関係者ヒアリング、論点整理の修正 
○ 11月 22日 民主党難病対策小委員会（第 1回） 
・議題：厚労省ヒアリング（難病対策の現状と課題）、今後の進め方  
○ 11月 25日 民主党難病対策小委員会（第 2回） 
・議題：厚労省ヒアリング（障害者総合福祉法と難病問題）等  
○ 12月 1日 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会（第 18回） 
・議題：中間的な整理、関係者ヒアリング、論定整理の修正等 
○ 12月 1日 民主党難病対策小委員会（第 3回） 
・議題：患者団体・厚労省ヒアリング（高額療養費）、難病対策委員会に

おける中間的な整理の報告  
○ 12月 2日 新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム（第 5回） 
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・議題：難病対策委員会における中間的な整理の報告 
  
② 今後の日程と予定 
 
○ 12月 22日 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会（第 19回） 
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● このパンフレットのお問い合わせは、「内閣官房社会保障改革担当室」まで :03-5253-2111（代）



はじめに
このパンフレットの発行の目的

　「ゆりかごから墓場まで」という言葉に象徴されるように、子育て支援、
医療、介護、年金といった社会保障制度は、いまや私たちの人生の様々な
局面で、安心を裏付けるものとなっています。

　現在の社会保障制度の土台ができたのは、今から５０年前。高度経済成長
に支えられながら、１９６１年に、全ての国民が保険証１枚で医療機関にかかる
ことができる医療保険の対象となり、また、全ての国民が老後の年金の対象
となりました。（「国民皆保険」「国民皆年金」）

　これらはもはや私たちの中では、人生設計や日々の生活の一部として
当然のものとなっているかもしれません。気づかない間に、私たち日本人は、
社会保障を通じてつながっているのです。

　しかし、半世紀を経て、私たちの目から見えにくいところで社会保障制度
を取り巻く環境は大きく変化してきています。少子高齢化が進み、政府の
財政赤字は拡大しています。また、待機児童への対応など新たなニーズも
発生しています。

　今回の「社会保障と税の一体改革」は、現在の社会保障を「守り」「充実し」、
そして、みんなで支え合う仕組みをもう一度作り上げるものです。

　すでに、政府与党としての改革案※注（「成案」）が2011年６月に決定
されています。今後法案化を図った上で国会の議論に付していく予定です。
　なぜ改革が必要なのか、そして、どういった改革に取り組む必要がある
のか、これは、私たち国民一人一人に直接関わりのある取組みです。

　本パンフレットはこれらについて、基本的な内容を解説させていただい
たものです。どうぞお役立てください。

21

※注 「政府・与党社会保障改革検討本部決定『社会保障・税一体改革成案』」
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百

「安心を支え合う日本」のために
考えていただきたい３つのこと

必要なサービスとは？
　高齢者が増えるとともに、医療・年金・介護の費用が増えています。
　さらに、子育て世帯を支援すること、地域内で切れ目のない医療・介護
サービスを提供することなどの新たなニーズも発生しています。
　これからの私たちはもちろん、私たちの子どもや孫も安心して生活を営む
ことができるような「全世代型」の社会保障制度を作っていくことが必要です。

そのサービスに必要な負担は？
　社会保障に必要な費用は、私たち全員で支え合い、負担するべきものです。
　しかし実際には、サービスに必要な費用を私たちの負担だけではまかなえず、
将来世代へ先送りしてしまっています。
　未来の若者に、過去の借金を背負わせることのないように、必要な負担を
分かち合うことが必要です。

公平・納得の支え合いとは？
　制度を長持ちさせるためには、一人一人が公平で納得のできる仕組みと
することが必要です。
　そのためには、世代間、世代内でサービスや負担の水準が公平でなけ
ればなりません。また、みんなの負担で支えるものとして、みんなが納得
できる内容でなければなりません。
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私たちの生活と
社会保障のかかわり

6 5

社会保障と税の明日を考える

安心を支える

負担を分かち合う

～私たちの生活のどの場面に社会保障がかかわり、
　どのように負担を分かち合っているのでしょうか～

　負担の分かち合いの基本は保険料です。
　医療、介護、年金、失業など誰もが遭遇するリスクについては、
みんなが収入等に応じて保険料を負担し、助け合います。

保険料
　所得水準からみて保険料でまか
なえない分や低所得者向けの施策
については税金で対応します。

　医療・介護等のサービスを受ける
際には、その費用の一部を負担
します。

●公的医療保険

●様々な子育て支援策

●他にも、困っている人々を支える
ための様々な仕組みがあります
　（生活保護などの貧困・格差対策や
　障害者福祉などの福祉施策）

●妊婦健診、出産手当金・出産育児
　一時金の支給、育児休業制度など

●幼児教育・保育の提供、地域子育て
支援、子どものための現金給付の
支給など

●雇用保険、能力開発、
　労災保険、安定的雇用の確保

●若者・女性・高齢者・障害者の
　雇用促進

●保育所・幼稚園・放課後児童クラブ

子ども期 成年期
（就職）

成年期
（結婚・出産・子育て）

高齢期

税 利用者負担

●老齢年金

●介護保険

●高齢者医療
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私たちの社会保障制度

87

社会保障と税の明日を考える

日本の社会保障制度の特長
　日本の社会保障制度は、戦後、社会保険を中核として発展し、1960～70年代にその
骨格が完成しました。

これから、私たちは・・・
　「国民皆保険・皆年金」達成後の50年間も、社会経済情勢の大きな変化が続いています。
私たちの将来、あるいは私たちの子や孫の世代のために、これからも社会保障制度を守り、
進化させ、受け継いでいくことが必要です。

　現在の日本の社会保障制度は、先進諸国と比較しても遜色ないものとなっています。

～まもり、受け継ぐべきものがあります～

すべての人を対象とする
国民皆保険・皆年金の達成
この時代の日本社会の特徴
●正規雇用・終身雇用・完全雇用
●核家族モデル（特に専業主婦）
●地域社会のつながりが存在

医療

介護

年金

フリーアクセス
　患者が保険証1枚で好きな医療機関を受診できる「フリーアクセス制」
は、日本の医療の大きな特徴で世界的にも高く評価されています。

介護の社会化
　2000年に介護保険制度が創設され、今や、国民生活に不可欠な制度
として定着しています。

老後の生活の柱として定着
　1961年に国民皆年金制度が確立され、年金は老後の生活の柱となって
います。

世界的に評価が高い日本の医療制度
・新生児死亡率の低さ　第1位／193カ国中（世界保健統計2011）
・平均寿命            　第1位／193カ国中（世界保健統計2011）
・WHO総合評価     　第1位／191カ国中
（WHO「世界保健報告2000」による保健衛生システムの目標達成度の評価）

■高齢者世帯の収入の7割が年金 ■6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活

■社会経済情勢は常に変化しています

（出所）平成22年国民生活基礎調査（厚生労働省） （出所）平成21年国民生活基礎調査（厚生労働省）

全てが
公的年金・
恩給

公的年金・
恩給が総所得に
占める割合

高齢者世帯
1世帯あたり
平均所得金額
307.9万円 63.5%

公的年金・恩給
216.2万円
（70.2％）稼働所得

53.2万円（17.3％）

財産所得
18.2万円（5.9％）

仕送り・企業年金・個人年金・
その他の所得
17.7万円（5.7％）

公的年金・恩給以外の
社会保障給付金
2.5万円（0.8％）

20～40％未満
6.1％

40～60％未満
8.3％

60～80％未満
9.4％

80～100％未満
9.9％

20％未満
2.8％

少子高齢化 雇用基盤の変化

家族のあり方の変容
経済成長の停滞

人口減少社会の到来、
急激な高齢化 非正規労働者の増加

三世代同居の減少、
高齢独居世帯の増加

○子ども・子育て支援を強化します
○医療・介護の安心を維持・向上し
ます
○雇用や貧困・格差の問題にも
対応します

新たなニーズに対応した制度へ
○急増する社会保障給付をみんな
で支えます
～現役世代も、高齢者も、企業も～
～社会保障を支える財源を次世代
に先送りしない～

みんなで支える制度へ

高齢化率
合計特殊出生率
世帯主65歳以上
単身・夫婦のみ
世帯数
共働き世帯数

実質経済成長率

7.9％（1970）
2.13（1970）

96万世帯（1970）

614万世帯（1980）
9.1％
（1956-73年度平均）

23.1％（2010）
1.39（2010）

851万世帯（2005）

1,012万世帯（2010）
0.9％
（1991-2010年度平均）

従前 現在

（出所）高齢化率については総務省「人口推計」「国勢調査」、合計特殊出生率については厚生労働省「人口動態統計」、
　　　世帯主65歳以上単身・夫婦のみ世帯数については国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」、共働き世帯数
　　　については総務省「労働力調査」、実質経済成長率については内閣府「国民経済計算」
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社会保障に求められる改革像
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社会保障と税の明日を考える

●急速な少子化の進行を押しとどめるため、「未来への投資」として子ども・子育て家庭
への支援を行い、結婚・出産・子育ての希望がかなう社会を実現しなければなりません。

●高齢化等に伴う医療ニーズの増大等に対応し、医療・介護サービスを連携させながら、
急性期の入院治療や在宅医療・介護を充実させなければなりません。

雇用や貧困・格差の問題への対応 長続きする制度とするために
●非正規労働者の増加や、貧困・格差の問題に対応し、すべての人に出番がある社会を実現
しなければなりません。

●日本では、今後も世界で最も速く高齢化が進行する見込みです。
　この高齢者数の増大により、現在の年金・医療・介護のサービス水準を維持するだけでも、
年間１兆円を超える税金投入の「自然増」が発生しています。この財源を確保して、長続き
する制度としなければなりません。
●また、基礎年金の支給額の２分の１は税金から投入することとなっていますが、この財源も
確保する必要があります。

～社会や経済の姿が変化するとともに改革が求められています～

子ども・子育て支援の強化 医療・介護の安心の確保

●すべての子ども・子育て家庭への支援を量・質ともに充実
●女性の就業率向上、将来の社会保障・経済の担い手の増

待機児童の解消（保育、放課後児童クラブ）

こども園（仮称）を創設し、利用しやすく、
質の高い学校教育・保育を実現。

すべての子育て家庭への支援も充実

急性期医療への資金・人員の集中投入などにより、 
職場や地域生活へ早期復帰

在宅医療・介護の充実 (「地域包括ケアシステム」に
より、日常生活圏域内で、医療、介護、 予防、住まい
などの切れ目ない提供を目指します)

短時間労働者への社会保険適用拡大

社会保険制度における低所得者対策の強化

非正規労働者の雇用の安定や公正な待遇の確保 

若者・女性・高齢者・障害者の雇用対策の強化

求職者支援制度による就職・生活の支援

当面、2014年度までに　３歳未満児の保育所等75万人▶102万人（３歳未満児の35％）
　　　　　　　　　　　 延長保育等　　　　　79万人▶  96万人
 　　　　　　　　　　　放課後児童クラブ　　81万人▶111万人

高度急性期の人員　　　  2025年度に現行から2倍増
在宅医療等利用者　　　 2011年 17万人/日▶2025年29万人/日
居宅系・在宅介護利用者　2011年 335万人/日▶2025年510万人/日

●全員参加型社会、「ディーセント・ワーク(働きがいのある
　人間らしい仕事)」の実現
●重層的なセーフティネットの構築

●将来世代に負担を先送りしない長続きする制度の実現
●制度の信頼感を向上させ消費活動の活性化を促す

●病気になっても、職場や地域生活へ早期復帰
●住み慣れた地域で必要な医療や介護が受けられる

（出所）厚生労働省H21病院報告、OECD Health Data 2011
※１.病床種別毎の日数は一般18.5日、療養179.5日、精神307.4日
※2.2008年のデータ
※3.実際に臨床にあたる職員に加え、研究機関等で勤務する職員を含む。

(出所)2000年までは総務省「労働力調査(特別調査)」(2月調査)、
　　  2005年以降は総務省「労働力調査(詳細集計)」(年平均)による。 

(出所)高齢化率:日本については、総務省「国勢調査」及び国立社会保障・
　　  人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」による。 諸外国については、国際連合「World Population Prospects」による。

（出所）厚生労働省「保育所入所待機児童数調査」
　　　総務省「人口推計年報」
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社会保障の増加と財政
　社会保障の費用は日本の財政の大きな部分を占め、毎年、増加しています。
　諸外国では社会保障の増加に伴い、負担も増やしていますが、日本は、社会保障
を増やしているのに負担はむしろ減っています。
　そして、これが日本の財政悪化の要因にもなっています。

　このような財政の悪化により、日本の借金の残高は、国際的にも歴史的にも最悪の
水準にあります。
　借金は将来の世代への負担の先送りです。
　このままでは、子ども、孫、ひ孫たちに過重な借金を背負わせることになってしまいます。

日本は社会保障支出が
増えているのに、
国民負担率は

むしろ減っています。

先進国の中でも、
日本は債務残高が
突出しています。

バブル崩壊以降、
国の債務残高が急速に
拡大しています。

他の経費は減少ないし
横ばいである一方で、
社会保障に必要な経費は
急激に上がっています。

政
府
の
社
会
保
障
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比
）増
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（出所）社会保障支出:IMF「Government Finance Statistics Yearbook 2002」、OECD「Economic Outlook 76」、
　　　同「National Accounts 2010 vol.II」、同「Stat Extracts National Accounts」
　　　国民負担率:OECD「 National Accounts 2010 vol II」、
　　　同「Revenue Statistics」、内閣府「国民経済計算」等
(注)1.数値は一般政府(中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの)ベース。 
　  2.国民負担率:日本は、1990年度及び2008年度は実績、2010年度は見通し。その他の国は1991年及び2008年の実績。 
     3.政府の社会保障支出:日本は1990年度、2008年度は実績、2010年度は財務省による粗い試算。その他の国はいずれも実績(暦年値)。
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「支え合い」をつなげるために
　これからの日本では、急速な少子高齢化が進行し、支える側と支えられる側のバランス
が大きく変化していきます。
　今後は、支え手となる人の範囲を広げるなど、このバランスを見直すとともに、支え手と
なる将来世代に、過去の借金まで背負わせることのないように、今の借金に依存した体質を
早く改善する必要があります。

財政の健全化
　こうした借金に依存した体質を改善し、借金の残高が経済の規模を超えて拡大して
いる状況から脱け出すため、政府は2010年６月に閣議決定した「財政運営戦略」の中で、
●「基礎的財政収支」（プライマリー・バランス）について、2015年度までに赤字（対GDP比）
を半減し、2020年度までに黒字化する
●2021年度以降、公債等残高（対GDP比）を安定的に低下させる
　という財政健全化目標を掲げています。
　この財政健全化目標は、最近のサミットなどの国際会議でも我が国が達成すべき目標
として位置づけられており、国際的な信用を守るためにも、この目標の実現に向けて取り
組んでいくことが大切です。
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■総人口と65歳以上人口割合
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（出所）国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」
         （出生中位、死亡中位の場合）

［65歳以上人口：その他世代人口］

［1年間の出生数］
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15歳未満

65歳以上

15～64歳

15歳未満

今から、約40年後には
人口の４割を65歳以上が占めます。
そのうえ、出生数は約半分に激減すると

推計されています。

基礎的財政収支とは？ 　政策的な経費をその年の税収等で賄えている
　かどうかを示す財政収支。

借金返済
及び利払費借金

税収等

歳入 歳出

社会保障
関係費

公共事業費
など

※内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年8月12日）による平成23年度の国・地方の基礎的財政収支数値
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この数値を黒字化することが、
債務残高の対GDP比の
安定化に向けた
第一歩とされています。▲28.4兆円

の赤字
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「支え合い」をつなげるために
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社会保障の安定財源の確保
　「成案」による消費税率５％の引き上げは、社会保障を維持・充実し、同時に財政健全化
も達成するためのものです。

社会保障の充実
　「成案」では、制度の充実のために2.7兆円（2015年度）を確保することにしています。

　「社会保障・税一体改革成案」では、今の社会保障に必要な改革の姿を示した
上で、社会保障改革と財政健全化の同時達成のために、2010年代半ばまでに
消費税率の5％引き上げが必要だとしています。

（国・地方）

消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増 １％相当

機能強化
制度改革に伴う増

高齢化等に伴う増

年金２分の１（安定財源）

機能維持

１％相当

１％相当

１％相当

１％相当

充実 　～3.8兆円程度
重点化・効率化 ～▲1.2兆円程度

⇒2.7兆円程度

●保育の供給量を増やすことで、
待機児童を解消。

●幼保一体化により、
小学校就学前の子どもに質の
高い学校教育・保育を保障。
保育の量的拡充・質の改善

０．７兆円
程度

０．６兆円
程度

１兆円弱
程度

０．６兆円
程度

充
実
策
と
効
率
化
策
を
合
わ
せ
、

２．７
兆
円
程
度（
消
費
税
約
１
％
分
）

2015年度所要額（国・地方）
（充実策と効率化策の差額）「成案」による主な充実内容

消費税収
社会保障
（国・地方）

子育て

医療・
介護
等

年金

●どこに住んでいても、
　必要な高度な急性期などの
　入院治療、在宅の医療・介護を安心
　して受けられるようにこれらを充実

●低所得者等の
国民健康保険・介護保険料の軽減

●低所得者対策・逆進性対策等の検討

●低所得者への加算
●障害基礎年金への加算
●受給資格期間の短縮

※子ども・子育て支援については、税制抜本改革以外の財源もあわせ１兆円超程度の措置を今後検討。（注）基礎年金の支給額のうち、税金による負担の割合を36.5％から2分の1に引き上げるための財源

財
政
健
全
化
に
も
寄
与（
3
％
分
相
当
）

年金・
高齢者医療・
介護

（高齢者３経費）

年金・医療・
介護・少子化
（４経費）

消費税収
（国・地方）
5%

財政健全化と
社会保障の機能強化に
同時に取り組む
必要があります。

5％

（将来世代への負担の先送りの軽減）

（注）
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子育て世帯
誰もが安心して、子どもを生み・育てること

のできる社会

若者をはじめ  とした現役世代

私たちの子  や孫の世代

就労を促進する   ことなどにより、
社会保障を支え   る基盤を強化する

に負担を先送り   しない仕組みへ

高齢者
医療・介護が必要になっても、
住み慣れた地域での暮らしを

継続できる社会

支え  合い
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■社会保障以外の歳出規模の国際比較（対GDP比）

オーストリア

(出所)高齢化率:日本については、総務省「国勢調査」及び国立社会保障・ 人口問題研究所
　　 「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」による。 
　　  諸外国については、国際連合「World Population Prospects」による。

社会保障と税の一体改革 ８つの疑問

2019

社会保障と税の明日を考える

Q1

Q2

Q3

Q4

　改革が遅れれば、
　●現在の年金・医療・介護などのサービスが、財源不足となり、維持できなくなるおそれが
　　あります。
　●待機児童問題などの解消も難しくなります。
　●借金で社会保障サービスを行っている状態がひどくなり、私たちの子や孫の世代に
　過大な負担を強いることになります。

　経済が成長すれば、一般的には、税収は増加します。
　しかし、高齢化によって、社会保障費用は、経済の成長を大きく上回るペースで増加
しています。
　この状況では、経済成長による税収増だけで、今でも不足している社会保障の財源を
賄い、財政を健全化するのは困難です。
　経済成長を目指しつつも、この一体改革を着実に進める必要があります。

　歳出はできる限り削減すべく、
　今後も努力していかなければ
なりません。
　しかし、日本では、高齢者数の
増大により、現在の年金・医療・
介護等のサービス水準を維持
するだけでも、年間１兆円を超
える税金投入の「自然増」が発生
しています。
　こうした中で、社会保障以外の
政府の支出は国際的にも最低
水準まで減少してしまっており、
歳出削減にも限界があります。
　これらを考えれば、社会保障
の維持・充実のために、歳出削減
努力とともに、今回の一体改革
による安定財源の確保が必要
です。

改革をしなかったり、遅れたりするとどうなるの？ 経済成長すれば税収が増えるのだからそれで十分では？

なぜこれから医療や年金にもっとお金がかかるようになるの？ 税金のムダづかいをなくせば何とかなるのでは？

A  A  

A  A  

■社会保障に係る費用の将来推計

年金　53.6兆円
（11.1％）

医療　33.6兆円
（6.9％）

介護　7.9兆円（1.6％）

その他　7.9兆円（1.6％）
子ども子育て　5.2兆円（1.1％）

年金　61.9兆円
（10.2％）

医療　52.6兆円
（8.7％）

介護　16.2兆円（2.7％）

その他　9.6兆円（1.6％）
子ども子育て　5.5兆円（0.9％）

＜2011年度＞ GDP 483.8兆円 ＜2025年度＞ GDP 607.4兆円

145.8兆円（24.0％）

108.1兆円（22.3％）

（出所）平成23年6月2日社会保障改革に関する集中検討会議　参考資料1-1　「（参考推計）社会保障に係る費用の将来推計について」を基に作成。
2025年度の社会保障に係る費用は医療介護について充実と重点化・効率化を行わず、さらに、子ども子育てに係る機能強化を考慮しない場合の数値。

（注）表記額は実額、（  ）内の％表示はGDP比。

■1人当たり医療費の比較
　高齢者（75歳以上）の1人当たり医療費は
子ども・現役世代など（75歳未満)の4.7倍。

86.5万円

（4.7倍）

子ども・現役世代など 高齢者
（出所）「後期高齢者医療事業年報」等より
（注）「高齢者」は、後期高齢者医療制度の加入者。「子ども・現役世代など」は後期高齢者以外の医療保険の加入者。 （出所）OECD「Economic Outlook 76」ほか

　高齢者になると、１人１人に、
　●医療などの費用が多くかかり、
　●年金の支給が必要になります。
　このため、高齢化が世界でもっとも早く進行している日本では、医療や年金のための
費用が急速に増加していきます。

■主要国における65歳以上人口の対総人口比の推移

■団塊世代の高齢者移行の図

＋78万人 ＋42万人 ＋29万人 ＋105万人 ＋110万人 ＋108万人 ＋85万人

▲69万人 ▲35万人 ▲27万人 ▲104万人 ▲112万人 ▲113万人 ▲92万人

社会保障に係る費用
1.35倍

介護 2.05倍

医療 1.57倍

年金 1.16倍

GDP 1.26倍

18.6万円
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　ここ数年で、団塊の世代が65歳以上となり、支え手から支えられる側にまわりつつあることを
考えても、改革は待ったなしの状況です。
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政府の支出は国際的にも最低
水準まで減少してしまっており、
歳出削減にも限界があります。
　これらを考えれば、社会保障
の維持・充実のために、歳出削減
努力とともに、今回の一体改革
による安定財源の確保が必要
です。

改革をしなかったり、遅れたりするとどうなるの？ 経済成長すれば税収が増えるのだからそれで十分では？

なぜこれから医療や年金にもっとお金がかかるようになるの？ 税金のムダづかいをなくせば何とかなるのでは？
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■社会保障に係る費用の将来推計

年金　53.6兆円
（11.1％）

医療　33.6兆円
（6.9％）

介護　7.9兆円（1.6％）

その他　7.9兆円（1.6％）
子ども子育て　5.2兆円（1.1％）

年金　61.9兆円
（10.2％）

医療　52.6兆円
（8.7％）

介護　16.2兆円（2.7％）

その他　9.6兆円（1.6％）
子ども子育て　5.5兆円（0.9％）

＜2011年度＞ GDP 483.8兆円 ＜2025年度＞ GDP 607.4兆円

145.8兆円（24.0％）

108.1兆円（22.3％）

（出所）平成23年6月2日社会保障改革に関する集中検討会議　参考資料1-1　「（参考推計）社会保障に係る費用の将来推計について」を基に作成。
2025年度の社会保障に係る費用は医療介護について充実と重点化・効率化を行わず、さらに、子ども子育てに係る機能強化を考慮しない場合の数値。

（注）表記額は実額、（  ）内の％表示はGDP比。

■1人当たり医療費の比較
　高齢者（75歳以上）の1人当たり医療費は
子ども・現役世代など（75歳未満)の4.7倍。

86.5万円

（4.7倍）

子ども・現役世代など 高齢者
（出所）「後期高齢者医療事業年報」等より
（注）「高齢者」は、後期高齢者医療制度の加入者。「子ども・現役世代など」は後期高齢者以外の医療保険の加入者。 （出所）OECD「Economic Outlook 76」ほか

　高齢者になると、１人１人に、
　●医療などの費用が多くかかり、
　●年金の支給が必要になります。
　このため、高齢化が世界でもっとも早く進行している日本では、医療や年金のための
費用が急速に増加していきます。

■主要国における65歳以上人口の対総人口比の推移

■団塊世代の高齢者移行の図

＋78万人 ＋42万人 ＋29万人 ＋105万人 ＋110万人 ＋108万人 ＋85万人

▲69万人 ▲35万人 ▲27万人 ▲104万人 ▲112万人 ▲113万人 ▲92万人

社会保障に係る費用
1.35倍

介護 2.05倍

医療 1.57倍

年金 1.16倍

GDP 1.26倍

18.6万円
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　ここ数年で、団塊の世代が65歳以上となり、支え手から支えられる側にまわりつつあることを
考えても、改革は待ったなしの状況です。

（暦年）
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「団塊の世代」の高齢化
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社会保障と税の明日を考える
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　増税すると物の値段が上がり、消費者が物を買わなくなるため、景気が悪くなるのでは
ないかというご意見がありますが、現状でも、年金はもらえないのではないか、保険料は
どんどん上がっていくのではないかといった将来への不安から、貯金をして物を買うのを
控えようという動きが既に見受けられます。
　今回の一体改革は、社会保障制度の改革と財政健全化を一緒に達成することにより、
国民の皆さんのこうした将来への不安を取り除き、安心して消費ができる社会の実現を
目指すものです。また、今回の一体改革による増税分は社会保障の給付として還元される
ことになります。

　今後、少子高齢化により、サラリーマンなどの現役世代が急なスピードで減っていく一方で、
高齢者は増えていくため、現役世代が主として負担する所得税などよりも、若者から高齢者まで
国民全体で広く負担する消費税の方が、少子高齢化による影響を受けにくいと考えられます。
　また、ここ10年くらいでみると、所得税や法人税の税収は不景気のときに減少していますが、
消費税は毎年10兆円程度の税収が続いており、景気の影響を受けにくい税と言えます。

　年金制度は、長期間にわたる将来人口の変化などを見込んで、給付と負担のバランスが
とれるように設計しなければなりません。
　「国民皆年金」を達成した日本の年金制度は、平成16年に年金の安定的な財政運営のた
めの仕組みを導入しましたが、働き方の多様化や女性の就業率向上など、時代の変化に
合わせて、より一層しっかり
したものにするため、更に
「新しい年金制度の創設」
実現に取り組むこととして
います。
　また、新しい年金制度の
実現に向けてのステップとし
て、今回の社会保障と税の
一体改革では、短時間労働者
への社会保険の適用拡大
や第3号被保険者の見直し
が検討されています。

　消費税として納めていただいた税金は、全て社会保障に使うこととしています。医療や
介護などのサービスは、所得に比例する保険料の額にかかわらず提供されるものですから、
消費税の増税により社会保障が維持され充実すれば、所得の低い方に手厚い配分が
行われるということになります。
　また、今回の社会保障改革の中では、社会保険料の軽減など所得の低い方への対策も
盛り込まれており、消費税の負担については、これらの点とあわせて考えていく必要が
あります。 

増税すれば景気が悪くなってしまうのでは？ なぜ引き上げるのは消費税なの？

今回の改革が実現すれば、年金制度は持続できますか？ 消費税は所得の低い方の負担がより重くなるのでは？
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（注）10年度以前は決算額、11年度は予算額である。

（兆円）
■主要税目の税収（一般会計分）の推移

予（年度）

消費税
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法人税

所得税
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将来への不安がある社会 安心して生活できる社会

社会保障と税の
一体改革

買い控え、景気低迷 消費促進、経済活性化

●社会保障の機能強化
●財政健全化
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●世代間の支え合い
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● 社会保障と税の一体改革について詳しく知りたい方は

まで。社会保障改革 検索

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/

● このパンフレットのお問い合わせは、「内閣官房社会保障改革担当室」まで :03-5253-2111（代）
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